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一般社団法人日本地域看護学会は，2021年6月27日開催の定時社員総会で，新役員が承認され，新体
制のもと，学会活動がスタートしたところである．私は，前期に引き続き，2021～2022年度の2年間，
理事長を務めることになった．
前年度の学会活動は，日本地域看護学会誌の電子ジャーナル化，看護学基礎教育で修得すべき地域看護
の能力と卒業時到達目標および目標に到達するための教育内容と方法（2020）の発出にくわえ，新型コロ
ナウイルス感染症への増大するニーズに対して，厚生労働省等への人材派遣，学会ホームページへの新型
コロナウイルス関連情報特設サイトの設置，学術集会の誌上公開，研究セミナーのオンライン開催，
COVID-19による教育への影響調査等に取り組んだ．
こうした活動経過を踏まえながらも，社会が多様化かつ複雑化するなかで，地域看護を社会のニーズに
応えていく創造性豊かなものとして再確認し，これからの地域看護学会を，未来志向のもとに多様な人々
の参画を受け入れ，魅力ある学会としていくことがいっそう大事であると考えている．本学会は，地域看
護学の再定義（2019）により，地域看護学の学術団体であることを改めて明示したが，そのことについて，
“学会員や社会との共有や発信が充分とはいえないのではないか？” “地域看護学会の特徴を踏まえた魅力
ある学会づくりに向けて運営を強化する必要があるのではないか”という問題意識を，新役員間で共有し
た．そのうえで，今期の学会の活動方針として，地域看護学の再定義（2019）を学会員および社会と広く
共有し，地域看護学のさらなる発展に向けて，学会の運営基盤を強固にし，魅力ある学会づくりの推進を
図ること，を掲げた．常設の７つの委員会は，地域看護の再定義の具現化に向けて重点化すべき計画を明
確にして始動の準備をさっそく整えたところである．また新たに２つのワーキンググループを設置して，
魅力ある学会づくりを補強することとした．ワーキングの１つ目は，「活動推進エンジンチーム」と命名し，
地域看護学会としての特徴を生かした魅力ある学会づくりに向けて，この２年間の重点活動および中長期
展望と戦略を作成する．２つ目は，「次世代研究活動推進チーム」と命名し，これからの地域看護学の発
展のために重点的に取り組むべき研究課題を検討し，次世代の地域看護学を担う学会員の研究活動の活性
化と推進を図る体制づくりを行う．これらのワーキングは，まずは１年間の時限付きとし，スピード感を
もって，魅力ある学会づくりに寄与する方針や体制づくりを期待するものである．
新型コロナウイルス感染症が猛威をふるうなか，学会員のみなさまは，それぞれの立場で，対応に尽力
していることと思う．健康危機対応が長期化するなかにありながらも，地域看護学を創造する探究を進め
るうえで，本学会が学会員の拠り所となるよう，展望や根拠となる知識体系の発出，学術の推進を図る役
割を重視していきたい．学会員のみなさまには，これまで以上に，学会活動への参画の呼びかけや，意見
を伺わせていただくことを予定している．未来志向の魅力ある学会づくりに力添えをお願いしたい．

巻頭言

未来志向の魅力ある学会づくりに向けて

宮﨑美砂子
日本地域看護学会 理事長／千葉大学大学院看護学研究院

日本地域看護学会誌，24（2）：3，2021
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Ⅰ．緒　　言

わが国における急速な高齢化による疾病構造の変化
は，生活習慣病の急増を招き，がん，心臓病，脳血管疾
患を合わせた生活習慣病は，国民医療費の約3分の1，
死亡原因の約5割を占める 1）．生活習慣病対策の一環と
して，2008年より開始された特定健康診査（以下，特
定健診）・特定保健指導は，取り組みによる効果が確認
されるとともに，開始5年目には実施率向上に向けた取

り組みの必要性が指摘され 2），実施主体である医療保険
者の担う役割は，いっそう重要になっている．特定保健
指導は，生活習慣病予防に向けての対象者の自己選択と
行動変容を重視した保健指導であり 3），国民健康保険者
である市町村では，主として保健師がその役割を担う．
特定健診・特定保健指導の目的を達成するためには，特
定保健指導の該当者が特定保健指導を利用し，保健師な
どによる指導を受けることが重要である．しかし，国民
健康保険被保険者（以下，国保被保険者）における2017

年度特定保健指導の利用率は，全国平均で積極的支援
24.5％，動機づけ支援32.2％4）と低く，70％以上の該当
者が保健指導を利用していない状況である．一方，特定

受付日：2020年9月20日／受理日：2021年3月22日
1）Yaeko Akabori：高崎健康福祉大学保健医療学部
2）Motoi Saito, Manami Osawa：群馬県立県民健康科学大学看護学部

■原　著■

特定保健指導該当者を対象とした特定保健指導の 

利用阻害要因尺度の開発

赤堀八重子 1），齋藤　基 2），大澤真奈美 2）

  抄　録  

目的：特定保健指導該当者を対象とした特定保健指導の利用を阻害する要因を測定するための尺度（以下，
「特定保健指導の利用阻害要因尺度」）を開発することを目的とする．
方法：先行研究などから50質問項目「特定保健指導の利用阻害要因尺度」原案を作成した．2市1町1村にお
ける国民健康保険被保険者のうち，2017年度の特定保健指導に該当した積極的および動機づけ支援者3,738

人に対して質問紙調査を実施し，信頼性および妥当性を検討した．
結果：質問紙の回収数は1,849人（回収率49.5％）であり，欠損を除く1,459人（有効回収率39.0％）を分析
対象とした．項目分析および探索的因子分析の結果，【生活習慣を変えることに対する無益感】【保健行動よ
りも優先される価値観】【保健指導に対する否定的な感情】【自身の健康の判断に対する自負心】の4因子18項
目が抽出された．全体のCronbach α係数は0.904，下位尺度は0.737～0.845であった．確認的因子分析に
よるモデル適合度は，GFI＝0.951，AGFI＝0.935，CFI＝0.952，RMSEA＝0.053であった．既知グループ
法では有意な関連があり，基準関連妥当性では，HLC尺度との有意な負の相関がみられ尺度の妥当性が確認
された．
結論：本尺度は，4下位尺度18項目から構成され，特定保健指導の利用を阻害する要因を測定するために有
用である．

【キーワード】特定保健指導，利用，阻害要因，尺度開発

日本地域看護学会誌，24（2）：4–12，2021
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保健指導に参加した者では，体重，腹囲，BMI，血圧
など多くの項目で保健指導後の検査値の改善が認められ
ることが報告されており 5），生活習慣病予防および重症
化予防に向けては，特定保健指導該当者を特定保健指導
の利用に確実につなげるための方策を検討する必要があ
る．
国保被保険者の特定保健指導の未利用者（以下，未利
用者）に焦点を当てた「特定保健指導の未利用の理由の
構造」では 6），特定保健指導の未利用の理由の本質を示
す3つの要素が明らかとなった．これらの3つの要素は，
医療専門職者とは異なる地域住民の観点から未利用の理
由の本質を表す新しい知見であり，特定保健指導の利用
を阻害する要因を示している．具体的には，未利用者は
保健師との健康に対する考え方の相違から保健指導を干
渉ととらえ，支援開始前から保健師の介入を望まない状
況にあった．また，未利用者にとって生活習慣は自分ら
しさそのものであり，自身の生き方や価値観を変えてま
で生活習慣を改善することに価値をおいていなかっ
た 6）．このことは，地域住民の未利用の理由の本質を表
わすものであり，その本質の特徴を踏まえた介入の重要
性を示している．特定保健指導の利用を促すためには，
地域住民の観点から特定保健指導の利用を阻害する要因
を的確に把握し，未利用の理由の本質を考慮した保健指
導が必要である．しかし，実践の現場である市町村にお
いては，多様な事業を展開しており，さまざまな生活背
景をもつ特定保健指導該当者全員に対して，事前に特定
保健指導の利用を阻害する要因を把握することはむずか
しい状況にある．これらのことから，特定保健指導該当
者に対して，特定保健指導の利用を阻害する要因を簡便
かつ効果的に把握するためには，信頼性・妥当性が確保
された測定用具の活用が有効であると考える．しかし，
特定保健指導に関する研究では，特定保健指導の利用者
の体重減少に影響を与える要因などを明らかにした研究
は存在するが 7, 8），特定保健指導の利用を阻害する要因
そのものに視点を当てた測定用具の開発やその実践に関
する報告はほとんどみられない．関連する尺度では，食
生活改善を導くための「食生活改善行動尺度」が存在す
るが 9），特定保健指導の利用を阻害する要因の測定を目
的とするものではない．また，特定健診に用いられる標
準的な質問票 10）は，生活改善に関する行動変容ステー
ジの確認を目的とし，特定保健指導の利用を阻害する要
因を把握するものではない．従って，特定保健指導の未
利用の理由の本質を明らかにした先行研究 6）の成果を発

展させ，特定保健指導の利用を阻害する要因を測定する
ための信頼性・妥当性が確保された尺度を開発し，実践
の現場に適用する必要がある．
そこで，本研究は，特定保健指導の利用を阻害する要
因を測定するための尺度（以下，「特定保健指導の利用
阻害要因尺度」）を開発することとする．「特定保健指導
の利用阻害要因尺度」の実践への活用をとおして，多く
の特定保健指導該当者を特定保健指導の利用へと促すこ
とができる．このことは，生活習慣病および重症化の予
防を促進し，健康寿命の延伸や医療費適正化に貢献でき
ると考える．

Ⅱ．研究方法

1．用語の操作的定義
本研究では，先行研究 6）を参考に，特定保健指導の利

用を阻害する要因を「特定保健指導の未利用の理由を構
成する要素」と定義する．

2．質問項目原案の作成
尺度質問項目の原案のアイテムプールは，先行研究 6）

の成果であるKJ法（KJ method）の分析結果のラベル
や表札に加え，2市1町2村の未利用者12人に対象者を
拡大し，先行研究 6）と同様の手法を用いて分析を行い，
それらを基に116項目を作成した．続いて，今回，測定
を行う特定保健指導の利用を阻害する要因を網羅するた
めに，保健行動の予測と説明をするための優れたモデル
である改訂ヘルスプロモーションモデル（以下，改訂
HPM）を枠組みに適用し，116項目を改訂HPMの10の
決定因子に基づき分類した 11, 12）．具体的には，改訂
HPMの10の決定因子「過去の関連行動」「個人的因子」
「行為の利益の知覚」「行為の負担の知覚」「自己効力の知
覚」「行為に関わる感情」「人間関係の影響」「状況的影
響」「直接競合する要求（制御困難）と優先行動（制御可
能）」「行為計画実行の意思」11, 12）を下位概念とした．質問
項目の内容的妥当性は，専門家会議，パイロットスタディ
の意見に基づき修正し，50質問項目の原案を作成した．
専門家会議の構成員は，中核市保健師，市町村保健師，
公衆衛生看護学領域の大学教員，国民健康保険団体連合
会の事務職員であり，パイロットスタディは，特定保健
指導該当者および民生委員などの地域住民を含む14人
に，質問項目原案に回答してもらい聞き取り調査を行っ
た．
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3．研究協力市町村および研究対象者
研究協力市町村は，関東地域の2市1町1村（A県C市，

B県D市，B県E町，A県F村）の国保被保険者におけ
る2017年度の特定保健指導の積極的および動機づけ支
援該当者（40歳以上75歳未満）3,738人とした．

4．データ収集項目
1）研究対象者の特性に関する質問紙
研究対象者の特性は，年齢，性別，特定保健指導の階
層化による支援レベル，生活習慣改善に関する行動変容
のステージ，特定保健指導の利用の有無とした．
2） 50質問項目「特定保健指導の利用阻害要因尺度」原
案

50質問項目「特定保健指導の利用阻害要因尺度」は，
「そう思う」「ややそう思う」「どちらともいえない」「あ
まりそう思わない」「そう思わない」の5段階，リカート
法で回答を求めた．各選択肢の得点は，「そう思う」～
「そう思わない」の順に5～1点とした．本尺度は，高得
点ほど利用を阻害する要因が多いため特定保健指導を利
用しない可能性が高く，低得点ほど特定保健指導の利用
を阻害する要因が少ないため特定保健指導を利用する可
能性が高いことを示す．
3）Health Locus of Control尺度
基準関連妥当性の検証は，渡辺が開発したHealth 

Locus of Control尺度（以下，HLC尺度）13）を用いた．
HLC尺度は，内的統制（Internal）および外的統制
（External）の2因子14項目から構成され，得点範囲は
14～56点であり，尺度得点が高いほど内的統制傾向が
強く，積極的な保健行動をとる傾向が認められる．一方，
外的統制の者は，セルフケアや治療に積極的に取り組む
姿勢が乏しいとされる 13, 14）．本尺度は，特定保健指導の
利用を阻害する要因を測定し，保健行動である特定保健
指導の利用の可否を予測するものであり，保健行動の傾
向を把握することができるHLC尺度と関連があると考
える．このことからHLC尺度を外的基準とした．

5．データ収集方法（本調査）および収集期間
研究対象者に対して，研究協力依頼文書，質問紙およ
び返信用封筒を郵送により配布した．研究への同意は質
問紙の返送をもって確認した．データ収集期間は，
2018年5～9月であった．

6．データ分析方法
1）研究対象者の特性
研究対象者の特性および尺度の記述統計量の記述統計
値（度数，平均，標準偏差）を算出した．
2）尺度の項目分析
項目分析は，天井効果（M＋SD＞5），フロア効果（M

－SD＜1），Item-Total相関分析（I-T相関；r≧0.40）15），
Good-Poor（G-P）分析（t検定；p＞0.05）15），項目間相
関（r＞0.70）16），各項目を除外した場合のCronbach α

係数の変化（r≦0.70）17）を基準に項目を確認した．
3）因子分析
項目分析により除外された項目以外の全項目を用い
て，探索的因子分析を行った．削除基準は，固有値1以
上を目安に因子負荷量0.04以下，複数の因子に高い因
子負荷量を示す項目，共通性0.16以下の低い項目 18, 19）

とした．次に，確認的因子分析により因子構造を確認し，
適合度を算出した．
4）尺度の信頼性の検討
尺度の信頼性は，Cronbach α係数を算出し，尺度の
内的整合性を検証した．
5）尺度の妥当性の検討
研究対象者を特定保健指導の利用の有無により，特定
保健指導未利用群と特定保健指導利用群の2群に分類し
（以下，特定保健指導2群），既知グループ法による検証
を行った． 基準関連妥当性は，外的基準にHLC尺度を
用いて，「特定保健指導の利用阻害要因尺度」との相関
関係を確認し，検証を行った．
なお，統計学的解析には，SPSS ver.26 for Windows

およびAmos ver.26を使用した．

7．倫理的配慮
調査の実施に当たり，同意の得られた市町村との共同
調査として実施した．研究対象者の個人情報は市町村が
管理し，市町村職員が宛名ラベルの貼付および投函を行
い，質問紙の返信先は市町村とした．研究対象者に対し
て，研究目的，質問紙返送後の辞退不可などについて文
書を用いて説明し，質問紙の返送をもって研究への同意
とした．なお，本研究は群馬県立県民健康科学大学研究
倫理委員会の承認を得て実施した（承認年月日：2017

年7月27日，承認番号：健科大倫第2017-14号）．
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Ⅲ．研究結果

2市1町1村の特定保健指導該当者3,738人に質問紙
を配布し，1,849人（回収率49.5％）から回答を得た．
尺度質問項目50項目において無回答および複数に回答
がある項目を欠損値とし，欠損を除く1,459人（有効回
収率39.0％）を対象とした．

1．研究対象者の特性（表1）
研究対象者の平均年齢は，65.2±8.0歳であり，性別は，

男性972人（66.6％），女性473人（32.4％），無回答14

人（1.0％）であった．特定保健指導の利用の有無では，
「利用あり」と回答した者は510人（35.0％），「利用な
し」は934人（64.0％），無回答15人（1.0％）であった．

2．項目分析
天井効果は3.05～5.43，フロア効果は0.93～4.20を

示し，削除該当項目はそれぞれ4項目であった．I-T相
関（r≧0.40）は16項目が該当した．項目間相関（r＞
0.70）および各項目を除外した場合のCronbach α係数
の変化（r≦0.70）では該当項目なし，G-P分析（t検定；
p＞0.05）は3項目であった．各分析において重複した
削除項目があり，検討の結果，19項目を削除した31項
目が抽出された．

3．探索的因子分析
項目分析により抽出された31質問項目について，探
索的因子分析（最尤法，プロマックス回転）を行った．
固有値1以上を目安とし，因子負荷量0.4以下，複数の
因子に高い因子負荷量をもつ項目，共通性0.16以下の
項目について，削除する項目により生じる因子構造の変
化を確認する手続きを繰り返しながら，1項目ずつ削除
を行い18項目4因子の最適解が得られた．Kaiser-

Meyer-Olkinの標本妥当性の速度は0.929を示し，バー
トレットの球面性検定は有意差（χ2＝111016.811，p＜
0.001）を認めた．
抽出された4因子について，その内容を解釈し，因子
名を命名した．第1因子は，改訂HPMの決定因子“過
去の関連行動”および“行為の負担の知覚”から成り，6

項目から構成されていた．これらは，生活習慣を変える
ことへの無益感を示しており，【生活習慣を変えること
に対する無益感】と命名した．第2因子は，“直接競合
する欲求と優先行動”および“行為計画実行の意思”か

ら成り，5項目から構成されていた．これらは，理想的
な健康を目指すためのさらなる保健行動よりも，長年か
けて構築してきた生活における行動や習慣を優先する価
値観を示しており，【理想的な健康よりも優先される価
値観】と命名した．第3因子は，“行為に関わる感情”お
よび“過去の関連行動”から成り，4項目から構成され
ていた．これらは，支援者や保健指導に対しての否定的
な感情を示しており，【保健指導に対する否定的な感情】
と命名した．第4因子は，“自己効力の知覚”および“自
尊心（個人的因子）”から成り，3項目から構成されてい
た．これらは，健康状態の判断に対する自負心を示して
おり，【自身の健康の判断に対する自負心】と命名した
（表2）．

4．確認的因子分析（図1）
探索的因子分析で採択された4因子18項目の適合度指

標は，GFI＝0.951，AGFI＝0.935，CFI＝0.952，RMSEA

＝0.053であった．なお，このモデルの標準化係数はす
べて統計学的に有意であった．

表1　研究対象者の特性� n＝1,459

項目 人数（％）

年代別
　40～44歳 44（ 3.0）
　45～49歳 69（ 4.7）
　50～54歳 70（ 4.8）
　55～59歳 79（ 5.4）
　60～64歳 188（12.9）
　65～69歳 489（33.5）
　70歳以上 501（34.3）
　無回答 19（ 1.3）
性別
　男性 972（66.6）
　女性 473（32.4）
　無回答 14（ 1.0）
特定保健指導の利用の有無
　利用あり 510（35.0）
　利用なし 934（64.0）
　無回答 15（ 1.0）
特定保健指導の保健指導レベル
　積極的支援 215（14.7）
　動機づけ支援 299（20.5）
　わからない 874（59.9）
　無回答 71（ 4.9）
生活習慣改善に関する行動変容ステージ
　改善するつもりはない（前熟考期） 215（14.7）
　改善するつもりである（熟考期） 327（22.4）
　 近いうちに改善するつもりであり少しずつ始めている
（準備期）

162（11.1）

　すでに取り組んでいる（6か月未満）（実行期） 269（18.4）
　すでに取り組んでいる（6か月以上）（維持期） 437（30.0）
　無回答 49（ 3.4）
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5．信頼性の検討
18質問項目の「特定保健指導の利用阻害要因尺度」の

尺度全体のCronbach α係数は0.904であり，各因子は，
第1因子0.826，第2因子0.845，第3因子0.843，第4

因子0.737であった．

6．妥当性の検討
1）既知グループ法による妥当性の検討
特定保健指導2群と「特定保健指導の利用阻害要因尺
度」得点の関連では，特定保健指導未利用群のほうが尺
度得点が有意に高かった（p＜0.001）．4因子別の関連

表2　「特定保健指導の利用阻害要因尺度」探索的因子分析および信頼性（Cronbach�α係数）

因子負荷量
共通性

1 2 3 4

第1因子（6項目）：生活習慣を変えることに対する無益感
Q.10　食生活や運動等の工夫をすることは，実際には無理である 0.843 －0.101 －0.004 －0.051 0.588

Q. 9　健康によい行動を勧められても結局，習慣にはならない 0.707 0.012 －0.101 －0.038 0.422

Q.12　習慣になっている行動は変えられない 0.659 0.000 －0.026 0.170 0.526

Q.13　生活習慣を改善すると日常生活に負担がかかる 0.614 0.081 0.096 －0.125 0.466

Q.11　生活習慣を改善しても，病気を予防するとは限らない 0.525 －0.043 0.120 0.043 0.350

Q.15　健康によい行動を勧められても，生活に合わなければ実行できない 0.500 0.154 0.082 －0.006 0.436

第2因子（5項目）：理想的な健康よりも優先される価値観
Q.37　生活習慣病を予防することよりも，生きがいや楽しみを優先する －0.004 0.937 －0.109 －0.039 0.710

Q.36　生活習慣病を予防することばかりを考えていたら，人生は楽しくない 0.051 0.732 0.018 －0.046 0.564

Q.38　保健指導に時間をかけるよりも，家族や友人との時間が大切である －0.122 0.724 0.127 －0.017 0.537

Q.40　理想的な健康のためにあくせくしたくない 0.073 0.551 0.051 0.090 0.478

Q.42　将来の健康については，そのときになったら考えればよい 0.109 0.441 0.028 0.176 0.427

第3因子（4項目）：保健指導に対する否定的な感情
Q.20　生活習慣の改善を勧められると，生活を否定されている気持ちになる 0.014 －0.005 0.879 －0.023 0.762

Q.18　保健指導を受けると責められているような気持ちになる 0.024 －0.061 0.798 －0.037 0.570

Q.19　自分の生活を他人にあれこれいわれるのはいやである －0.032 0.042 0.717 0.095 0.605

Q.17　保健指導は当たり前の話なので聞く意味がない 0.077 0.147 0.462 －0.013 0.378

第4因子（3項目）：自身の健康の判断に対する自負心
Q.43　自分の体の状態は，自分がいちばんよくわかる 0.040 －0.057 －0.073 0.819 0.595

Q.46　人からいわれなくても，自分の健康は自分で守ることができる －0.169 0.018 0.108 0.663 0.454

Q.23　自分の健康状態の判断は，自分の感覚を信じる 0.079 0.050 －0.018 0.623 0.462

因子間相関　　1 1.000

2 0.620 1.000

3 0.569 0.680 1.000

4 0.380 0.578 0.471 1.000

18項目全体のCronbach α＝.904 0.826 0.845 0.843 0.737

最尤法，プロマックス回転，Kaiser─Meyer─Olkinの標本妥当性の測度＝0.929，Bartlettの球面性検定：p＜0.001

生活習慣を変えることに
対する無益感

.71

.51

Q.10 Q.9 Q.12 Q.13 Q.11 Q.15 Q.37 Q.36 Q.38 Q.40 Q.42 Q.20 Q.18 Q.19 Q.17 Q.43 Q.46 Q.23

e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18

.51
.68
.47

.60

.36 .45 .64 .56 .51 .50 .43 .75 .55 .61

.61

.38 .55 .42 .49

.67 .80 .75 .72 .71
.66

.86 .74 .78 .74 .65 .70.62
.38

.72

理想的な健康よりも
優先される価値観

保健指導に対する
否定的な感情

GFI＝.951
AGFI＝.935
CFI＝.952
CMIN＝656.248
RMSEA＝.053

自身の健康の判断に
対する自負心

.67

.62

.40

.59

.71
.48

数値は標準化推定値

図1　「特定保健指導の利用阻害要因尺度」確認的因子分析
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では，すべての因子別合計得点において，特定保健指導
未利用群のほうが尺度得点が有意に高かった（p＜
0.001）（表3）．
2）基準関連妥当性の検討
「特定保健指導の利用阻害要因尺度」は尺度得点が高
い者ほど，特定保健指導が未利用となる可能性が高いと
想定され，外的基準に用いたHLC尺度の尺度得点には，
負の相関があると予測された．HLC尺度と「特定保健
指導の利用阻害要因尺度」の相関関係は，尺度全体得点
－0.433，第1因子－0.454，第2因子－0.395，第3因子
－0.325であり，「やや～かなり」の負の相関 20）がみら
れた（p＜0.01）．第4因子は－0.094であり，ほとんど
相関はなかった（表4）．

Ⅳ．考　　察

1．データの適切性
研究対象者の特性は，平成29年度市町村国保特定健
康診査・特定保健指導実施状況報告書 4）の割合とほぼ同
様であり，かたよりのない適切なデータであると考えら
れ，信頼性と妥当性の検討に適切であったと考える．

2．尺度の信頼性および妥当性
1）信頼性
尺度の信頼性については，多くの見解があるが一致し
ていることとして，Cronbach α係数は少なくとも0.7

以上でなくてはならない 15,17）．本尺度の尺度全体の
Cronbach α係数は0.904，各因子は，0.737～0.845で
あり，内的整合性が確認された．
2）構成概念妥当性
探索的因子分析から4因子18質問項目が抽出され，
確認的因子分析の結果，適合度指標の基準を満たしてお
り 21, 22），4下位尺度18質問項目の因子構造は妥当である
と判断できる．
第1因子【生活習慣を変えることに対する無益感】は，

“過去の関連行動”および“行為の負担の知覚”から構成
され，生活習慣を改善することの無益感，すなわち不利
益が特定保健指導の利用を阻害する要因となることを示
している．意思決定バランスは，各個人が行動変容のメ
リット・デメリットを判断するプロセスであり 23），不利
益や障害，負担が重ければ行動は実行されない 24）．健常
高齢者の介護予防行動に影響を及ぼす要因に関する研究
では，“行為の負担の知覚”が行動の実行に影響を与え
ることが示されている 25）．生活習慣の改善に対する無益
感を把握し，利益を高めるような支援を行うことは，特
定保健指導の利用に結びつくと考える．
第2因子【理想的な健康よりも優先される価値観】は，

“直接競合する欲求と優先行動”および“行為計画実行の
意思”から構成され，保健師などが求める理想的な健康
を目指すための保健行動よりも自身のなかで価値ある行
動を優先することが特定保健指導の利用を阻害する要因
となることを示している．保健行動の実践は，他の生活

表3　特定保健指導2群と「特定保健指導の利用阻害要因尺度」合計得点との関連

人数 平均値 標準偏差 p値

尺度全体
利用なし 934 49.9 13.4

0.000＊＊＊
利用あり 510 44.5 13.3

第1因子
利用なし 934 16.8  5.5

0.000＊＊＊
利用あり 510 15.5  5.3

第2因子
利用なし 934 14.2  4.7

0.000＊＊＊
利用あり 510 12.6  4.4

第3因子
利用なし 934 10.2  4.0

0.000＊＊＊
利用あり 510  8.4  3.8

第4因子
利用なし 934  8.7  3.0

0.000＊＊＊
利用あり 510  8.0  3.0

t検定，＊＊＊：p＜0.001

表4　「特定保健指導の利用阻害要因尺度」得点とHLC尺度との相関

特定保健指導の利用阻害要因測尺度
全体得点 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子

HLC尺度 －0.433＊＊ －0.454＊＊ －0.395＊＊ －0.325＊＊ －0.094＊＊

Pearsonの相関係数，＊＊：p＜0.01
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行動よりも保健行動を優先させることが必要である 26）．
また，日常生活のなかでの保健行動の優先性を高め，自
己管理スキルを向上させることにより適切な保健行動が
獲得される 27）．特定保健指導該当者の価値観を事前に把
握し，保健行動の優先性を高めることが重要であると考
える．
第3因子【保健指導に対する否定的な感情】は，“行為

に関わる感情”および“過去の関連行動”から構成され，
支援者や保健指導に対しての否定的な感情が特定保健指
導の利用を阻害する要因となることを示している．受診
行動に関する先行研究では，子宮頸がん検診を継続して
受診している者は，子宮頸がん検診のイメージがポジ
ティブな傾向にあることが明らかにされている 28）．つま
り，保健指導に対する否定的な感情を肯定的な感情へと
変化させることが利用を促すことに効果的であり，特定
保健指導該当者の感情を受容し，支援を行うことが重要
であると考える．
第4因子【自身の健康の判断に対する自負心】は，“自
己効力の知覚”および“自尊心（個人的因子）”から構成
され，健康状態の判断に対する自負心が特定保健指導の
利用を阻害する要因となることを示している．自己効力
感は，課題の遂行に対する自信，課題を達成できる見込
み感を指す概念であり 29），健康的な行動に変容できると
いう自信は行動変容を促す．しかしながら，先行研究 6）

では，健康の判断や健康管理を自分で行うことができる
という自信が他人に干渉されたくないという思いを生じ
させ，特定保健指導が未利用となることを示している．
このように，健康の判断や健康管理が1人でできるとい
う課題遂行に対する自信やそれらを誇りに思う自負心
は，特定保健指導の利用を阻害する要因となっている．
支援者は特定保健指導該当者の自負心の程度を把握し，
自負心を尊重した保健指導方法を検討することが重要で
ある．
3）既知グループ法および基準関連妥当性
既知グループ法の検討では想定した仮説が支持され
た．HLC尺度との相関は，尺度の総得点および第1因
子～第3因子は，「やや～かなり」の負の相関が認めら
れ，基準関連妥当性が確認された．一方，第4因子は相
関が認められなかったが，第4因子の示す自負心は，健
康と自身の行動との関係を測定するHLC尺度では測定
できない項目であり，本尺度特有の項目であると考える．

3．実践への示唆
本尺度の個人に対する活用として，第1に支援レベル

別など市町村における優先順位の基準を決めて，特定保
健指導該当者の尺度総得点を確認し，低得点者から利用
勧奨を行う．低得点者は，利用を阻害する要因が少なく
特定保健指導の利用に向けた動機づけが行いやすいため
である．第2として，4下位尺度ごとの得点を確認し，
利用を阻害する要因の特徴に合わせた支援を提供する．
対象者の阻害要因の特徴に合わせた利用勧奨および保健
指導を実施することにより，特定保健指導の利用を促す
ことができ，効果的な保健指導に結び付くと考える．ま
た，本尺度は，特定保健指導の利用勧奨を効果的に行う
ためのツールであるため，特定健診対象者に標準的な質
問票などとともに，事前に配布を行い回収する．標準的
な質問票とともに配布・回収することにより住民の負担
感の軽減および市町村職員の業務の負担も軽減できる．
第3に，本尺度は集団および地域への活用が可能である．
利用阻害要因に関する集団および地域ごとの実態や特徴
を把握することにより，自治体や地区別，属性集団別の
利用勧奨や啓発媒体の作成が可能となる．さらに，国保
データベース（KDB）システムのデータとの比較をとお
して健診結果と阻害要因の関連など，より詳細に地域の
特徴を把握できる可能性がある．このことにより地域課
題が明確化され，エビデンスに基づく保健事業の展開に
結びつき，生活習慣病および重症化の予防，さらには，
健康寿命の延伸や医療費適正化に貢献できると考える．

4．研究の限界と今後の課題
本研究は研究フィールドおよび研究対象者が限られて
おり，回答のかたよりがある可能性がある．尺度の安定
性の確認などは実施していないため，今後の検証をとお
して精度を高めることが必要である．また，尺度の配布
の方法や情報提供者への支援方法など，市町村に合わせ
た活用方法を検討する必要があると考える．

Ⅴ．結　　論

「特定保健指導の利用阻害要因尺度」は，【生活習慣を
変えることに対する無益感】【理想的な健康よりも優先
される価値観】【保健指導に対する否定的な感情】【自身
の健康の判断に対する自負心】の4因子18質問項目から
構成された．本尺度の信頼性および妥当性は統計学的に
許容範囲内にあることが確認された．
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■Original Article■

Development of a Scale that Impedes the Use of Specific Health Guidance  
by Specific Health Guidance Relevant Individuals

Yaeko Akabori1), Motoi Saito2), Manami Osawa2)

1) Faculty of Health care, Takasaki University of Health and Welfare
2) Faculty of Nursing, Gunma Prefectural College of Health Sciences

Objective: The present study aimed to develop a scale for measuring factors that hinder the use of 
specific health guidance (Scale of factors that hinder the use of specific health guidance) by specific 
health guidance relevant individuals.
Method: The 50-item factors that hinder the use of specific health guidance Measurement Scale was 
designed based on previous studies and published data. A questionnaire survey was conducted on 3,738 
individuals requiring specific health guidance in two cities, one town, and one village and scale 
reliability, construct validity, and concurrent validity were investigated.
Results: A total of 1,849 (49.5%) questionnaires were returned, of which 1,459 were valid. Item and 
exploratory factor analysis identified 18 items within the following 4 factors: feeling of futility regarding 
altering lifestyle habits; values prioritized above perfect health; negative feelings regarding health 
guidance; and pride in own judgement regarding personal health. Overall and subscale Cronbach’s α 
coefficients were 0.904 and 0.737-0.845, respectively. Goodness of model fit values were as follows: 
goodness of fit index GFI=0.951; adjusted AGFI=0.935; comparative fit index=0.952; and root mean 
square error of approximation=0.053. A significant association was found using the known-groups 
method and a significant negative correlation was observed regarding concurrent validity.
Conclusion: The present 4-subscale 18-item scale is useful for measuring the factors that hinder the 
use of specific health guidance.

Key words :  specific health guidance, use, inhibitors, development of a scale
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Ⅰ．緒　　言

わが国の低出生体重児の全出生に対する割合は1975

年には男児4.7％，女児5.5％であったが，2016年では
男児8.3％，女児10.6％と年々増加傾向にある 1）．出生
児の分類には出生体重，在胎週数に応じた身体の大きさ，
出産週数の3つの定義がある 2）が，国際疾病分類（ICD-

10）では2,500 g未満を低出生体重児としていることか
ら，未熟児訪問指導事業等の母子保健事業や医療機関の

支援において，出生体重による定義を用いることが多い．
低出生体重児においては母子保健法に基づき，未熟児
訪問指導事業等が行われているが，これらの母子保健事
業では体重の順調な増加がみられフォローアップが終了
したにもかかわらず，就学前後に支援が必要となる児が
みられる 1）．そのなかには在胎週数34～37週未満で出
生した後期早産児（Late preterm infant；LP児）が含
まれている．

LP児は，2005年，国立小児保健発育研究所（National 

Institute of Child Health and Development；NICHD）
が提唱したことによって注目されるようになり，アメリ
カでは全出生の11.5％を占める 3）．わが国ではLP児に
関する統計はみられないが，全出生児における32～37

受付日：2020年9月14日／受理日：2021年3月5日
1）Kunie Mori：関西医療大学保健看護学部
2）Chikage Tsuzuki：大阪府立大学大学院看護学研究科
3）Satoko Okawa：関西医科大学看護学部

■研究報告■

出生体重2,000 g以上の低出生体重児で後期早産児 

（Late Preterm Infant）をもつ母親の育児への思い

森久仁江 1），都筑千景 2），大川聡子 3）

  抄　録  

目的：出生体重2,000～2,500 g未満の低出生体重児のうち，後期早産児をもつ母親の育児への思いを明らか
にし，LP児とその家族への地域の支援について検討すること．
方法：市町村保健師が継続的に支援しているLP児のうち，出生体重2,000～2,500 g未満の4歳または5歳児
をもつ母親10人を対象に半構成的面接を行い，データを質的に分析した．
結果： 大カテゴリー〔小さく産まれたことへの不安により募る自責の念〕として7カテゴリー，大カテゴリー
〔育児への充足感と子どもの成長に伴う安堵感〕として4カテゴリーが抽出された．母親は【小さく産んだこ
とに対する自責の念】をもち，出産後は【予定外に早い出産に対する心配】【他児との比較による不安】という
自責の念をもつ一方，【小さくても順調に育ったことに安堵する】という安堵感をもっていた．また【母乳育
児を続けることはむずかしかった】という思いをもつ一方で，【早産・低体重で生まれた分できることをがん
ばった】という思いももっていた．母親の自責の念と安堵感は，子どもが4～5歳になるまで続いていた．
考察：母親の〔小さく産まれたことへの不安による自責の念〕と〔育児への充足感と子どもの成長に伴う安堵
感〕という思いは幼児後期まで続くことが示された．出生体重が2,000 g以上でも，入院中は医療機関，退院
直後から保健機関が中心に母の思いを聴き，就学まで就園先と連携しニーズを見極め支援する必要がある．

【キーワード】後期早産児（Late Preterm Infant），母の育児への思い，2,000 g以上の低出生体重児

日本地域看護学会誌，24（2）：13–21，2021
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週未満の出生児の割合は，1980年の3.6％から2010年
は5.0％に増加し，以降5.0％前後で推移している 3）．

LP児の乳幼児期の発育発達は，正期産児と比較して，
母乳栄養時の吸着，吸啜，嚥下能力が不十分，哺乳に必
要な体力が弱い 4, 5）．また出生後早期合併症が多い，新
生児集中治療室（NICU）への入院率が高い，脳性麻痺
を発症するリスクが高いことが報告されている 4, 6）．ま
た幼児期前期では精神発達における問題が軽度で気づか
れにくいが，幼児期後期から学童期においては，注意欠
陥多動障害が正期産児と比べ高率に認めることが報告さ
れている 6, 7）．学童期以降において，LP児は正期産児と
比べ行動問題や知的障害などの発達障がいが多いとの報
告もある 4）．すなわちLP児は幼児後期に正期産児に比
べ発育発達上の課題が表出するためこの時期を逃さずに
支援を行う必要がある .

LP児のフォローアップについて，出生体重が2,000 g

以上の児の場合多くは正期産児と同様の対応がされてお
り，在胎週数が少ないことによる詳細なフォローアップ
スケールなどは決められていない 7）．しかしLP児の母
親は正期産児の母親よりもストレス，不安，抑うつ症状
が強いなどの報告が散見される 8, 9）．わが国においては
低出生体重児の主なフォロー基準は出生体重による定義
を用いることが多いため，在胎週数が少ないことによる
児の未熟性や育児のしにくさ，母の不安等が十分把握さ
れているとはいえず 5），医療機関においても保健機関に
おいても十分把握されているとはいえない．さらに，
LP児の発育発達において課題が表出される可能性のあ
る幼児後期には，順調な体重増加等により市町村保健師
による支援が終了していることがあり，母親の思いを聴
く等，支援を十分行えているとはいいがたい．本研究に
より幼児後期にあるLP児の母親の育児への思いを明ら
かにすることで，保健師が母親のニーズに沿った就園先
との連携や就学に向けての支援につなげるための一助と
なると考えた．
そこで本研究では，出生体重が2,000～2,500 g未満
かつ在胎週数が34～37週未満のLP児をもつ母親の育
児への思いを明らかにし，地域においてLP児とその
親・家族に必要な支援について検討することを目的とす
る．

Ⅱ．用語の定義

後期早産児（Late Preterm Infant）：出生児の分類で

ある「出生体重」「在胎週数に応じた身体の大きさ」「出
産週数」のうち，出産週数からの定義による在胎週数34

～37週未満で出生した児とする 2）．
育児への思い：母親の児の発育・発達，育児に関する
認識や感情とする．

Ⅲ．研究方法

1．研究協力者
出生体重2,000～2,500 g未満で出生し，2市町村の保
健師が継続的に支援している幼児後期である4～5歳児
のLP児をもつ母親とした．研究協力者の選定は研究目
的に応じた研究協力者の基準を決めてその基準を満たす
者を選択する方法である合目的的対象選択とした 10）．保
健師の主管課の長に研究の趣旨および倫理的配慮につい
て文書と口頭にて研究概要を説明したうえで条件に該当
する研究対象候補者の選定を依頼するとともに保健師の
紹介を依頼した．保健師および保健師から紹介を受けた
研究協力者に対し研究の趣旨および倫理的配慮について
文書と口頭で説明し，同意を得られた者を研究協力者と
した．

2．データ収集期間と場所
データ収集期間は，2018年11月～2019年9月であ

る．面接は研究協力者の利便性を考慮し，公共施設のプ
ライバシーが厳守できる個室で行った．

3．データ収集方法
出生体重2,000 g以上の低出生体重児で後期早産児を
もつ母親の育児への思いについて，インタビューガイド
を用いた半構成面接を実施した．面接内容は，出生時の
状況と母の思い，児の発育・発達の様子とその思い，支
援者の有無，利用している社会資源と利用（相談）内容
への思いについて等である．面接内容は研究協力者の同
意を得て ICレコーダーに録音した．面接時間の平均は
68.4分であった．

4．分析方法
研究デザインは質的記述的研究法を用いた．質的記述
的研究法は，明らかになっていない現象を対象に，現象
を記述することによりその現象を明らかにすることを目
的としている 10）．本研究では出生体重2,000～2,500 g

未満のLP児の母親の育児への思いを対象者の語りから
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記述することにより明らかにしたいと考えたため，質的
記述的研究を選択した．面接した内容を基にすべての事
例について逐語録を作成した．各事例のデータ収集終了
後，事例ごとに母親の育児への思いを語っている部分に
着目して逐語禄よりデータを抽出した．抽出したデータ
の意味内容を検討しコードを作成した．共同研究者と検
討を重ねコードとコードを比較しながらサブカテゴ
リー，カテゴリーを抽出した．生成したカテゴリーの内
容の類似性から「小さく生まれたことへの不安により募
る自責の念」と「育児の充足感と子どもの成長に伴う安
堵感」の2つの大カテゴリーを抽出した．分析はデータ
の解釈に齟齬や飛躍がないか確認しながら行った．分析
プロセスにおいて，質的研究の実績のある複数の共同研
究者と分析内容の検討を重ねた．

5．倫理的配慮
研究協力者には研究内容および倫理的配慮を文書・口
頭にて説明し，協力の自由と中断を保証し，得られたデー
タは個人や地域が特定されないよう処理すること，施錠
可能な場所に厳重に保管し目的外に使用しない旨の同意
を得たうえで署名を得た．本研究実施にあたり，大阪府
立大学大学院看護学研究科研究倫理委員会の審査を受け
て実施した（承認日：2018年11月8日，承認番号：30-

49）．

Ⅳ．研究結果

1．研究協力者の概要
研究協力者は出生体重2,000 g以上の低出生体重児で

LP児をもつ4～5歳児の母親（以下，母親）10人であり，
第1子の母親1人，第2子以降の母親9人であった．母
親の平均年齢は36.9歳であった．研究協力者の選定は
合目的的対象選択とし，出生体重2,000～2,500 g未満
で出生し，現在4～5歳児のLP児をもち，市町村の保
健師が家族単位で見守りまたは継続的に関わりをもつ母
親とした．

2．幼児後期まで続く母親の育児への思い
データから生成した大カテゴリーを〔　〕，カテゴリー
を【　】，サブカテゴリーを《　》，コードを〈　〉で表記
する（表1，2）．
母親の育児への思いについて，大カテゴリーとして

〔小さく産まれたことへの不安により募る自責の念〕と

〔育児への充足感と子どもの成長に伴う安堵感〕が導き
出された．〔小さく産まれたことへの不安により募る自
責の念〕としては7カテゴリーが抽出され，〔育児への
充足感と子どもの成長に伴う安堵感〕としては4カテゴ
リーが抽出された．
〔小さく産まれたことへの不安により募る自責の念〕
として，【小さく産んだことに対する自責の念】【予定外
に早い出産に対する心配】【他児との比較による不安】
【周囲の言動でさらに不安になった】【母乳育児を続ける
ことはむずかしかった】【兄弟の育児で思うように関わ
れなかった】【育児に気を配る必要があった】という思い
がみられ，〔育児への充足感と子どもの成長に伴う安堵
感〕として，【小さくても順調に育ったことに安堵する】
【早産・低体重は子どもの意思】【早産・低体重で生まれ
た分できることをがんばった】【出生順位や性別を肯定
する思い】がみられた．これらの思いは出産から子ども
が4～5歳になる幼児後期まで続いていた．
１）〔小さく産まれたことへの不安により募る自責の念〕
（1）【小さく産んだことに対する自責の念】
母親は妊娠中を想起し，《妊娠中のたばこやお酒が早
産・低体重の原因だと考える》《もう少し安静にしてい
ればよかった》と妊娠中のすごし方を振り返り，出産に
際して，《搬送されるくらい小さく産むことになってし
まった》といった思いをもっていた．出産後は〈出産は
向いていない，早産は自分のせいと思う〉といった，《自
分の体質が早産になりやすい》という思いを抱いてい
た．また，〈できればお腹でもう少し育てたかった，ご
めんという気持ち〉といった，《正期産で産んであげた
かった》という思いを抱いており，この思いは幼児後期
まで続いていた．
（2）【予定外に早い出産に対する心配】
母親は出産に際して，〈急な出産病院の変更に戸惑っ
た〉〈どういう状況にあるのかわからず不安だった〉と
いった《気持ちの準備ができず戸惑いと不安があった》．
また，《小さく生まれることへの不安と心配》をもち，
〈小さく生まれたらどうなるか経験がないから心配だっ
た〉といった思いをもっていた．
（3）【他児との比較による不安】
母親は，〈第一印象は小さい，大丈夫かな〉〈小さくて
かわいそう，ごめん〉といった，《思ったより小さく気
持ちが乱れた》という思いをもっていた．乳児期におい
ては，《小さく生まれたので育児が不安だった》《小さい
のに治療を受けることに対する不安》といった不安がみ
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られ，幼児後期まで続く思いとして，《順調に成長する
か不安があった》《早く他児と同じような体格になって
ほしい》と語った．また，子どもの発育・発達について
〈発達の階段を1つ上がるのに時間がかかる〉〈保育園の
生活のなかでも他児との差がわかる〉といった《発育・
発達に課題があると考える》といった思いがみられた．
（4）【周囲の言動でさらに不安になった】
退院時は，〈不安のなか，家に帰された〉という思い
をもち，《周囲に連れて帰って大丈夫かといわれさらに
不安になった》と語った．
（5）【母乳育児を続けることはむずかしかった】
退院後の授乳については，《母乳がうまく飲めなかっ

たが退院をすすめられた》《母乳で育てたかったがミル
クを足す必要があった》といった，【母乳育児を続ける
ことはむずかしかった】という思いをもっていた．また，
〈母乳で育てたかったのでミルクを足さなかったら体重
が増えずミルクを足すように指導を受けた〉〈上の子の
育児に加えて搾乳しながらの母乳育児はむずかしかっ
た〉という語りがあった．
（6）【兄弟の育児で思うように関われなかった後悔】
母親は，〈離乳食の開始は上の子の育児もあり遅れて
スタートした〉ように，〈小さく生まれたのに上の子の
育児が中心で申し訳ない〉といった《兄弟の育児で思う
ように関われなかった》思いをもっていた．

表1　〔小さく産まれたことへの不安により募る自責の念〕

カテゴリー サブカテゴリー

小さく産んだことに対する自責の念 妊娠中のたばこやお酒が早産・低体重の原因だと考える
もう少し安静にしていればよかった
搬送されるくらい小さく産むことになってしまった
自分の体質が早産になりやすい
正期産で産んであげたかった

予定外に早い出産に対する心配 気持ちの準備ができず戸惑いと不安があった
小さく生まれることへの不安と心配

他児との比較による不安 思ったより小さく気持ちが乱れた
小さく生まれたので育児が不安だった
小さいのに治療を受けることに対する不安
順調に成長するか不安があった
早く他児と同じような体格になってほしい
発育・発達に課題があると考える

周囲の言動でさらに不安になった 周囲に連れて帰って大丈夫かといわれさらに不安になった

母乳育児を続けることはむずかしかった 母乳がうまく飲めなかったが退院をすすめられた
母乳で育てたかったがミルクを足す必要があった
母乳育児を続けることはむずかしかった

兄弟の育児で思うように関われなかった後悔 兄弟の育児で思うように関われなかった

育児に気を配る必要があった うまく飲めず体重が増えないので授乳に気を配った
未熟な状態で生まれてきたので病気やアレルギーに注意した
かんの強さがあった
食が細く思うように食べない

表2　〔育児の充足感と子どもの成長に伴う安堵感〕

カテゴリー サブカテゴリー

小さくても順調に育ったことに安堵する 妊娠28週をなんとかこえてよかった
無事に生まれたことへの安堵と期待
小さくても思いのほか順調に育った
運動発達がゆっくりだったが普通のことができている
早産を忘れるくらい運動発達が順調だった

早産・低体重は子どもの意思 早く生まれたのは子どもの意思

早産・低体重で生まれた分できることをがんばった きつかったが看護師のサポートもありNICUへ毎日通った
少しでも母乳を与えようとがんばった
計測するために保健センターへ通った

出生順位や性別を肯定する思い 1人目または男の子でなくてよかったと思う
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（7）【育児に気を配る必要があった】
育児においては，〈なんとか飲んでほしくて時間をみ
ておこして授乳した〉といった《うまく飲めず体重が増
えないので授乳に気を配った》ことや，〈小さく生まれ
たのでアレルギーが心配〉といった《未熟な状態で生ま
れてきたので病気やアレルギーに注意した》という思い
をもっていた．また，《かんの強さがあった》《食が細く
思うように食べない》といった思いをもっており，この
思いは幼児後期まで続いていた．
２）〔育児の充足感と子どもの成長に伴う安堵感〕
（1）【小さくても順調に育ったことに安堵する】
妊娠中に入院していた母親は，医療スタッフからの情
報や助言を聞き，1日でも長く母体で胎児がすごすこと
が望ましいことを理解しながらも，妊娠28週が大事な
指標であることととらえ《妊娠28週をなんとかこえて
よかった》という思いをもっていた．
出産後は，〈出産直後は手足がちゃんとついていてよ
かったと思った〉〈五体満足に生まれてくれた〉と思い，
児の様子を確認すると，〈早産による障がいなどがなく
てよかった〉〈小さいことは気になるが元気に育ってほ
しい〉という思いをもち，児に対して〈小さくてかわい
い〉〈小さくても怖くなかった〉という《無事に生まれた
ことへの安堵と期待》を抱いていた．また，〈小さくて
もちゃんと育つんだ〉〈生まれるのが少し早かっただけ
で元気だった〉と安堵感を抱いていた．さらに，〈ミル
クに変えるとどんどん大きくなった〉ように順調に発育
したことに対し，〈出生体重2,000 gというとまわりが驚
くほど順調に成長した〉〈修正月齢で確認しなくてもい
いくらい体重増加が順調だった〉〈健診でも問題なかっ
た〉といった《小さくても思いのほか順調に育った》と
いう思いをもっており，この思いは幼児後期まで続いて
いた．
運動発達については，〈運動発達はおそかったがそん
なものだという思い〉をもっており，正期産児と同じよ
うなことができたときは，《運動発達がゆっくりだった
が普通のことができている》という思いをもち，この思
いは現在まで続いていた．また，運動発達が順調だった
場合に《早産を忘れるくらい運動発達が順調だった》と
いう思いをもっていた．
（2）【早産・低体重は子どもの意思】
母親は，予定外に早く生まれたことに対し，〈せっか
ちに生まれてきた〉〈意志の強い子で，自分で生まれる
日を選んできた〉といった《早く生まれたのは子どもの

意思》であると解釈していた．
（3）【早産・低体重で生まれた分できることをがんばっ

た】
母親は，〈NICUに通うのがきつかった〉という思い
をもち，兄弟の育児などで思うように時間が取れない場
合に〈思うようにNICUに通えなかったが看護師の声か
けに助けられた〉ように，《きつかったが看護師のサポー
トもありNICUへ毎日通った》と語った．授乳について
は，〈少しでも母乳を与えたくて，搾乳して哺乳瓶で母
乳を与えた〉〈なんとか母乳を出したくて母乳外来に
通った〉という《少しでも母乳を与えようとがんばった》
という語りがあった．また，退院後に発育・発達が順調
なのか確認するため，《計測するために保健センターへ
通った》ように，母親のできることをがんばった．
（4）【出生順位や性別を肯定する思い】
母親は，〈早産が1人目だったらもっと不安だったと
思う〉〈1人目で男の子で小柄だったら，成長等も心配し
ていたと思う〉〈女の子だから小さくてもかわいいと思
う〉といった《1人目または男の子でなくよかった》とい
う現在まで続く思いをもっていた．

Ⅴ．考　　察

1．母親の育児への思い
１）小さく産んだことへの思いと成長への思い
母親は思いもよらず早産となり，《妊娠中のたばこや
お酒が早産・低体重の原因だと考える》という【小さく
産んだことに対する自責の念】をもっていた．一方で【早
産・低体重は子どもの意思】であり，あらがえない事柄
であったという思いをもっていた．また母親は出産に際
して，【予定外に早い出産に対する心配】という思いを
もっていた．この思いは正期産で産んであげられなかっ
たという自責の念であり，現在まで続く思いであった．
一方，《無事に生まれたことへの安堵と期待》という【小
さくても順調に育ったことに安堵する】思いをもってい
た．岩﨑ら 11）は低出生体重児を抱える母親は，自責の
念を感じながらポジティブな思いを抱いており，アンビ
バレントな感情をもち，ゆらいでいることも特徴のひと
つである，と述べている．本研究においても同様に，出
生体重2,000 g以上であっても母親は幼児後期までネガ
ティブな感情とポジティブな感情をもっていることが示
された．一方，出生体重児2,000 g以下の児をもつ母親
は，長期分離による親子愛着形成不全を伴う育児困難や
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育児不安が強くなる 12）と報告されている．本研究協力
者は長期分離がなく愛着形成不全に伴う育児困難感はみ
られなかった．また本研究協力者である母親は，わが子
を他児と比較して《早く他児と同じような体格になって
ほしい》といった，【他児との比較による不安】といった
自責の念を抱いていた．これはLP児の成長発達が順調
な場合に，成長発達が正期産児に近づくためにいっそう
強くなる思いであると考えられる．岩田ら 13）は正期産
で低出生体重児を出産した母親の1か月健診までの思い
について，他の児と比較して未熟だと感じると報告して
いる．本研究でも同様に，授乳室や健診，教室の機会に
他児と比較する思いがみられたが，その思いは乳児期だ
けでなく幼児期まで続き，母親は他児と比較し，正期産
児と同じように発育・発達していない場合に自責の念を
抱いていた．一方，発育・発達が順調な場合は，《早産
を忘れるくらい運動発達が順調だった》といった【小さ
くても順調に育ったことに安堵する】という思いをもっ
ていた．このように，本研究の対象者である母親の思い
は，子どもの発育・発達が順調であるかどうかに左右さ
れていた．
２）母乳育児等への思い
母親は母乳で育てたい気持ちが強かったが，児の吸啜
が弱い，すぐに眠ってしまう等により混合栄養をおこな
うが，退院後は【母乳育児を続けることはむずかしかっ
た】．そのため，母乳は児にとって最良であるにもかか
わらず与えることができなかったという自責の念を抱い
ていた．母乳育児について田中ら 14）は，児を出産して
すぐに必要とされ，だれにも代わることのできない，母
親にしか果たせない役割であると述べている．また田中
ら 15）は，“早産したからこそ”“児を小さく産んでしまっ
たからこそ”児を生かすための母乳にこだわる，と述べ
ている．その思いが強いからこそ，母乳育児を続けられ
なかったことが自責の念として現在まで続いていると考
えられる．一方で希望どおり母乳育児を行えた母親は，
《少しでも母乳を与えようとがんばった》といった【早
産・低体重で生まれた分できることをがんばった】とい
う育児への充足感をもち，《小さくても思いのほか順調
に育った》という【小さくても順調に育ったことに安堵
する】思いをもっており，母乳育児は幼児期に至るまで
の母親の育児への思いに影響を及ぼしていた．
３）気を配る必要があった育児への思い
母親は，児の育児に際して，《うまく飲めず体重が増
えないので授乳に気を配った》《未熟な状態で生まれて

きたので病気やアレルギーに注意した》といった，【育
児に気を配る必要があった】という思いをもっていた．
LP児の特徴として平野 16）は，吸啜・嚥下・呼吸が正期
産児より未熟であり，免疫機能の発達も不十分であるこ
と，田中 17）は，覚醒時の敏活さと応答性の弱さ，夜間
頻繁に目を覚ましてむずがる，運動の自立技能（支えな
く座るなど）が遅延すること等を挙げている．これらの
特徴により，母親は子どもの健やかな発育・発達のため
に，育児に際して気を配る必要があったと考えられる．

2．母親の思いを踏まえた支援
１）退院後の早期支援
本研究では出生体重2,000 g以上のLP児の母親は，
自責の念と安堵感という思いを幼児後期まで引き続き
もっていたことが明らかになった．こうしたLP児の母
親の思いを聴き，自責の念を弱め安堵感を強めるような
支援が必要である．茂本ら 18）は母親の育児困難感の高
さは早産児の出生週数や出生体重と相関はなく，未熟性
の低い早産児の母親に対する支援についても検討する必
要があると述べている．本研究結果から，出生体
重2,000 g以上であっても母親は他児と比較して不安に
なるという思いをもつことが示された．先行研究では出
生体重2,000 g以下の児をもつ母親の思いは，児の生
命・成長の不安等が多くみられ，他児と比較して不安に
なる思いはみられなかった．そのため，出生体重
が2,000 g以上であっても他児と比較する母親の思いを
踏まえた支援が必要である．また，母親は退院後早い時
期に訪問等の支援が必要という思いをもっていた．地域
における支援において，退院後間もない時期に思いを傾
聴することが必要である．大北ら 19）は，育児期に状態
不安得点の高くなる母親は，早産児とはいえ在胎週数の
大きい児をもつ母親であり，比較的短い入院期間を経て
退院するため，母親としての心の準備や育児手技の獲得
が十分でないまま退院していることを報告している．ま
た，大井 20）は低出生体重児の母親が退院した時期に求
める支援は退院後の育児知識の提供や気持ちの傾聴であ
り，母親は家庭でじっくり話を聴いてほしいと希望して
いた，と報告している．このことからも，本研究の対象
者であるLP児の母親において，退院後早い時期に訪問
などの支援が必要であると考えられる．
２）LP児と母親を支える体制づくり
母親は退院後の育児において，《うまく飲めず体重が
増えないので授乳に気を配った》等の，【育児に気を配
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る必要があった】といった思いをもっていた．そのため，
LP児の育児について，入院中は医療機関，退院直後か
らは地域の保健機関が助言し，切れ目なく支援すること
が必要であると考える．その際，必要以上に母親が心配
しないような指導の仕方が求められ，さらに，産院等医
療機関の指導と方向性を同じにする必要がある．出生体
重2,000 g以上の低出生体重であるLP児においては，
多くは正期産と同様の対応がなされており，現在は詳細
なフォローアップスケールが決められていない 6）が，地
域看護における支援を考える際には，産院等医療機関と
の連携が必要である．医療機関と保健師の連携の在り方
について大井 20）は，退院後授乳を含む育児方法獲得へ
の支援は医療機関から保健師に引き継がれていることに
対し，医療機関と保健師が児の退院後も継続かつ並行し
て育児支援することが重要であるとしている．
また，福澤ら 21）は，助産師と保健師の連携について，
お互いが意欲的に役割を担っていることを共通認識する
機会を設けていくことで，連携・協働のとらえ方がより
肯定的に変化していく，としている．本研究で明らかに
なったLP児をもつ母親の思いを医療機関と地域の保健
機関が共有し支援すること，お互いの支援について知り
重層的に母親に関わることが切れ目のない，よりよい支
援につながると考える．さらに，気を配る必要のある育
児について同じ方向性をもった助言・指導を行う必要が
ある．こうした連携のためには共に支援する過程を積み
重ね，議論することが必要である．
３）母子保健事業の支援と就園先との連携
母親は，子どもの年齢が小さいうちは体格について注
目し，《早く他児と同じような体格になってほしい》と
思い，年齢が上がるにつれて，《小さくても思いのほか
順調に育った》と感じた場合に安堵感をもっていた．一
方で言葉の遅れなど精神発達について，《発育・発達に
課題があると考える》という思いをもち，母親は自責の
念を強めていた．LP児は，4か月児健康診査で体格や
運動発達等課題がなくなった場合，支援が終結している
ことが多くみられる．しかし，年少児では問題が軽度で
気づかれにくく，長期的な経過観察が必要 4）との報告が
あるように，幼児期以降に発育発達上の課題が表出する
ことがあるため，幼児期以降も経過を見守る必要がある．
さらに母親は，《未熟な状態で生まれてきたので病気や
アレルギーに注意した》など【育児に気を配る必要が
あった】という思いをもち，その思いは幼児後期まで続
いていた．このため，幼児後期の母親の思いを聴く機会

が必要であり，妊娠期からの母親との信頼関係を前提と
して，4か月児健診時に順調であっても支援を終結せず
に，離乳食講習会や育児相談会などの機会に母の思いを
確認する必要がある．さらに各種乳幼児健診の機会や，
就学を前にした時期にも母親と共に発育・発達の確認を
することが安堵感を強めると考える．母子保健事業にお
ける乳幼児健康診査は3歳児健診までとしている自治体
が多い．そのため，就園先との連携のなかでLP児を見
守り，必要時に早期から支援できるような体制づくりが
必要である．

3．研究の限界と今後の課題
本研究では研究協力者に育児を想起して語っていただ
いたため，思い出しバイアスが生じている可能性がある．
また，子どもの出生順位を踏まえた思いの特徴について
考察できなかった．さらに2市町村の母親からの語りに
限られており，すべてのLP児の母親の思いにあてはめ
ることには限界がある．今後の課題として，LP児をも
つ母親の幼児期以降および出生順位を踏まえた育児への
思いを明らかにしていくことが必要であると考える．

Ⅴ．結　　語

母親の〔小さく産まれたことへの不安により募る自責
の念〕と〔育児の充足感と子どもの成長に伴う安堵感〕
という思いは幼児期まで続くことが示された．出生体重
が2,000 g以上の低出生体重児でLP児であっても，入
院中は医療機関，退院直後から保健機関が中心に母の思
いを傾聴し，重層的に支援すること，また母子保健事業
の支援のみならず，就学をむかえる年齢まで就園先を含
めた地域で母子を支援する必要があると考える．

【謝辞】
本研究のインタビュー調査に快くご協力いただきましたお母
さま方，お母さま方をご紹介くださいました保健師のみなさま
に心から感謝申し上げます．本研究は2019年度大阪府立大学
大学院看護学研究科博士前期課程修士論文の一部を加筆修正し
たものである．

【文献】
 1） 厚生労働省：平成30年 我が国の人口動態．https://www.

mhlw.go.jp/toukei/list/dl/81-1a2.pdf（2020年1月17日）.

 2） 佐藤拓代・板橋家頭夫・上野昌江他：低出生体重児保健指
導マニュアル；小さく生まれた赤ちゃんの地域支援；重症
新生児のアウトカム改善に関する多施設共同研究，1─30, 

 日本地域看護学会誌　Vol.24 No.2, 2021 19



2012.

 3） 吉田丈俊・牧本優美：Late preterm児の問題点．小児内
科，47（3）：371─374, 2015.

 4） 森岡一郎：新生児 late preterm；何が問題なのか．周産期
医学，46（7）：883─886, 2016.

 5） 仁木敦子・佐藤拓代・松本小百合：乳幼児健診において在
胎週数を確認する意義．小児保健研究，75：181, 2016.

 6） 水野克己：後期早産児ならびに早期正期産児の子育て支
援 .東京小児科会報，32（2）：50─53, 2013.

 7） 平澤恭子 :新生児・乳幼児健診のポイント．周産期医学，
47（6）：777─780，2017.

 8） 板橋家頭夫：Late preterm児をどのようにフォローアッ
プしたらよいでしょうか．周産期医学，41（10）：1354─
1357, 2011.

 9） Debra HB, Kristin PT, Susan GS, et al.：Emotional 

Responses of Mothers of Late ; Preterm and Term 

Infants. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal 

Nursing journal, 40（6）：719─731, 2011.

 10） グレッグ美鈴・麻原きよみ・横山美江：よくわかる質的研
究の進め方・まとめ方；看護研究のエキスパートをめざし
て，第2版，16─83，医歯薬出版，東京，2016.

 11） 岩﨑順子・野島佐由美：低出生体重児を抱える母親の
Maternal ConfidenceおよびMaternal Confidenceを育成
する看護介入に関する文献検討 . 高知女子大学看護学誌，
41（2）：70─79, 2016.

 12） 石野昌子・松田博雄・加藤英世：極低出生体重児の保護者

の育児不安と育児支援体制．小児保健研究，65（5）：657─
683, 2006.

 13） 岩田紗希・竹治佳澄・池島百合子他：正期産で低出生体重
児を出産した母親の児への思い．第47回 日本看護学論文
集ヘルスプロモーション，20：79─82, 2017.

 14） 田中利枝・永見桂子・盆野元紀他：早産児を出産した母親
の母乳育児をとおした思い .母性衛生，55（1）：172─181, 

2014.

 15） 田中利枝・永見桂子：早産児を出産した母親が母乳育児を
通して親役割獲得に向かう課程 .日本助産学会誌，26（2） 
：242─255, 2012.

 16） 平野信也：Late preterm児の取り扱い．小児内科，43（7）：
1160─1163，2011.

 17） 田中恭子：Late preterm児の両親へのサポート .ペリネイ
タルケア，28（11）：35─41, 2009.

 18） 茂木咲子・奈良間美帆：早産で出生した乳児の母親の育児
困難感の特徴と関連要因 .日本小児看護学会誌，20（3）：
28─35, 2011.

 19） 大北真由美・杉本陽子：早産児をもつ母親の不安とソー
シャルサポートとの関連 .三重看護学誌，13：9─21, 2011.

 20） 大井靖子：低出生体重児の出生時から退院後における保健
師と医療機関との連携による育児支援の検討 .岐阜県立看
護大学紀要，14（1）：97─108, 2014.

 21） 福澤雪子・鄭　香苗：周産期の継続支援と連携・協働の現
状に関する行政保健師の認識 .第47回 日本看護学論文集
ヘルスプロモーション，75─78, 2017.

20



■Research Report■

Reflections on Parenting among Mothers with Late Preterm, Low-birth-weight Infants

Kunie Mori1), Chikage Tsuzuki2), Satoko Okawa3)

1) Kansai University of Health Sciences, Faculity of Health and Nursing
2) Osaka Prefecture University, School of Nursing
3) Kansai Medical University, Faculity of Nursing

Objectives: To elucidate the thoughts of mothers with late preterm (LP) infants of <2,000–2,500 g 
birth weight about caring for these children and to examine community support for LP infants and 
their families.
Method: Semi-structured interviews were conducted with 10 mothers of 4- and 5-year-old LP children 
with birth weights <2,000–2,500 g who had received continuous support from municipal public health 
nurses. Interview data were analyzed qualitatively.
Results: The largest response category, “feelings of self-responsibility raised by anxiety about the 
child’s being born small”, included seven categories. Another large category, “feelings of satisfaction 
with childcare and a sense of relief accompanying the child’s growth”, consisted of four categories. 
Mothers reported "self-blame” about their low-birth-weight infants. After giving birth, their thoughts 
included “awareness of the unexpectedly early birth” and “anxiety when they compared the child with 
others”. On the other hand, they were “relieved that the child grew well, despite the low birth weight”. 
The mother’s remorse and relief continued until her child was 4-5 years old.
Conclusion:It was shown that “feelings of self-responsibility raised by anxiety about the child’s being 
born small” and “feelings of satisfaction with childcare and a sense of relief accompanying the child’s 
growth” continue until late childhood. Even if the birth weight is 2,000 g or more, it is necessary for the 
medical institution during hospitalization and the health institution immediately after discharge to 
listen to the mother’s thoughts and cooperate with the school to identify and support their needs until 
the child enters school.

Key words :  late preterm infant, mother’s thoughts on childcare, low birth weight over 2,000 g
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Ⅰ．緒　　言

わが国は，1973年をピークに出生率が低下し，合計
特殊出生率は2005年に1.26と過去最低を更新した 1）．
その後，2019年も1.36と依然として低い水準にあり，
長期的な少子化の傾向が継続している 2）．また，核家族
化，地域のつながりの希薄化が進み，育児の孤立，育児
の負担感が増加していることが指摘されている 2）．2001

年，「健やか親子21（第1次）」が開始され，2015年に第
2次計画が策定された．その重点課題として，育てにく

さを感じる親に寄り添う支援と妊娠期からの児童虐待防
止の2つが掲げられている 3）．山縣は，「育てにくさを感
じる親に寄り添う支援」とは，発達障害を念頭におき，
子どもたちが育つ環境整備を推進するものであるとし，
保健医療福祉分野だけで解決できる問題ではないと述べ
ている 4）．本田は，発達障害児の支援は，保育，学校教
育との連携が不可欠で，多職種，多機関の連携と情報の
共有が重要であると述べている 5）．
市町村保健師は，妊娠届出時や乳幼児健診等の母子保
健事業を通じ，出産前から母親と子どもに定期的に関わ
る機会がある身近な専門職であり，あらゆる支援の場面
において，保健師が連携を意識して保健活動を行ってい
ることが明らかになっている 6─8）．しかし，発達障害児
とその家族の支援を継続的に行うためには，関係機関や

受付日：2020年9月20日／受理日：2021年3月5日
1）Yuriko Sugimoto, Kiyoka Yamashita, Junko Ono, Yukiko Ogata：
福岡県立大学看護学部

2）Mami Katsuki：あざかみこどもクリニック
3）Noriko Yamaguchi：田川市民病院

■研究報告■

市町村保健師の発達障害児に対する

連携技術の構成概念の検討

杉本由利子 1），山下清香 1），小野順子 1），香月眞美 2），山口のり子 3），尾形由起子 1）

  抄　録  

目的：市町村保健師の発達障害児の支援における連携に関する技術の構成概念を明らかにする．
方法：調査1は，フォーカスグループインタビューを実施し，保健師の発達障害児の支援における連携技術
に該当する内容を抽出し，その内容をもとに質問紙を作成した．研究対象は，母子保健事業に10年以上従事
している市町村保健師7人とした．調査2は，調査1で作成した質問紙を用い，連携技術の構成概念を明らか
にするため量的調査を実施し，因子分析を行った．調査はA県内の市町村に勤務し母子保健事業に従事して
いる保健師280人を対象とした．
結果：発達障害児の支援における保健師の連携技術項目の因子構造は，〔多職種連携を行うための仕組みづく
り〕〔多職種との相互理解に基づいて役割を検討する〕〔多職種の支援技術を高める〕〔母親に子どもの特徴を
伝える〕〔継続的に母親に関わる〕の5因子31項目となった．
考察：市町村保健師の発達障害児の支援における連携に関する技術の構成概念が明らかになった．対象のア
セスメントと支援，多職種との協働，地域に応じた仕組みづくりが連動しており，何らかの過程を踏まえて
いると思われるが，その過程に関する分析には至らなかった．

【キーワード】発達障害児，市町村保健師，連携技術
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専門職種と発達段階に応じた連携が必要であるにもかか
わらず，その連携技術は明確になっていない．
本研究では，市町村保健師の発達障害児の支援におけ
る連携に関する技術の構成概念を明らかにすることを目
的とした．
用語の定義として，発達障害児とは，アメリカ精神医
学会改定診断基準（DSM-5）で用いる，知的障害，コミュ
ニケーション症，学習症，自閉症スペクトラム症，注意
欠如多動症，運動症の就学前の児とし，また，これらの
“疑い”も含めるとした．連携技術とは，異なる専門職
や関係機関が，よりよい課題解決と効果的な支援のため
に共通の目的をもち，それぞれの専門性を発揮すること
を意図として行った思考および行為とし，併せて，効果
的な連携が行われるために母親の気づきを促す準備や母
親への継続的な関わりを含めた．

Ⅱ．研究方法

1．研究デザイン
調査1は，発達障害児に対する連携技術に該当する内

容を質的帰納的に分析し，その結果を基に質問紙を作成
した．調査2は，調査1で作成した，発達障害児の支援
における連携技術に関する質問紙を用い，量的調査を
行った．

2．研究協力者
調査1は，A県内において，政令市・市町村に籍をお

き，行政職の身分で保健活動を行っている保健師のうち，
母子保健事業に通算10年以上従事し，新任者に対して
指導助言が行える者とした．研究協力者の選定は，市町
村保健師のとりまとめ機関であるA県国民健康保険連合
会に推薦を依頼した．調査2は，A県内の市町村に勤務
し母子保健事業に従事している保健師280人を対象とし
た．

3．調査方法
調査1は，インタビューガイドを基に半構成面接

（フォーカスグループインタビュー，以下，FGI）を1時
間程度行った．調査は，2017年1月7日に実施した．調
査2は，無記名自記式調査を行った．各自治体の母子保
健主管課の所属長宛に依頼書と同意書，調査票を郵送し，
母子保健に従事している保健師に配布を依頼した．調査
期間は，2017年9～10月である．

4．調査内容
調査1は，インタビューガイドに基づき，「発達障害
児の支援の際，多職種と連携をして支援を行った例，ま
た連携がむずかしかったと感じた事例」「保健師と他の
職種との連携技術の違いと特徴」について語ってもらっ
た．
調査2の項目は，調査1で得られた発達障害児の支援
における連携技術，阿部の在宅医療に関する連携尺度 9），
および基本属性として，性別，年齢，最終学歴，看護師
の臨床経験，自治体での保健師経験年数，現在の職位，
現在の所属部署，母子保健の経験年数，所属している自
治体の設置主体，所属している自治体の人口規模とした．
発達障害児の支援における連携技術の項目数は56項
目で，回答はリッカート評価尺度とし「そう思わない（1

点）」「あまりそう思わない（2点）」「どちらでもない（3

点）」「少しそう思う（4点）」「そう思う（5点）」の5段階
で行った．
また，基準関連妥当性を確認するため，阿部 9）の在宅

医療に関する連携尺度を用いた．本尺度を用いた理由と
して，患者や利用者に関わる医療介護福祉職間の連携を
評価する尺度であることから，項目が地域の多職種連携
における具体的内容であり，医療・介護・福祉の連携が
発達障害児の支援においても必要であると考え用いた．

5．倫理的配慮
調査1・2とも，福岡県立大学研究倫理部会の承認（承
認年月日：2016年8月22日，2017年9月21日，承認番
号：H28-7，H29-12）を得て，これに遵守し実施した．
調査1では，A県国民健康保険連合会に推薦を受けた

保健師に，電話にて研究の趣旨説明を行い，研究協力の
内諾を得た．内諾が得られた後，郵送にて所属長と市町
村保健師に対し，依頼文と研究計画書を用いて同意を得
た．インタビューは保健師の同意を得て録音し，逐語録
を作成後，消去した．逐語録作成時には個人名，所属を
暗号化し，個人や所属が特定できないように配慮した．
調査2では，無記名自記式調査票を用い，協力が困難
な場合は破棄してもらうよう依頼した．個人情報は匿名
化し，個人および施設が特定できないように処理を行っ
た．

6．分析方法
調査1は，FGIデータの逐語録を作成し，発達障害児
とその家族に対する支援における保健師の連携技術に関
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する内容を抽出した．1つの意味内容を表す文章ごとに
区切り，ラベルに転記した．次に転記したラベルを意味
内容の類似性により分類し，カテゴリー化した．Ⅰ～
Ⅻはカテゴリー，ラベルから導き出された56項目を連
携技術項目とし，調査票を作成した．分析は，市町村保
健師としての母子個別支援経験を20年以上もつ者2人
と地域看護の研究者2人のスーパーバイズを受け行っ
た．また，FGIに参加した保健師のなかから2人にデー
タの意味・内容の確認を行い，妥当性の確保に努めた．
調査2は，調査項目について記述統計を求めた後，調

査1で抽出された連携技術56項目を用い，重み無し最
小二乗法，プロマックス回転を用いて探索的因子分析を
行った．カイザーガットマン基準による固有値1.0以上
の因子を採用し，抽出された連携技術項目について因子
分析を行い，因子構造をみた．固有値1以上の因子を抽
出し，共通性が低い項目を確認した．因子負荷量0.5未
満の項目，2因子以上の因子に因子負荷量0.4以上を示
した項目を削除し因子分析を行い，項目の精選・構造化
を行った．連携技術項目の因子分析の結果を，在宅医療
連携尺度を用い基準関連妥当性および信頼性を確認し
た．基準関連妥当性の検証方法としてスピアマンの相関
係数を用いた．また，信頼性を確認する方法として
Cronbach’s α係数を算出した．分析には統計解析ソフ
トSPSS（ver.21）を用いた．

Ⅲ．研究結果

1．調 査 1
（1）基本属性
研究協力者はA県内の市町村に勤務する保健師7人

で，全員が女性であった．保健師としての経験年数は，
25～33年であり，平均29.2年であった．
（2）市町村保健師の発達障害児の支援における連携技

術に関する項目（表1）
発達障害児の支援における保健師の連携技術項目とし
て 56項目を得た．

2．調 査 2
（1）回答者の属性
調査票はA県内で母子保健事業に従事する保健師280

人に送付し，95人（回答率33.9％）の回答を得た．その
なかから，回答の欠損が多いものを削除した90人（有
効回答32.1％）を分析対象とした．属性として，性別は，

女性89人，男性1人，年齢は，30歳代が34人（37.8％），
次いで40歳代26人（28.9％）であった．最終学歴は，
大 学 が43人（47.8％）， 専 門 学 校1年 課 程 が34人
（37.8％）であった．看護師の臨床経験年数は，ない者
が43人（47.8％），次いで1～3年未満，3～5年未満と
続き，合わせると臨床経験のある者が36人（40.0％）で
あった．行政保健師の経験年数は，11～20年未満がもっ
とも多く28人（31.1％），6～10年未満が22人（24.4％）
であった．職位は，スタッフが33人（36.7％）ともっと
も多く，次いで係長・課長補佐21人（23.3％）であった．
母子保健の経験年数は1～3年未満が最も多く24人
（26.7％），次いで10年以上の者が21人（23.3％）であっ
た．
（2）発達障害児の支援における「連携技術項目」の因子

構造（表2）
連携技術項目の因子構造を明らかにするために，調査

1で抽出をした連携技術56項目について因子分析を
行った結果，11因子からなる因子構造となった．因子
負荷量0.5未満の8項目と2因子以上の因子に因子負荷
量0.4以上を示した2項目を削除した．最終的に31項目
となり，再度因子分析を行った．スクリュー法や解釈可
能性を検討したうえで固有値1.0以上の基準で5因子と
なった．
（3）「連携技術項目」の妥当性および信頼性の検討
連携技術項目の妥当性および信頼性を検証した．地域
医療連携尺度を用いて，基準関連妥当性を検証した結果，
5因子の合計得点と地域医療連携尺度の合計得点の相関
係数は r＝0.460（p＜0.01）であり，中等度の相関がみ
られた．各因子の相関は0.48～0.67の相関がみられた．
また，信頼性については，内的一貫性として

Cronbach’s α係数を算出した結果，0.96であり，さら
に下位次元では，第1因子0.96，第2因子0.91，第3因
子0.93，第4因子0.92，第5因子0.87であった．

Ⅳ．考　　察

1．発達障害児の支援における「連携技術項目」の構造
について
まず，連携技術項目の56項目について因子構造をみ
た．連携技術項目は5つの因子から構成されていた．
第1因子の〔多職種連携を行うための仕組みづくり〕
は，行政内外において行っていた．岡本ら 10）は，政策
や社会資源を創出するための企画・展開や実現可能性を
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表1　連携技術項目

Ⅰ．発達支援の必要性を検討する
1 発達障害の可能性を疑う初期（乳児期）の段階から関わりをもつ＊

2 母親の育児の困りごとや困難さをとらえる＊

3 親と子に継続的に関わり，発達の経過を観察する

Ⅱ．母親との信頼関係を構築する
4 支援が必要な親子に声をかける＊

5 母親の気持ちを受け止める
6 母親に対し，母が困っていることについて整理できるようにする
7 母親の困りごとに対して，具体的な解決方法を提示できる＊

Ⅲ．子どもがもつ特徴に気づいてもらう
8 母親が子どもの発達の課題を，児の困りごととしてとらえられるよう，母親に児の状況を解説する
9 母親の子どもへの見方が変わるよう，子どもがとっている行動の理由について説明をする

10 母親に対し，子どもの特徴とともに児自身が抱えている困り感について認識できるようにする
11 母親の児の特性の受容状況や愛着形成の状況に応じ，告知のタイミングを探る

Ⅳ．療育の専門家の助言を受け支援方針を検討する
12 多角的に支援方法を検討するため，必要な専門職が保健事業に従事できるようにする＊

13 子どもの特徴をとらえる際，ひとりでは判断せず，多職種の意見を聞きながら検討する＊

14 専門的な視点の必要性を判断し，適切な専門職へ助言を求める＊

Ⅴ．母親の能動的な行動を生み出す働きかけをする
15 母親が子どものよい変化や子どもとのよい関係性を体験できるようにする
16 親と子への関わりの機会を逃さず何度も接点を持ち，母親が自発的な気持ちを表出できるようにする＊

17 母親が児の問題に気づき，自ら医師や専門職に相談できるようにする
18 母親の仲間づくり，他の専門職とつながることを支援する＊

Ⅵ．母親が児の発達障害を受け入れることのむずかしさを理解し支える
19 母親の受容状況に応じた支援内容を検討する＊

20 児の成長とともに母親が成長していく経過を支えていく＊

Ⅶ．関係機関をアセスメントする
21 日ごろから連携相手と話をし，相手の特徴をとらえておく
22 発達障がい児の支援に関わる多職種の専門性と役割を把握しておく
23 連携相手の役割を見極め，だれに何の役割を担ってもらうか判断する
24 多職種との連携に際し，だれとどのような情報を共有する必要があるかを判断する
25 保育所保育士を重要な関係機関・関係者と位置づける
26 要保護児童対策協議会などの組織を活用する＊

27 事例ごとに，関係機関のなかでどこが中心的役割を担うかを判断する＊

Ⅷ．関係機関の強みを発揮してともに支援を行う
28 他の職種に保健師がなにをしているのかを理解してもらう
29 他の職種と相談し合える関係をつくっておく
30 連携相手が快く役割を担えるよう，相手の役割の重要性を伝える
31 母親の状況に合わせた診断や告知を，医師から伝えられるよう場を設定する＊

32 医師から，母親に子どもの発達の問題を伝えてもらうとき，根拠や知っておいてもらいたい情報を事前に伝えておく＊

Ⅸ．ライフステージに応じたその人らしい生き方ができるように支援をする
33 ライフステージや発達の課題に応じた連携先を予測しながら関わる＊

34 ライフステージの変化の時期を逃さず，母親が困らないように予防的に計画的に関係者とつなげる＊

35 成長とともに変化する児の困りごとや場面を予測できるよう，保護者に伝える＊

36 母子の生活上の困りごとに対応する社会保障制度の知識を備えておく＊

Ⅹ．関係機関の支援技術を上げるための関わりをする
37 母子保健に関わる専門職種がスキルアップしたいと思う気持ちを引き出す
38 母子保健に関わる専門職種がスキルアップできる場を設定する
39 他の職種との勉強会を実施する際は，相手の困りごとに焦点を当てて実施する
40 母親が児の障害を受容していく過程を支援することの重要性について，多職種と共通認識できるようにする＊

41 母親が育児技術を獲得していくために必要な支援について多職種と共通認識できるようにする＊

42 児ともっとも密接に関わる，保育士の見立ての重要性を認識し，スキルアップを図る
43 相談支援専門員のスキルを上げるために，問題意識を高める関わりを行う
44 相談支援専門員に，子どもの支援は大人の支援と違いがあることを，知ってもらうように働きかける
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推進することは保健師に求められている能力であると述
べている．地域全体をアセスメントしたうえで，発達障
害児を支援している多職種とともに地域に必要なものを
創造していた．地域の課題に応じた仕組みづくりを行う
ことは，行政保健師に特徴的な技術であり，多職種が専
門性を発揮しながら連携をして支援を行うための土台を
つくることであると考える．
第2因子の〔多職種の相互理解に基づいて役割を検討
する〕は，日ごろから連携相手と信頼関係を築き，お互
いの専門性や役割を理解したうえで，支援のタイミング
や情報共有の必要性を検討していた．高橋 8）は，保健師
は，関係機関・職種の仕事の内容を把握することによっ
て連携の可能性を探っていると報告している．また，中
山ら 11）は，保健師は，予防的視点をもって気がかりな
児とその家族に継続的に関わっていく機能をもつ保健専
門職であると述べている．継続的に支援ができる立場で
あるからこそ，子どもの成長とともに変化する発達の課
題と連携相手を予測しながら支援し，切れ目ない支援を
行うために備えていると考える．
第3因子の〔多職種の支援技術を高める〕は，発達障
害児を支援するためには，子どもの発育・発達の適切な
アセスメントや，保護者への養育方法の助言，心理的サ
ポートが必要である．多職種がそれぞれのスキルアップ
をしたいという気持ちを引き出し，お互いの技術を高め
るための活動を行っていた．自治体が主催者となって連
携推進会議や勉強会などを開催することは連携に成果が
あるといわれており 12），多職種の連携を強めることにつ
ながると考える．
第4因子の〔母親に子どもの特徴を伝える〕は，母親
の育児支援をしながら信頼関係を構築したうえで，子ど

もの発達の特徴を母親が受け入れやすい言葉でていねい
に伝えていた．中山 13）らは，保護者に「この子はどこか
違う」と気づいてもらうことは，発達障害児とその保護
者を診断につなぐときの「準備状況」と述べている．母
親の受容状況に応じ，子どもの特徴を伝えることは，母
親の気づきを促し，多職種と関わる準備を段階的に行っ
ているものであり，効果的に連携が行われるための準備
であると考える．
第5因子の〔継続的に母親に関わる〕は，母親の育児
の大変さに寄り添いながら，子どもとのよい関係を体験
できるようにするなど具体的な援助を行い，繰り返し関
わっていた．松井 14）らは，発達障害児の母親は，前向
きな感情と後ろ向きな感情の間の揺れを自覚しているこ
とを明らかにしている．また，母親が子育てに自信がも
てるようにするためには，「このように対応すればうま
くいく」という経験の積み重ねが必要であり 14），母親が
発達障害を受け入れる事のむずかしさを理解したうえ
で，子どもとの愛着形成を促進し，育児に対する前向き
な感情を引き出すことは，母親が能動的に子どもの発達
の課題を考えて行動することにつながり，多職種との連
携を促進するために必要であると考える．
市町村保健師は，継続的に子どもと母親に関わりなが
ら，子どもの成長や母親の受容状況に応じ，これら5つ
の技術を用いて連携を行っていると考える．
連携技術項目と地域医療連携尺度はやや正の相関がみ
られており，連携技術項目は評価できる内容であると考
える．また，Cronbach’s α係数においても高い値が得
られ，信頼性は担保されたと判断できる．
因子分析の結果，削除された項目は，療育の専門家の
助言を受け支援方針を検討する項目，ライフステージに

Ⅺ．行政組織内で発達障害児の支援に必要な仕組みづくりをする
45 発達障害のスクリーニング機能が十分に発揮できるような母子保健事業を企画・運営する＊

46 発達障害児の支援に関わる母子保健事業の目的に対する結果を評価し改善策を考える＊

47 発達障害児の支援に関わる母子保健事業に関する既存の法制度や新たな法制度を十分に理解しておく＊

48 行政組織のなかで専門職と事務職の役割を認識し，協働できる関係づくりを行う＊

Ⅻ．地域全体をみて発達障害児の支援に必要な仕組みづくりをする
49 地域の母子保健に関する課題について，ともに活動する多職種に問題提起をする
50 地域の母子保健に関する課題についてアセスメントをしたうえで，タイミングを図り，課題解決に向けて行動を起こす
51 制度をうまく利用して，母子の支援に望ましい体制を検討する
52 多職種とともに，地域の実情と制度を踏まえ，地域のルールづくりを行う
53 地域の母子保健に関する課題解決がスムーズに行えるように，既存の組織をうまく活用する
54 体制や組織がない場合は，体制や組織を整える
55 地域の母子保健に関する問題解決に必要な社会資源がない場合は，地域の特性を踏まえた社会資源をつくる
56 地域地域の母子保健に関する課題を解決するため，地域の特性を踏まえてシステムをつくる

＊：因子分析における削除項目
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応じた支援に関する項目，行政組織内での仕組みづくり
に関する項目等の25項目であった．これらが削除され
た理由として，発達障害児の支援に特化した内容でな
かったことや行政組織内での保健師よる仕組みづくり
は，発達障害児の支援に限定されたものではなかったか
らだと考える．高嶋らは，現場でとらえた住民ニーズを
施策化し現場に生かすのは，保健師の取り組み特性と述

べている 15）．自治体保健師の標準的なキャリアラダー 16）

には，自治体保健師におおむね共通して求められる標準
的な能力のひとつとして，「保健医療福祉施策を理解し，
事業を企画 立案し，予算を確保できる能力」が挙げられ
ており，行政内での仕組みづくりは保健師に求められて
いる基本的な技術であると考えた．また，公衆衛生看護
の対象は，あらゆるライフステージにある，すべての健

表2　連携技術の因子構造

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子

多職種連携を行うための仕組みづくり
地域の母子保健に関する課題解決がスムーズに行えるように，既存の組織をうまく活用する 　0.87 　0.28 －0.28 　0.01 －0.03

多職種とともに，地域の実情と制度を踏まえ，地域のルールづくりを行う 　0.85 －0.18 　0.08 　0.01 　0.09

地域地域の母子保健に関する課題を解決するため，地域の特性を踏まえてシステムをつくる 　0.80 －0.03 　0.16 －0.08 　0.11

制度をうまく利用して，母子の支援に望ましい体制を検討する 　0.80 　0.20 －0.04 　0.01 －0.06

体制や組織がない場合は，体制や組織を整える 　0.78 －0.04 　0.12 　0.03 　0.06

地域の母子保健に関する問題解決に必要な社会資源がない場合は，地域の特性を踏まえた社会資源
をつくる

　0.74 －0.10 　0.25 －0.02 　0.09

地域の母子保健に関する課題についてアセスメントをしたうえで，タイミングを図り，課題解決に
向けて行動を起こす

　0.71 　0.04 　0.18 　0.04 　0.00

地域の母子保健に関する課題について，ともに活動する多職種に問題提起をする 　0.66 　0.02 　0.21 　0.09 －0.03

多職種との相互理解に基づいて役割を検討する
多職種との連携に際し，だれとどのような情報を共有する必要があるかを判断する 　0.00 　0.84 　0.00 －0.11 　0.18

他の職種と相談し合える関係をつくっておく 　0.08 　0.83 －0.09 －0.13 　0.09

連携相手の役割を見極め，だれに何の役割を担ってもらうか判断する 　0.06 　0.75 －0.04 　0.20 －0.13

連携相手が快く役割を担えるよう，相手の役割の重要性を伝える 　0.02 　0.74 　0.19 　0.01 －0.12

日ごろから連携相手と話をし，相手の特徴をとらえておく －0.15 　0.71 　0.15 －0.05 　0.15

他の職種に保健師がなにをしているのかを理解してもらう 　0.19 　0.68 　0.02 　0.10 －0.12

発達障がい児の支援に関わる多職種の専門性と役割を把握しておく －0.24 　0.66 　0.11 　0.18 　0.13

保育所保育士を重要な関係機関・関係者と位置づける 　0.15 　0.55 －0.03 －0.09 －0.09

多職種の支援技術を高める
母子保健に関わる専門職種がスキルアップできる場を設定する 　0.04 　0.17 　0.89 －0.12 －0.07

母子保健に関わる専門職種がスキルアップしたいと思う気持ちを引き出す 　0.04 　0.05 　0.88 －0.20 　0.03

他の職種との勉強会を実施する際は，相手の困りごとに焦点を当てて実施する 　0.00 　0.05 　0.83 　0.02 －0.16

相談支援専門員に，子どもの支援は大人の支援と違いがあることを，知ってもらうように働きかける 　0.22 －0.01 　0.74 －0.03 －0.03

相談支援専門員のスキルを上げるために，問題意識を高める関わりを行う 　0.21 －0.20 　0.73 　0.15 －0.01

児ともっとも密接に関わる，保育士の見立ての重要性を認識し，スキルアップを図る 　0.00 　0.12 　0.65 　0.12 　0.00

母親に子どもの特徴を伝える
母親が子どもの発達の課題を，児の困りごととしてとらえられるよう，母親に児の状況を解説する －0.05 －0.08 －0.05 　0.98 －0.03

母親の子どもへの見方が変わるよう，子どもがとっている行動の理由について説明をする 　0.13 　0.02 －0.10 　0.89 －0.04

母親に対し，子どもの特徴とともに児自身が抱えている困り感について認識できるようにする －0.01 －0.05 　0.04 　0.89 　0.06

母親の児の特性の受容状況や愛着形成の状況に応じ，告知のタイミングを探る 　0.05 　0.18 －0.07 　0.68 　0.05

継続的に母親に関わる
母親の気持ちを受け止める 　0.11 －0.05 －0.21 －0.07 　0.99

母親に対し，母が困っていることについて整理できるようにする 　0.16 　0.02 －0.13 －0.03 　0.77

親と子に継続的に関わり，発達の経過を観察する －0.21 　0.08 　0.22 　0.14 　0.65

母親が児の問題に気づき，自ら医師や専門職に相談できるようにする 　0.13 　0.20 －0.08 　0.03 　0.58

母親が子どものよい変化や子どもとのよい関係性を体験できるようにする －0.05 －0.06 　0.29 　0.20 　0.57

因子相関　第1因子 　1.00 　0.51 　0.67 　0.50 　0.48

第2因子 　1.00 　0.53 　0.57 　0.57

第3因子 　1.00 　0.52 　0.48

第4因子 　1.00 　0.63

第5因子 　1.00

Cronbach’s α係数＝0.96 　0.96 　0.91 　0.94 　0.92 　0.88

最小二乗法，プロマックス回転，スピアマンの相関係数
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康レベルの個人と家族 17）と定義されており，ライフス
テージに応じた支援は発達障害児の支援に特化したもの
ではないためであると考えた．

2．保健師の発達障害児に対する連携技術の特徴
市町村保健師は母親の支援をていねいに行っており，
連携の中心に母親を据え，ともに役割を担っていると考
える．また，先行文献でとらえている保健師の連携 18─21）

と比較すると，子どもの成長発達や母親の受容状況に合
わせて継続的に支援をしていること，連携を行うための
地域の仕組みづくりを行っていることが発達障害児に対
する連携技術の特徴であった．これらの技術は，行政保
健師の地域保健活動において必要な技術であり 10, 22），本
研究においても同様の結果であったと考える．

3．研究の限界
今回の研究は，A県内の保健師のみに調査を行ったた
め，A県特有の結果にとどまっていた可能性がある．今
後は他県でのデータを蓄積し，信頼性を高めていく必要
があると考える．
多職種と連携し支援する過程として，対象のアセスメ
ントと支援，多職種との協働，地域に応じた仕組みづく
りが連動しており，何らかの過程を踏まえていると思わ
れるが，今回はその過程に関する分析には至らなかった．
今後は連携の過程についても検討を重ねることが必要で
あると考える．

Ⅳ．結　　語

本研究では，発達障害児に対する支援において，市町
村保健師が実践で用いる連携技術を明らかにすることを
目的とした．その結果，市町村保健師の発達障害児に対
する連携技術として，〔多職種連携を行うための仕組み
づくり〕〔多職種との相互理解に基づいて役割を検討す
る〕〔多職種の支援技術を高める〕〔母親に子どもの特徴
を伝える〕〔継続的に母親に関わる〕の5因子31項目が
抽出された．

【謝辞】
本研究の実施にあたり，フォーカスグループインタビューに
ご参加いただいた保健師のみなさま，ならびにA県母子保健担
当の保健師のみなさまに心より深謝いたします．
なお，本研究は福岡県立大学大学院看護学研究科に提出した
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■Research Report■

Study of Municipal Public Health Nurses’ Cooperative Skills for Supporting Children 
with Developmental Disabilities

Yuriko Sugimoto1), Kiyoka Yamashita1), Junko Ono 1), Mami Katsuki2),  
Noriko Yamaguchi3), Yukiko Ogata1)

1) Faculty of Nursing, Fukuoka Prefectural University
2) Azakami children’s clinic
3) Tagawa City Hospital

Purpose: To clarify the construct of skills for cooperation used by municipal public health nurses in 
support for children with developmental disabilities.
Method: In a first study, focus group interviews were conducted to identify content corresponding to 
cooperative skills used by public health nurses in support for children with developmental disabilities. 
A questionnaire was created based on this content. The subjects were seven municipal public health 
nurses who had been working for at least 10 years in the business of maternal and child health. In a 
second study, the questionnaire created in the first study was used to conduct a quantitative survey to 
clarify the construct of cooperative skills, after which a factor analysis was performed. The subjects of 
the survey were 280 public health nurses working in the business of maternal and child health in 
municipalities in Prefecture A.
Results: The construct of public health nurses’ cooperative skills in support of children with 
developmental disabilities was 31 items and 5 factors: “creating a system for multidisciplinary 
cooperation,” “reviewing roles based on mutual understanding with professionals from multiple 
disciplines,” “improving multidisciplinary support skills,” “conveying the child’s characteristics to the 
mother,” and “continuously engaging with the mother.”
Discussion: This research revealed the construct of skills for cooperation used by municipal public 
health nurses in support for children with developmental disabilities. The assessment of subjects is 
associated with support, interdisciplinary cooperation, and the creation of a system tailored to the 
region, and seems to be based on a particular of process.

Key words :  developmental disabilities, municipal public health nurses, techniques of cooperation
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Ⅰ．緒　　言

高齢化の急速な進展に伴い，わが国では2014年から
可能な限り住み慣れた地域で自分らしい人生が全うでき
る社会を目指し「地域包括ケアシステム」の構築を推進
している 1）．
その地域包括ケアシステム構築の中核となる地域包括
支援センター（以下，包括）は，地域住民の保健医療の
向上および福祉の増進を包括的に支援する機関として位

置づけられている．市町村が設置する場合と市町村から
委託を受けた法人等が設置する場合（以下，委託型）が
あり，約7割が委託型である 2）．なお，市町村は包括を
委託した場合においても責任主体として包括との役割分
担や連携強化を行い適切な関与が求められている 3）．市
町村の地域包括ケアシステムの構築には高齢者福祉分野
の保健師の適切な配置が不可欠 4）とされているが，配置
状況は85.6％であり，そのうち約4割は1～2人と少数
配置である 4）．さらに近年の行政の保健師活動は，健康
度，業務別に編成された分散配置のなかで縦割りや外部
委託化に伴う困難や課題 5）に加え，制度改正等に伴い業
務全体が変化し拡大するなかで所属組織において事務職

受付日：2020年8月8日／受理日：2021年5月10日
1）Mayumi Kurita：静岡県立大学看護学部
2）Asami Tatsumi：人間環境大学看護学部

■研究報告■

高齢者福祉分野の保健師が委託型地域包括支援センターと

協働で地域包括ケアに取り組む経験

栗田真由美 1），巽あさみ 2）

  抄　録  

目的：高齢者福祉分野の保健師が委託型地域包括支援センターとともに，地域包括ケアの発展に向かううえ
で直面している経験を明らかにすることを目的とする．
方法：高齢者福祉分野の保健師8人に半構造化面接を行い，修正版グランデッド・セオリー・アプローチを
用いて質的帰納的に分析した．
結果：19の概念で構成される7つのカテゴリーが抽出された．高齢者福祉分野の保健師は委託型包括との間
で生じた【予防をめぐる奮闘】を起点に【包括と担当部署の狭間の苦悩】と向き合い【活動をみせる】ことや
【後方からコーディネート】を行い，その取り組みに対し【内省による立て直し】をしていた．このなかで，
高齢者福祉分野の保健師の取り組みは【組織の覚醒】を生み，【地域包括ケア発展への気づき】を得ることに
つながっていた．
考察：高齢者福祉分野の保健師が，予防重視の支援展開の力と行政に属する立場を強みとし，包括や担当部
署などを巻き込み，【内省による立て直し】を繰り返しながら【活動をみせる】ことや【後方からコーディネー
ト】することにより，課題解決につながることが明らかとなった．それら高齢者福祉分野の保健師の取り組
みから生まれた周囲の変化とともに，委託型包括との協働には〈司令塔を担える組織〉として成熟していくこ
とが，地域包括ケア発展へのアプローチとして重要であることが示唆された．

【キーワード】高齢者福祉，保健師，委託型地域包括支援センター，地域包括ケア，M-GTA

日本地域看護学会誌，24（2）：30–39，2021

30



との関係構築の課題など協働に対する困難が報告されて
いる 6）．
一方，包括は原則として①保健師，②社会福祉士，③
主任介護支援専門員の3職種を配置することとされてお
り，なかでも保健師は，他職種と連携し公衆衛生の専門
家としての活動が期待されている．しかし，保健師を配
置している包括は委託型では44.1％と少ない 4）．委託は，
あくまで契約（仕様）に基づく業務であることから，組
織体制や人員配置，権限と責任など，市町村が直接関与
できず統制が困難になることが危惧される 7）．また，委
託型包括の特徴として，勤務する法人の方針に影響を受
け，利用者のサービス提供について公正中立な役割を果
たせないことが委託型包括保健師のジレンマとして，報
告がされている 8）．地域包括ケアシステムは広範囲の多
職種および地域連携による構築を要し，歴史上まさに保
健師の対象業務としてきた現場 9,10）であり，保健師の力
量は地域包括ケアシステムの構築に役立つ 4）といわれて
いる．このようななか，委託型包括に対しマンパワーの
少ない高齢者福祉分野の保健師の関わりには困難がある
と推察される．
これまで，福祉分野の保健師経験が「職業的アイデン
ティティのゆらぎから，どこの部署でも予防活動や社会
資源を創設する保健師の役割が発揮できる」と普遍的役
割へ深化する経験につながったこと 11）や，連携や多忙
さに困難を抱えながらも保健分野で培われた知識技術を
駆使し住民ニーズに応える活動のあり方 12）が報告がさ
れている．さらに精神福祉部門の保健師の報告では，目
前の仕事に追われ「市町村職員という名の何でも屋」と
なり職業的アイデンティティがゆらぐ報告もある 13）．
しかし，高齢者福祉分野の保健師が地域包括ケアシス
テムの構築への貢献を期待されているにもかかわらず，
委託型包括との実際の関わりについては明確でない部分
が多い．地域包括ケアシステムの構築を行ううえで，ど
のように高齢者福祉分野の保健師が包括とともに地域の
包括ケアを行おうとしているのか，その経験を明確化す
ることは地域包括ケアを促進することに貢献できると考
える．
そこで本研究は，包括の委託化が進むなかで，高齢者
福祉分野において少数配置の保健師が，委託型包括とと
もに地域包括ケアの発展に向かううえで，直面している
経験を明らかにすることを目的とする．

Ⅱ．研究方法

1．研究デザイン
本研究は，修正版グラウンデッド・セオリー・アプ
ローチ（以下，M-GTA）を用いた質的帰納的研究である．
M-GTAは人と人との直接的な社会的相互作用を基盤と
するヒューマンサービス領域に適し，プロセス性をもっ
た理論の検討や類似した社会的状況下での実践的応用を
促進する手法である 14,15）．本研究は，地域包括ケアの発
展に向けて高齢者福祉分野の保健師が委託型包括や担当
部署，地域の人々との相互作用をとおした現象上の課題
を明らかにし，実践的応用を目指したことからM-GTA

が適していると判断した．

2．用語の定義
高齢者福祉分野の保健師：市町村包括支援主管部門の
保健師
担当部署：高齢者福祉分野の保健師が所属する委託型
地域包括支援センターの委託元自治体担当部署
事務：介護保険の請求業務や保険料の徴収賦課など事
務職が担うことが多い業務

3．研究対象者
対象者は，A県5市に入職後5年以上の保健師経験を

もち，かつ高齢者福祉分野で委託型包括に対する支援の
勤務経験1年以上を有する保健師とした．支援の勤務経
験を1年以上とした理由は，全国的に保健師活動が母子
保健事業にかたより 5），高齢者福祉分野の経験や配置数
が少ないこと，さらにベナーの看護論では，中堅レベル
の実践者を3～5年とし 16），5年以上の保健師経験に加
え，高齢者福祉分野で委託型包括に対し地域住民への相
談支援を協働し，助言指導している経験者であれば語り
が得られると判断したためである．

4．データ収集方法
2017年10月～2018年2月にかけ，研究者が対象者

にインタビューガイドを用いて，高齢者福祉分野の保健
師が委託型包括とともに，どのような経験や取り組みか
ら地域包括ケアシステムの発展への気づきを得ることに
至るのかについて半構造化面接により調査を行った．イ
ンタビューは個別に外部漏洩しない環境で，対象者の同
意のもと面接内容を録音し，逐語録を作成し，データと
した．インタビューは執筆者が1人で行った．
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5．分析方法
データを読み込むなかで研究テーマから分析テーマを
絞り込み，分析焦点者を「委託型地域包括支援センター
を支援する高齢者福祉分野の保健師」，分析テーマを「高
齢者福祉分野の保健師が委託型地域包括支援センターと
ともに地域包括ケアに取り組む経験」とした．分析焦点
者の視点から分析テーマの関連箇所に着目し，文脈の意
味を解釈し具体例の整理と定義を定め，その凝縮として
概念生成した．次に，生成した概念の継続的比較分析に
より，類似例と対極例の検討を行い，複数の概念が生成
された段階から，概念間の関係やカテゴリー生成につい
て検討し，概念とカテゴリーの関係性について結果図と
ストーリーラインを作成した．また，継続的比較分析の
結果，プロセスの現象説明ができていると判断した時点
で理論的飽和化に達したと判断した．

6．倫理的配慮
対象者の選定は，A県5市の高齢者福祉課など地域包

括支援センターの委託元部署の所属長に研究目的を説明
し，対象要件に合致する保健師の紹介を受けた．その上
で対象者に研究目的と意義および内容，参加の任意性，
データ保管の安全性，途中で同意撤回が可能であること
等について文書と口頭で説明し，文書で同意を得た．ま
た，分析の際は個人や組織が特定できないよう記号化，
匿名化し個人情報保護に留意した．本研究は浜松医科大
学臨床研究倫理委員会の承認を得て実施した（承認年月
日：2017年9月27日，承認番号：第17─093号）．

7．信用性の確保
研究計画立案から考察に至る全過程において地域看護
学で常に質的研究を指導する研究者の指導を受け，また
約5回ゼミでの発表を行い，意見をもらった．また，分
析精度向上のため，M-GTA開発者による研究会へ定期
的に参加し，さまざまなスーパーバイザーによる学習機
会を得るとともに分析の視点における助言を受けデータ
をとらえなおすなか，実施した．

Ⅲ．研究結果

1．対象者の概要
対象保健師は20代後半～50代前半の8人全員女性で
常勤保健師であった．保健師経験年数6～31年（平均
19年），うち高齢者福祉分野の保健師経験2～10年（平

均5.8年）であった．対象者はA～Hとした．

2．ストーリーラインと結果図（図1）
19の概念，7のカテゴリーが抽出され，結果図（図1）

を作成した．ストーリーラインを以下に説明する．なお，
カテゴリーを【　】，概念を〈　〉で示す．
高齢者福祉分野の保健師（以下，保健師）は，包括と
の間で生じた〈予防の認識のズレ〉に対して〈予防の視
点の具体化〉を行い【予防をめぐる奮闘】をしていた．
しかしながら，〈担当部署と包括間での支援の仕方に
よる衝突〉や〈包括の担当部署まかせ〉などを担当部署
へ相談しても〈他人事のような反応への苦悩〉があり
【包括と担当部署の狭間の苦悩】と向き合っていた．
また，包括に対し〈個人から全体につなげる視点〉で

〈ともに動きながら視点の共有〉を図るとともに，〈上司
に現場をどうみせるか工夫〉し〈上司の特性を見極め自
分が主体でやる〉ことにより【活動をみせる】を実行し
ていた．さらに，〈問題の核心をとらえた助言や支援〉
を行い〈包括と住民や担当部署の潤滑油〉として【後方
からコーディネート】により課題解決にも努めていた．
保健師は，包括や担当部署との間で生じた課題が解決
に至らないなど〈「これでよいのか」ゆらぎ模索し続け
る〉〈保健師の力不足を認識〉し，効果的な関わり方を探
り【内省による立て直し】を繰り返していた．また，担
当部署において事務を強いられる立場に〈保健師の専門
性を生かせない虚しさ〉を痛感しながらも，保健師自身
の関わりが人の人生を左右する経験をとおし，地域の
人々の力になれるよう内省し〈自分の役割にあらためて
気づく〉【内省による立て直し】を行い前進していた．
他方，保健師が内省し奮闘する姿は，〈他人事にしな
い理解者の存在〉や〈保健師を理解し生かせる上司の存
在〉を生み【組織の覚醒】に至り，地域包括ケアを意識
した保健師活動の力となっていた．
保健師は，包括と担当部署の狭間での奮闘をとおし，

〈予防の認識変化でつながる〉ことが連携の糸口となり，
また，担当部署は〈司令塔の役割を担える組織〉となる
必要があるという【地域包括ケア発展への気づき】を得
ていた．

3．カテゴリーの説明
カテゴリーは，概念と対象者の語りを用いて示した．
カテゴリー【　】や概念〈　〉を生成する根拠となった語
りは，「　」で示し，（　）で語りの補足を入れた．
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１）【予防をめぐる奮闘】
保健師は，対象となる当事者の能力を見極め地域で生
活する視点を踏まえた予防的支え方を提案し，一方，包
括は看護師を中心にサービス利用によるリスク回避を予
防としたため〈予防の認識のズレ〉が生じた．そこで保
健師は〈予防の視点の具体化〉を行い視点が共有できる
よう【予防をめぐる奮闘】をしていた．
（1）〈予防の認識のズレ〉
「ひとりで困っている人がいると「予防のデイサー
ビスにおいでよ」と（で終わってしまう），デイに行っ
ても週1回の人はそれ以外の日はどうするの？と思
う．（包括の看護師は）地域の生活を考え介護保険外
でやれることを考える視点がない．A市では包括3職
種の保健師の部分が看護師しかいなく保健予防活動，
地域づくりの経験者がなく，プランが介護保険のデイ
サービス等（だけ）になっちゃう」（D）．

（2）〈予防の視点の具体化〉
「ゴミ捨てを手伝ってほしい（という人がいたら，
包括は）市へすぐに「サービスでやってください」っ

てなる．本人がゴミ捨て場まで行けばだれかに会えた
り，だれかとしゃべれたりするかもしれないのに．そ
ういう課題から予防的に（広がる）．本人は楽だけど
（サービスで片づけると）生活能力が低下していくっ
ていうところが伝わらない．ゴミを捨てる動作のなか
でなにができないのか．重いのがもてないのか，距離
が遠いのか，分別ができないのか．できるところを伸
ばしてできないところを支援する．予防の視点で戦っ
ている」（D）．
２）【包括と担当部署の狭間の苦悩】
保健師は〈担当部署と包括間の支援の仕方による衝
突〉や虐待支援など対応判断を迫られる〈包括の担当部
署まかせ〉を部署内で相談しても〈他人事のような反応
への苦悩〉があった．保健師は，包括業務は委託であり
責任主体はあくまでも委託元の自治体であることを説明
するなど，【包括と担当部署の狭間の苦悩】と向き合っ
ていた．
（1）〈担当部署と包括間の支援の仕方による衝突〉
「（衝突が起きるのは）虐待がらみかな．包括は（虐

〈担当部署と包括間の支援の仕方による衝突〉
〈包括の担当部署まかせ〉 〈他人事のような反応への苦悩〉

〈 予 防 の 認 識 の ズ レ 〉 〈 予 防 の 視 点 の 具 体 化 〉

【包括と担当部署の狭間の苦悩】

【予防をめぐる奮闘】

〈ともに動きながら視点の共有〉
〈個人から全体につなげる視点〉
〈上司に現場をどうみせるか工夫〉

〈上司の特性を見極め自分が主体でやる〉

〈問題の核心をとらえた助言や支援〉
〈包括と住民や担当部署の潤滑油〉

【後方からコーディネート】【活動をみせる】

〈保健師の力不足を認識〉
〈保健師の専門性を生かせない虚しさ〉
〈「これでよいのか」ゆらぎ模索し続ける〉
〈自分の役割にあらためて気づく〉

【内省による立て直し】

〈予防の認識変化でつながる〉
〈司令塔の役割を担える組織〉

〈他人事にしない理解者の存在〉
〈保健師を理解し生かせる上司の存在〉

【組織の覚醒】 【地域包括ケア発展への気づき】

：変化の方向 ：影響の方向 【　】：カテゴリー　〈　〉：概念 ：コアとなる保健師の取り組み

図１　高齢者福祉分野の保健師が委託型地域包括支援センターと協働で地域包括ケアに取り組む経験
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待者と被虐待者を）すぐに引き離して措置してくれれ
ばいいのに（と思っているけれど）担当部署は，まだ
ほかに方法があるのではないか」（B）．

（2）〈他人事のような反応への苦悩〉
「職場のなかで相談しても虐待とか「わからない．
専門職の分野でしょ」と協力が得られず辛かった．冷
たいもんで，どんなに保健師が大変でもケースってい
うと保健師の仕事でなにか失敗があると「どうする
の，そんなの責任問題じゃん」といわれ，他人事であ
んたたちの仕事みたいな（いわれ方をした）」（A）．
３）【活動をみせる】
保健師は，包括と共有できない支援の方向性について

〈ともに動きながら視点の共有〉をすることで〈個人から
全体につなげる視点〉を伝え，状況に応じた支援を実行
していた．また，包括の活動や委託のあり方を担当部署
の事務職である〈上司に現場をどうみせるか工夫〉し，
〈上司の特性を見極め自分が主体でやる〉など【活動をみ
せる】ことで理解に努めていた．
（1）〈個人から全体につなげる視点〉
「居場所をつくるというと，（包括は場所やお金を準
備することを求めるけど）凄い居場所じゃなくても，
家庭訪問に行き，1人でポツンといる人がいて，近所
の人をつないで．ひとり暮らしの家で庭先でもどこで
もいいのでいっしょに話ができれば，そこの家にい
い？おいでって，少しずつ溜まって小さい居場所を
「まずはお金もなしでもやってみよう」とか．大きな
居場所でなくても小さいのがだんだん形になっていく
ぐらいでいいのに」（D）．

（2）〈上司に現場をどうみせるか工夫〉
「包括が抱える現状，其々の包括がどこを伸ばし強
化していかなければいけないのか，データとしてみせ
られるものがない．でも，それが（事務職の）上司や
財政に話をするとき，一定の基準で揃ったもののなか
で「こういう傾向なのでこうだ」ということを凄く求
められる」（G）．
４）【後方からコーディネート】
包括や担当部署に対し〈問題の核心をとらえた助言や
支援〉に努め，効果的な活動ができるよう〈包括と住民
や担当部署の潤滑油〉として【後方からコーディネート】
を行っていた．
（1）〈問題の核心をとらえた助言や支援〉
「虐待って，そこまでの家族背景ってあるんですよ．
そこをちゃんと聞かないと問題解決には至らない「こ

の人ってどういう生活背景できたか」と聞きながら，
この人に合わせてどんなふうに包括がコーディネート
していくのか（を伝えた）」（G）．

（2）〈包括と住民や担当部署の潤滑油〉
「地域で力のある人が，包括にいろいろいってきて
包括が大変な思いをして（みんな泣き出す）ストレス
を抱えて，連絡をとりたくない関係までいったけど，
（包括の相談に乗りながら）連絡できる人からやって
いって関係がよくなってきた」（H）．
５）【内省による立て直し】
保健師は，包括や担当部署に【活動をみせる】ことや

【後方からコーディネート】を行うことについて，経験
不足や客観的なみせ方も含めた伝える力，事業化する力
など自分自身である〈保健師の力不足を認識〉していた．
包括の相談支援に対しては〈「これでよいのか」ゆらぎ模
索し続ける〉．担当部署では〈保健師の専門性を生かせ
ない虚しさ〉から離職への思いを抱きつつも〈自分の役
割にあらためて気づく〉なかで【内省による立て直し】
を継続し，最善の方策を模索していた．
（1）〈保健師の専門性を生かせない虚しさ〉
「保健師という仕事をしている感じがない．事務で
すよ．資格が生かしきれていない．このまま保健師が
生かされないのであれば（保健師を辞めて）転職した
ほうがよいのかな」（B）．

（2）〈「これでよいのか」ゆらぎ模索し続ける〉
「包括から困難ケースの相談がくるんですけど，自
分がそれに対して適切なアドバイスができているのか
なって，いつも振り返りながら考えて反省したり．な
かなか適切な助言ができないときがある」（H）．

（3）〈自分の役割にあらためて気づく〉
「包括は（住民と）関わりが近しい存在なので悪役に
なっては困る．行政は虐待のむずかしいところ（に対
して）悪役になってもいい．その部分の役割もあるの
かなぁ」（F）．
「この仕事は人の命や人生に関わる仕事じゃないで
すか．私の関わり方で変わってきちゃう．そこはがん
ばらないといけないと思って」（A）．
６）【組織の覚醒】
保健師自らが行動し，【内省による立て直し】奮闘す
る姿は〈他人事にしない理解者の存在〉や〈保健師を理
解し生かせる上司の存在〉を生み【組織の覚醒】につな
がっていた．
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（1）〈保健師を理解し生かせる上司の存在〉
「いまは組織が変わった．事務職の上司が「保健師
は専門職でスキルを生かしながら活躍するべきだ」と
保健師の仕事をみて理解を示し，組織に働きかけるよ
うに変わった．場合によっては現場にも行ってくれる．
1人で抱えることはなく記録もみんなで共有し，1人
の責任にしない．いちばんは上司の理解，次に職員の
理解」（A）．
７）【地域包括ケア発展への気づき】
保健師は，包括と組織とともに地域に関わり続けるな
かで〈予防の認識変化でつながる〉こと，包括に対し委
託元の責任を担い現場の課題を政策化できる〈司令塔の
役割を担える組織〉となることが重要であるという【地
域包括ケア発展への気づき】を得ていた．
（1）〈予防の認識変化でつながる〉
「地域包括ケアのなかで「予防が大事」ということが
大分，了解されてきているので，とても「いい時期だ
な」いまの予防って，生きがいや人とのつながりなど，
概念が広くなってきているのを感じる．地域包括ケア
のなかで「予防の概念を広げ，いろいろな職種の人と
関わり了解しながらやることが大事」と自分のなかで
落ちた」（G）．

（2）〈司令塔の役割を担える組織〉
「組織体制として，市全体をみる基幹型（統括部署）．
たとえば包括に似せた職員（包括3職種）が高齢者部
門の中心にその機能を果たす職員体制があったらい
い．コントロールタワーになれる力量の職員がくれば．
だれが来ても同じようなシステムができたらいいな」
（E）．

Ⅳ．考　　察

保健師は，包括と協働で地域包括ケアの発展に向かう
プロセスにおいて「予防の視点」を基盤とし，包括や担
当部署との狭間で奮闘し，苦悩を抱えながらも個別から
地域全体を重視する取り組みをとおし，地域包括ケアの
発展に必要な課題を見極めていたと考える．

1．異なる予防の認識への働きかけ
本研究の結果では，職種の違いから予防の認識にズレ
があることが明らかとなった．
保健師にとって，包括との協働における最初の困難は，
包括の看護師との間において〈予防の認識のズレ〉が埋

まらず，【予防をめぐる奮闘】であった．富田らは，包
括内看護職の基礎資格が保健師か看護師であるかの違い
は大きく，包括に保健師資格がなく看護師資格のみの配
置の際，地区診断や地域支援への手法にかけることを指
摘している 8）．また，保健師配置のある包括のほうが介
護予防事業への成果を上げていると報告がある 4）．
保健師は，〈個人から全体につなげる視点〉で対象者
のニーズや能力，環境を見立て〈包括と住民や担当部署
の潤滑油〉として，地域で暮らし続けるために〈問題の
核心をとらえた助言や支援〉をし〈予防の視点の具体化〉
を行っていた．つまり，保健師は，個別支援から組織の
担うべき予防的支援の必要性を判断し 17），個人と地域全
体をとらえ，俯瞰して物事をとらえる視野をもち 18），地
域で暮らし続けるために必要な予防機能をもとに課題解
決にアプローチする働きかけをしていたと考える．また，
虐待など困難事例の際には〈ともに動きながら視点の共
有〉する等【活動をみせる】ことや，住民の主体性を促
す関わり方を，事例をとおして包括に伝えていく等【後
方からコーディネート】は，日々の実践をとおした教育
的関わり 8）であった．さらに，対象者を主体に地域生活
の質が向上するよう連携や支援の調整を図る 19）などの
保健師としての専門性も発揮していたと考える．
一方，包括の看護師は，地域での生活を考える視点で
はなく既存の介護保険サービスの枠組みに当てはめよう
とすることを優先的に行い，課題解決を図ろうとしてい
た．このことは，地域ケアにおける看護師は，医療処置
等の臨床能力をもつが虐待や人権擁護，地域連携，相談
援助等の能力に課題がある報告 20）と一致すると考える．
また，2018年に包括3職種の保健師に準ずる者を，こ
れまでの「地域ケア，地域保健等に関する経験ある看護
師」に加え「高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以
上有する者」と改訂がされた 7）ことにもつながると考え
られる．このことは看護師の専門性に加え，予防と地域
をフィールドとしてきた保健師の公衆衛生における専門
性も加えた役割の期待ととらえられる．本研究で保健師
が大切にしていた点は「住み慣れた地域でその有する能
力に応じ自立した生活の継続」を自助・互助のなかで，
健康や予防をアセスメントし，支援の方策を関わる人々
と協働することであった．保健師は，対象者がその地域
で暮らし続けるために必要な予防的な視点や支援方法に
ついて，日々の実践をとおした関わりのなかで包括に伝
えることや議論をとおして，よりよい方策を協働しなが
ら進み，関わる人々に広めていくことが重要であると考
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える．

2．包括と担当部署の狭間における苦悩からの成長
保健師は，〈担当部署と包括間の支援の仕方による衝
突〉や〈包括の担当部署まかせ〉などの苦悩を抱えてい
た．一方で〈個人から全体につなげる視点〉で個別から
地域へと行政施策の課題を客観的評価するとともに，包
括や組織に対して【活動をみせる】動き，【後方からコー
ディネート】を粘り強く行っていた．
包括の委託化は職員配置等の人事権や日常業務の執行
権限を委託先にゆだね，委託元の統制が困難となる 7）と
いわれており，支援の仕方による衝突の引き金となりや
すい．そのため，保健師は担当部署に対し，保健師と包
括の間で生じた課題を相談していた．しかし，保健師は
担当部署の〈他人事のような反応への苦悩〉に直面した．
保健師が「住民個人の存在や対象が行動化に向かうプロ
セスなど質的内容や住民との横並びの関係」を重視する
のに対し，事務職は「数量的な根拠や結果重視の客観的
なとらえ方，住民の行動変容は自己責任」と利用人数や
ケア支援実数など客観的根拠を重視する違い 21,22）が指摘
されている．そのため，保健師が継続的に行った質的な
相談や【活動をみせる】動き，包括と担当部署の潤滑油
となる助言や支援だけでは担当部署の事務職の理解は得
られにくかったと考える．したがって，保健師は自身が
内省することをとおし，事務職には相談支援を質的にみ
せるだけでは理解が得られにくいことを認識し，保健師
は事務職に客観的データとして説得力ある資料の提示を
模索していた．そして，保健師と事務職等との垣根を超
え，包括の活動や課題の共有を図り協働できることを目
指していた．しかし，保健師は事務職に対し客観的で説
得力ある資料を示すことに〈保健師の力不足を認識〉し
ていた．このことは保健師が看護職と行政職の機能を生
かした事業化施策化には，管理職や財政部門の合意を得
るための説得力ある資料の重要性を認識していたが作成
に困難がある 23）報告と同様の結果と考える．
さらに少数配置の福祉分野の保健師は，事務職等のな
かで不明確な役割や事務職と同様に事務作業を担う立場
に悩む 9）ことや，制度改正に伴う保健師業務の拡大と分
散配置により事務職との協働や上司の理解を得ることの
困難 6）を抱えている．本研究の保健師も〈保健師の専門
性を生かせない虚しさ〉を抱いた．また，業務として事
務ばかり行い保健師の専門性を生かせない虚しさや，相
談しても〈他人事のような反応への苦悩〉は孤立感とな

り，離職への思いを抱くことにつながっていた．しかし，
保健師は離職せず粘り強く，自身の関わりが人の命や人
生に関わるという保健師としての熱い思いなどを奮起し
【内省による立て直し】の繰り返しを行い，地域の人々
の力になるために前進した．大森らは，専門職は事務職
と意見の食い違いで困難を感じても諦めず，だれの何の
ための活動か目的を見据え，根拠に基づき行為に責任を
もつことができて，はじめて保健師が専門職として力を
発揮する 22）としている．本研究の結果から粘り強く【内
省による立て直し】を行い続ける保健師の動きは，目的
や根拠を踏まえた専門職としての力と保健師としての熱
き想いであったと考える．
保健師が苦悩と向き合い【活動をみせる】なかで【内
省による立て直し】をとおした取り組みは，〈他人事に
しない理解者の存在〉や〈保健師を理解し生かせる上司
の存在〉の出現という【組織の覚醒】を起こした．仕事
意欲を高める職場環境は「自分の仕事は社会的に意義が
ある」と実感が得られること 24）であり，「他者からの評
価や同僚・上司等の支援は，離職を思いとどまることや
仕事への態度に影響する」25）とされている．【組織の覚
醒】は，保健師がより専門性を発揮することにつながり，
目前の困難を乗り越え地域包括ケアに取り組む推進力と
なることが示唆された．

3．地域包括ケア発展へのアプローチ
保健師は，包括や組織との奮闘や苦悩を抱えながらも

【内省による立て直し】を繰り返し【地域包括ケア発展へ
の気づき】を得ていた．
地域包括ケア政策は，ある地域にどのような手法や内
容，質をもつのか具体的中身をもたない政策 12）との指
摘がある．保健師が行った〈予防の視点の具体化〉や〈個
人から全体につなげる視点〉は，課題を分析し，既存サー
ビスのみでなく，個別を取り巻く新たな資源や地域の支
え合いなど地域力を生む予防の視点として，地域包括ケ
アの具体的中身につながるものと考えられる．保健師は
〈予防の認識変化でつながる〉視点とプロセスを包括や
担当部署と共有し連携するなかで，地域の人々が主体的
に取り組めるような仕掛けを提案し，他職種と協働でき
る職種である．
保健師は，包括とともに地域包括ケアを推進するため
には，現場での苦悩や課題を共有し，必要な取り組みを
行政施策につなげられるよう担当部署が〈司令塔の役割
を担える組織〉となる必要性を伝えていた．委託型を採
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用する組織こそ，担当部署に経験と専門性をかね備えた
職員らを配置する必要性 26）の指摘がある．また，多職
種間での効果的なリーダーシップは，調整機能を果たし
目標達成のためにチームを前進させることにつなが
る 27）．本研究において，地域包括ケアの発展にあたり，
リーダーシップとして〈司令塔の役割を担える組織〉と
して成熟していく重要性が示唆されたと考える．
國分ら 11）は，住民と信頼関係を築き，そばに寄り添い，

住民の状況に応じて支援することこそ保健師にしかでき
ない役割としている．また，地域全体にとって利益を生
む活動とは，保健師の実践経験から住民にとって最適な
取り組みや将来を見据えた活動を創出する未来志向の想
像力と，事務職の法令や予算を踏まえた客観的判断や評
価力の融合である 21,22）．予防重視の地域包括ケアにおい
て〈個人から全体につなげる視点〉を関わる人々と共有
し〈包括と住民や担当部署の潤滑油〉となり，【活動をみ
せる】なかで地域の主体性を引き出す側面的支援は，保
健師ならではの役割と考えられる．そのために保健師は，
地域を「みて」住民や地域に応じた適切な支援について，
包括など関係者の力を引き出す．そして，地域を把握し
ている行政職として事務職とともに地域に関わり続けて
いくことが，地域包括ケア発展へのアプローチとして重
要な点であると考える．

4．看護活動への示唆
地域包括ケアの発展には，さまざまな専門職や職員と
専門性，考え方を互いに議論し理解しあうなかで保健師
もその一員として専門性を発揮することが必要である．
保健師は，包括や担当部署に対し個別から地域課題に対
する予防の視点や気づきを促すこと．包括や地域との潤
滑油となり現場の課題を行政施策につなげる役割を果た
すこと．必要に応じた取り組みを行動でみせること．地
域で暮らす人々の状況に応じた支援や予防の認識を広め
関わり続けることが重要である．保健師は，予防重視の
支援展開の力と行政に属する立場を強みとし，関わる
人々を巻き込み，内省しながら住民や地域に対する取り
組みを継続していく．このことが地域包括ケア発展への
アプローチにつながっていくと考える．

5．研究の限界と課題
本研究は，A県内の保健師を対象とし委託型包括と担
当部署の狭間のなかで，地域包括ケアの発展に向かうう
えで，直面している経験を明らかにした．本研究におい

て明らかとなった課題は，各現場において解決に向けた
議論をすることで実践的応用が期待できる．
今後の課題は，包括や担当部署からみた課題等を抽出
し，さらに地域包括ケアが発展し，地域包括システムの
構築へつながる取り組みを検討する必要がある．
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■Research Report■

Experience of Public Health Nurses Working  
with Commissioned Type Community-based Integrated Support Center  

for Community-based Integrated Care in the Elderly Welfare Field

Mayumi Kurita1), Asami Tatsumi2)

1）School of Nursing, University of Shizuoka
2）School of Nursing, University of Human Environments

Objective: The objective is to clarify the experience of public health nurses when working with 
commissioned-type community-based integrated support center while community-based integrated care 
is being developed in the elderly welfare field.
Method: Semi-structured interviews were conducted with 8 public health nurses in the elderly welfare 
field and analyzed with qualitative induction using revised grounded theory approach.
Result: Seven categories constructed with 19 concepts were extracted. These promoted [showing the 
activity] and [coordinating from behind] and had [reconstruction by introspection].  Among these, the 
effort by public health nurses in the elderly welfare field started [the awareness of the organization] 
and furthered [the awareness of the development of community-based integrated care].
Discussion: It was clarified that public health nurses in the elderly welfare field had the strength of 
having the ability to develop support with emphasis on prevention and being in the local government so 
they involved the integration and the department in charge to continue with [reconstruction by 
introspection]. [Showing the activity] and [coordinating from behind] lead to the solution to the issues.  
From then, it suggested that the effort of public health nurses changed the surroundings and working 
with commissioned type integration made them mature as <an organization that can be a control 
tower>. This is an important approach for the development of community-based integrated care.

Key words :  welfare for elderly people, public health nurse, commissioned-type community-based 
integrated support center, community-based integrated care, M-GTA
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Ⅰ．緒　　言

少子高齢対策が講じられた1990年前後より，ゴール
ドプラン（1989年）やエンゼルプラン（1995年）等が策
定され，介護保険制度創設に向けた要介護高齢者のサー
ビス利用 1, 2），児童・高齢者虐待に関連した支援ニーズ
への対応 3, 4），さらに地域における障害者等のノーマラ
イゼーションも，保健師の役割として期待されるように
なった 5）．市町村保健師は，福祉部門にも配置され社会

的責任が拡大した 6─8）．行政の福祉部門に配置された保
健師（以下，福祉部門保健師）は，障害者および児童の
福祉部門ならびに介護保険等の福祉サービス利用者・家
族への保健福祉に関連するニーズを把握し，関係機関・
職種と連携および協働して，予防的な視点をもって課題
を解決し，そのためのサービスの実施および評価を行
う 9）．
しかし多くの場合，福祉の各部署での保健師は1～2

人配置である 10, 11）．また保健師の福祉部門への配置の歴
史は浅く，1人の保健師が試行錯誤・模索し，仕事を開
拓し，看護専門職としての責任を果たす必要があっ
た 1, 6, 7, 12）．福祉部門保健師が，保健部門で培った家庭訪

受付日：2020年8月17日／受理日：2021年3月3日
1）Sugako Tamura, Kyouko Takakura：富山大学学術研究部医学系
2）Kieko Yasuda：長野県看護大学看護学部
3）Youko Yamazaki：健康科学大学看護学部

■資　料■

市町村保健部門から福祉部門に配置された 

保健師による家庭訪問援助の特徴

田村須賀子 1），安田貴恵子 2），山﨑洋子 3），髙倉恭子 1）

  抄　録  

目的：市町村保健部門から福祉部門に配置された保健師（以下，福祉部門保健師）による，障害者および児童
福祉等の利用者と家族に対する家庭訪問援助の特徴を検討した．
研究方法：福祉部門保健師6人の意図と行為を調査した．保健師には家庭訪問援助事例を記述してもらい，
面接にて内容を確認した．7つの分析の視点に関連する記述を事例ごとに取り出し，概観して援助内容を記
述した．援助内容の記述の類似性から特徴をまとめた．研究協力依頼に先立ち，所属機関の倫理審査委員会
の承認を得た（臨認24-126）．
結果：保健師の意図と行為の組み合わせから，20の援助内容にまとめた．「訪問目的を明確にし，伝える方
法を検討する」他，福祉の支援が必要な当事者・家族の特性に沿う，福祉部門保健師に新たな援助内容があっ
た．「当事者・家族との人間関係をつくり，支援者として受け入れてもらえるようにする」他，信頼関係形成，
緊急性を想定し見守り支援体制づくりに向けた援助内容等は，福祉部門保健師にもあった．
考察：福祉部門でも保健師は，当事者・家族との信頼関係形成，自立した地域生活の実現，近隣住民も含め
たケアチームづくり・支援体制整備と，保健師がどの部門に配置されても志向される基本的で不変な援助を
提供していた．しかし福祉部門ではさらに，生活の自立と身体・精神的支援ニーズに配慮，安定した生活基
盤の確立，近隣住民・関係職種からの支援者確保を判断するところに特徴があると考えられた．

【キーワード】福祉部門に配置された保健師，家庭訪問援助，保健師の意図，保健師の行為，福祉サービス利用者
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問等の個別支援（以下，家庭訪問援助）の知識・技術を
生かし，なににどう取り組むかは，保健師個々人に任せ
られてきた 3, 12, 13）．1人の保健師の取り組み成果も，その
ときどきの解決事項とされ，記録も残らない可能性があ
る．このことから，福祉部門保健師による家庭訪問援助
を言語として表出することは，実践知として保健師間で
共有・評価・継承を促し，よりよい実践に向けた検討が
できる．家庭訪問援助のあり方を含めて評価し継承・発
展させることにより，保健師の実践能力向上に寄与しう
る知見が得られると考えた．
本稿において家庭訪問援助とは，保健師による家庭訪
問という手段を主軸とした，電話・メール相談，関係機
関・職種への連絡を含めた，当事者・家族に対する看護
援助のことである．家庭訪問援助は，保健師の実践活動
における伝統的・中心的な方法である 14─16）．家庭訪問援
助は個別支援の方法のなかでも，家庭という生活の場に
出向いて支援する必要性の高い対象者に用いられ，また
家庭に出向いて支援することで効果が高められる方法で
あり，保健師個々人の実践能力が問われる．家庭に出向
くことにより，福祉サービス利用者とその家族の援助
ニーズを家庭・地域生活からとらえなおし，家族の対
応・対処能力，回復力を生かし，当事者・家族のペース
に併せた支援が可能となる．
筆者らはこれまでの研究で，保健師の家庭訪問におけ
る援助行為を，それを方向づける意図とともに記述し内
容分析により，家庭訪問援助の特徴を明確にすることに
取り組んできた 16, 17）．本稿は，市町村の福祉部門保健師
による，障害者および児童の福祉，介護保険等の利用者
とその家族に対する家庭訪問援助の特徴を明確にし，福
祉部門でも機能し得る保健師の普遍的な看護援助の方向

性を得ることを目的とする．

Ⅱ．研究方法

1．研究対象
障害者および児童の福祉，介護保険等の利用者とその
家族に対する，福祉部門保健師による家庭訪問援助過程
を研究対象とした．本研究では，保健師の内面において
思慮・選択・決定したことも含めた記述を得る必要が
あった．したがって研究協力者には，自身の家庭訪問援
助を記述することの意義を理解し，研究協力に同意する
保健師とした．さらに家庭訪問援助を自分の言葉で記述
し，再現できる能力のある者とした．このように研究協
力者に看護実践の姿勢・自己表現力を求めたため，まず
は福祉部門では事務職とともに窓口業務等のみに従事す
る保健師もいるなか，個別支援で家庭訪問することにし
ていると，筆者らが知る保健師のなかから，選定・依頼，
直接会って研究主旨を伝え8人から協力を得た．このう
ち1人は児童福祉司で配置され，また1人は数事例を包
括的に記し，語られたので補足的データとして扱い，本
稿の研究対象は6人分の家庭訪問援助過程とした
（表1）．

2．データ収集方法
保健師による家庭訪問援助の再現記録から，調査項目
①保健師の意図，②保健師の行為をデータ収集した．保
健師の意図により，保健師の行為が看護の目的に基づい
て方向づけられるとし，保健師の行為を介して対象本
人・家族に看護援助が提供されるとした．保健師の意図
は，保健師がその専門性において責任もって行う保健師

表1　研究協力者と援助事例の概要

事例 保健師1 保健師2 保健師3 保健師4 保健師5 保健師6

保健師
実践年数

（福祉部門配置年数）

中核市保健師
約20年

（母子福祉1年余）

市保健師
約40年

（母子福祉9年）

市保健師
約30年

（地域包括3年）

市保健師
約30年

（地域包括18年）

町保健師
約30年

（障害福祉17年）

中核市保健師
約20年

（障害福祉3年）

所属市町の人口 約170千人 約70千人 約35千人 約25千人 約15千人 約420千人

援助対象事例
健康課題種別

20歳代　女性
（育児不安）

40歳代　女性
（適応障害）

80歳代　女性
（腰部脊柱管狭窄等）

80歳代　男性
（腎不全）

40歳代　男性
（高次脳機能障害）

60歳代　夫婦
（精神薄弱）

分析対象とした
家庭訪問援助

家庭・病院訪問等計
20回

家庭訪問・電話・
病院同伴等
計27回

家庭訪問等
計7回

家庭・病院
訪問・電話等
計12回

家庭訪問・来所
相談・電話等
計39回

家庭訪問・来所
相談・電話等
計51回

保健師の意図と
行為記述件数

意図61

行為410

意図128

行為782

意図62

行為265

意図39

行為197

意図75

行為427

意図81

行為435

インタビュー時間 81分 131分 58分 28分 73分 63分
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の行為を，看護の目的に基づいて方向づける考えである．
保健師の行為は，保健師が内面において思慮・選択・決
定することも含め，保健師の意図に対応させて記述した．
保健師による家庭訪問援助の再現記録は，次の手順に
より記述した．研究協力者には，自身が実践した家庭訪
問援助で，「保健師らしい看護援助を実践できた」と思
える事例を想起して，「支援の目的」「当事者・家族の状
況・反応」「保健師の思考・判断」「保健師の対応」の援
助過程を時間順に記述するように依頼した．その際，自
身の言動だけでなく，内面で考えていたこと，あえて行
わなかったことも含めて記述するように依頼した．また，
訪問前後の電話連絡，関係機関・職種への連絡も含めて
記述するように依頼した．分析対象となる援助期間は，
保健師として責任もって援助した研究協力者の判断に任
せた．
筆者らは，保健師の意図と行為を確認するために，保
健師による記述内容だけでは判断できないこと，内面で
考えていたことの記載がない部分についてインタビュー
で聞き取った．インタビューは全保健師から許可が得ら
れたため録音した．また，筆者らの言葉が保健師の語り
を誘導し，記述内容を損なわないよう留意した．聞き取っ
た内容を筆者らが加筆修正し，保健師に確認した．これ
を合意できるまで繰り返し，より正確な家庭訪問援助の
再現記録として内容を充実させた．次に事例ごとに保健
師の意図を時間順に記述し，意図に対応させて保健師の
行為を記述し，本研究の調査項目である保健師の意図と
行為のデータを保健師ごとに収集した（図1）．家庭訪問

援助の再現記録と保健師ごとに収集したデータは，保健
師に送付し，共著者2人と読み合わせ，データの記述と
分類の適切さを確保した．

3．分析方法
保健師の意図と行為はデータとして対応するものであ
るため，別に記述するのではなく，意図に対応した行為
という組み合わせごとに援助内容を記述し分析した．分
析の視点は，1）看護援助を提供する者と受ける者との
相互作用，2）家庭・地域生活を含めた援助提供，3）援
助ニーズの優先度の判断と援助提供方法の選択，4）支
援対象者の過去の経験に配慮した援助提供，5）保健医
療福祉サービスへの適用，6）看護援助の他事例や保健
事業・施策への反映，7）関係職種との連携とした．分
析の視点は，筆者らの家庭訪問援助の実務経験と文献検
討から考えられた看護援助の項目と，データが多く存在
する可能性のある項目を整理したもので，これまでの研
究経過から修正を重ねて採用してきた 18, 19）．
次に分析の視点の内容に関連する，保健師の意図と行
為の組み合わせを，事例ごと分析の視点ごとに取り出し，
それらを概観して援助内容を記述した（図2左列）．た
とえば保健師1～6の家庭訪問援助過程から，分析の視
点1）～7）に関わる保健師の意図と行為を概観して取り
出し，その保健師の意図と行為を概観して援助内容とし
て記述した．次に保健師ごと分析の視点ごとに，援助内
容の記述の類似性をみてまとめた．援助内容が福祉部門
保健師に特異的なものか，保健部門保健師との共通性が

分析の視点1）
関連の記述

研究者がインタビュー

保健師の意図を時間順に記述

援助内容
（保健師6人分）

地域看護の
教育研究者
2人との記述
内容の検討

保健師による
家庭訪問援助再現記録

～

保健師の行為を意図に対応させて記述

⑳当事者の日常生活の継続や就労支援で，関係職種と合意・役割
　分担する

～

①当事者・家族との人間関係をつくり，支援者として受け入れて
　もらえるようにする
②訪問目的を明確にし，伝える方法を検討する

分析の視点7）
関連の記述

援助内容
（保健師6人分）

分析の視点
1）看護援助を提供する者と受ける者との相互作用
2）家庭・地域生活を含めた援助提供
3）援助ニーズの優先度の判断と援助提供方法の選択
4）支援対象者の過去の経験に配慮した援助提供
5）保健医療福祉サービスへの適用
6）看護援助の他事例や保健事業・施策への反映
7）関係職種との連携

援助内容の
まとめ

援助内容の
まとめ

保健師の意図と行為を概観して取り出した援助内容のまとめ（表2の最右列）保健師の意図と行為の組み合わせを概観して
取り出した分類・内容分析（表2を参照）

福祉部門に配置された保健師による家庭訪問援助の特徴

図1　研究方法の概要
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高く普遍的なものかどうかの可能性を検討した．
事例ごとに保健師の行為と意図を概観して取り出した
援助内容を集めて，分析の視点ごとに家庭訪問援助の特
徴としてまとめ，それに基づいて福祉部門に配置された
保健師による家庭訪問援助の特徴について考察した
（図1）．
以上の分析方法は，保健師が内面において思慮・選
択・決定したことも含めて把握できるよう，保健部門保
健師の家庭訪問援助過程の分析において開発・検討した
ものである 18, 19）．家庭訪問援助は保健部門においても，
対象本人・家族の生活の場に1人の保健師が出向いて行
うことが多く，なにに対してどのように援助しているか，
詳細に共有されなかった．この方法で福祉部門保健師の
家庭訪問援助過程を分析したならば，保健部門で培った
家庭訪問援助が福祉部門でどう実施されているか明確に
できると考えた．

4．倫理的配慮
上記に該当する研究協力者に，自由な意思で研究協力
してもらえるよう，研究の主旨と目的と共に口頭で伝え
合意を得た後，所属長宛の依頼文書など事務手続きした．
また研究協力同意書と研究倫理誓約書を交わした．

インタビュー後の記録は面接担当者が行い，研究協力
者の負担に配慮した．記述内容に合意を得る際には，家
庭訪問援助での保健師の判断を尊重し，実践能力に疑義
を挟まないよう留意した．なお，保健師の振り返りの情
報収集であり，当事者・家族に対する事前の研究協力依
頼については，研究協力者の判断に任せた．依頼しない
場合には，個人を特定する表現を避け，個人情報保護に
配慮した．
なお，研究協力者への研究協力依頼に先立って，研究
代表者所属機関の倫理審査委員会の承認を得た（承認年
月日：2013年2月25日，承認番号：臨認24-126）．

Ⅲ．結　　果

保健師の意図と行為の記述件数を表1の下から2段目
に示した．事例の緊急性からていねいな関わりがあった
ためインタビュー時間が長いものなど，記述件数に差が
あり，担当業務・所属機関も一様ではないが，データの
広がりと可能性をみるために，記述のすべてが存在する
として分析の対象とした．結果，全事例の合計保健師の
意図469件，保健師の行為2,625件を記述・内容整理・
分析を経て，表2の①～⑳の援助内容にまとめた．表2

分析の視点をあてて保健師の意図と行為を
概観して援助内容を取り出す方法の例

分析の視点をあてて保健師の意図と行為を
概観して取り出した援助内容の記述例

【保健師5】で分析の視点6）に立って「保健師の意図と行為を概観し
て取り出した援助内容の記述」の例

【保健師1】（11）関係機関が連携し，信頼関係をつ
くりながら家族支援を行い，母へは具体的に目に
みえるよう育児指導を行うことで目標を合意する．
他18

【保健師2】（11）子どもの緊急事態の連絡にすぐに
対応することと，地区担当保健師（母子保健）も対
応できるようにすることの選択決定が課題である．
他28

【保健師3】（2）事前訪問調査を確認すれば，支援が
必要な状況に至った理由と，申請に至るまでの経
緯について，家族の介護力も含めて把握していけ
る．他13

【保健師4】（2）クレームを言う人にはすぐに何かを
示すと，穏やかになっていく場合が多く，こちら
のペースで進め，クレームを言い続ける可能性を
避ける．他6

【保健師5】（5）サ高住で自立支援サービスのヘル
パーが使えるか県からの返事待ちであり，申請と
県の回答の時間差があることは，今後の事例で配
慮する．他12

【保健師6】（9）障害福祉課は当事者の支援をメイン
にしていることと，当事者の希望で転居に向けた
支援を進めていることを自治会役員等に説明する．
他14

（5）＊2

【保健師の意図の記述例】
退所後のサービスつき高齢者住宅（以下，サ高住）での自立支援と
介護保険を組み合わせたサービス利用ができるよう，地域ケア会
議に会した関係職種でサービス提供の組み方を検討する

【保健師の行為の記述例】＊1

・短期入所期間をあと4日間再延長することを施設職員から聞く
・サ高住の入所の見込みがあること，本人の状況にあったサービ
　スの利用を検討しているため延長が可能となったと聞く
「父がサ高住の費用負担を気にかけていたことを保健師の認識か
ら取り出す」
「自立支援サービスが利用できると負担軽減につながると判断す
る」
・サ高住を決定した時点で，自立支援サービスのヘルパー利用を
　申請したが，利用開始日が不明なままであると聞く
・サ高住でも自立支援のサービスで，ヘルパーが使えるかどうか，
　県からの返事待ちだと聞く
「サ高住から申請はしても，県から開始日の回答がないと利用で
きないと判断する」
・申請と県の回答の時間差があることは，今後の事例で「気を付
　けなければいけない」とみなと共有する
「父親，本人，担当ケアマネ，事業者とでサービス提供内容につ
いて検討調整する」

＊1：【保健師の行為の記述例】枠の箇条書きは動作として確認できる行為，「　」は保健師の内面での行為を表す．
＊2： 最左列の右端（5）は，保健師5による援助内容の記述が13ある中の5番目の援助内容を記述したことを示す．同様に保健師6

人分の援助内容の記述から表2の⑮～⑲にまとめた．

図2　分析の視点に立って保健師の意図と行為を概観して取り出す方法の例と取り出した援助内容の記述例（分析の
視点6）「看護援助の他事例や保健事業・施策への反映」の場合）
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表2　保健師の意図と行為を概観して取り出した家庭訪問援助の援助内容

分析の視点 保健師の意図と行為を概観して取り出した援助内容の記述例
保健師の意図と行為を概観して 

取り出した援助内容のまとめ

1）看護援助を提供
する者と受ける者と
の相互作用（24件）

支援者としての保健師を受け入れてもらえるようにする【保健師1・2】
保健師の家庭訪問を受け入れてもらい，詳細な内容を語ってもらえる関係性をつ
くる【保健師4・6】

①当事者・家族との人間関係をつくり，支
援者として受け入れてもらえるようにす
る

保健師の役割を伝える【保健師1】
訪問目的を明確にし，伝える方法を検討する【保健師2】
保健師として引き継げるようにする【保健師5】

②訪問目的を明確にし，伝える方法を検討
する

2）家庭・地域生活
を含めた援助提供
（191件）

安全な育児環境を確保できるようにする【保健師1】
児の安全確保にあたる【保健師2】
自信の喪失・転倒への不安を最小限にする【保健師3】
規則正しく食事が摂取できる生活場所を確保する【保健師4】
退所・退院後の生活の再構築に向けて，本人・家族の希望を反映させる【保健師5】

③当事者・家族が，安全に安心して生活が
できるようにする

育児能力，養育態度を把握し，母が児への対処能力を獲得していけるようにする
【保健師1・2】
移動・移乗の動作，歩行機能にみあった転倒の危険性を最小限にする【保健師3】
本人の意向を確認し，改善の可能性について探る【保健師4】
当事者の読み書き能力とプライドに配慮する【保健師6】

④当事者・家族の理解力・読み書き生活能
力に併せて，意向・プライドにも配慮す
る

祖父母が育児の支援者になりうるかどうか把握し，支え手の存在を維持・確保す
る方略を検討する【保健師2】
家族・親戚が支援のキーパソンになりうる可能性を判断する【保健師5】
家族間の争い事を受け止め，日常の生活に戻れるようにする【保健師6】

⑤親・兄弟・親戚が，当事者の支援者にな
りうるかどうか判断する

家族以外の者との交流ができる機会・場をつくる【保健師3】
近隣住民が支援者として機能しうるか判断する【保健師6】

⑥相談を持ち込む近隣住民が，当事者・家
族の支援者になりうるかどうか検討する

3）援助ニーズの優
先度の判断と援助提
供方法の選択（139

件）

入院中に会って関係性をつくっておく【保健師1】
すぐその場に会いに行く【保健師2】

⑦当事者・家族からの緊急性の高い相談事
に，迅速に受付・対応できる体制をつく
る

自分で子育てしたいを尊重し，最優先する【保健師1】
一時保護について保護者・家族からの同意を得る【保健師2】
自宅内を安全な環境に整える【保健師3】
苦情の内容と気持ちを直接聞く【保健師4】
気持ちが決まるまで少し時間をおく【保健師6】

⑧住居内の整理整頓などで当事者・家族の
方針を把握し，尊重してもよいか検討す
る

家族に知られたくないこと，知らせて欲しいことがあるという前提で関わる【保
健師2】
家族に信頼関係があるという前提で関わることは避ける【保健師5】
兄弟との関係性が希薄にならないようにする【保健師6】

⑨福祉担当者の支援で，親・兄弟・親戚・
近隣住民との関係が希薄にならないよう
にする

育児でできているところ，よいところを見つけて褒め子育てに専念してもらい，
時期がきたら自立できるよう就労支援する【保健師1】
日常生活における生活リハビリを継続していく【保健師3】
買い物に行くことは，現時点ではリスクがある【保健師5】

⑩当事者・家族の能力を見いだし，日常生
活の継続や就労できるようにする

児童相談所への措置を検討する必要はないと判断する【保健師1】
家での生活が大丈夫かどうかみて，無理ならば措置解除しない【保健師2】
介護保険サービスを増やす必要性と戻る可能性もあることを理解してもらう【保
健師3】
自立支援通所サービス利用の実現可能性を確認する【保健師5】
就労支援もグループホーム入居も継続がむずかしくなる可能性を危惧する【保健
師6】

⑪一時保護や緊急入院など，支援する側か
らの強い介入の必要性を想定しながら関
わる

4）支援対象者の過
去の経験に配慮した
援助提供（51件）

支援経過・家族歴・育児歴について把握する【保健師1・2】
生活歴から意欲低下の背景を把握する【保健師3】
生活歴から自宅在住にこだわる背景を把握する【保健師4】
家族歴から関係性の背景を把握する【保健師5】
これまでの経過から，近隣とトラブルになるパターンを把握する【保健師6】

⑫過去に介入した経過・家族歴から対象理
解する
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分析の視点 保健師の意図と行為を概観して取り出した援助内容の記述例
保健師の意図と行為を概観して 

取り出した援助内容のまとめ

5）保健医療福祉
サービスへの適用
（131件）

育児困難・不安への対処として，適用できそうな福祉の支援サービスを整理・検
討できるようにする【保健師2】
主体的にサービス利用ができるよう，ケアプランの作成と合意の進め方について
検討する【保健師3・4】
本人・家族の状況変化に見合ったサービス内容を調整する【保健師3・4】
介護保険サービスに対する希望と意向を確認する【保健師5】
生活拠点について自ら選択決定できるようにする【保健師5】
共同生活適用能力と今後の支援の可能性について判断する【保健師6】
自分たちで結論が出せるように，また自分たちで決めたことに責任もって行動で
きるようにする【保健師6】

⑬施設入所等生活支援サービス利用の決定
に際し，当事者・家族自身で結論を出せ
るようにする

課題の早期発見，対応のための地域の見守り体制を整える【保健師1】
一時保護という決定の可能性を想定し，児童相談所の支援と児の安全を確保する
ための福祉制度を調整する【保健師1・2】
家庭での子育ての環境を整えるにあたり，措置解除前から対応すべきことについ
て検討する【保健師2】
医師の指示の理解の程度と対応方法について検討する【保健師4】

⑭当事者・家族になにかあったとき，近隣
住民・他職種から連絡してもらえる体制
をつくる

6）看護援助の他事
例や保健事業・施策
への反映（97件）

乳児一時保護よりも，養育支援家庭訪問事業の導入から始め，改善が進まない場
合に備え，乳児院を利用できるようにしておく【保健師1】
子どもの年齢相応の行動に対する訴えは母の精神状態に問題がある可能性がある
【保健師2】
隠居すると燃え尽きたようになり，要介護となる人が地域に多い【保健師3】
クレーマーにはすぐ対応することで，後からのクレームを避ける【保健師4】
知的障害者への支援では，どこまで理解しているか判断がむずかしい【保健師6】

⑮当事者・家族の要望と訴え・クレームの
傾向に併せて，課題解決に向けた対応を
検討する

当事者の支援をメインに関わっていることを関係職種，民生委員，町内会にも伝え，
近隣住民に理解・協力してもらえるようにする【保健師6】

⑯近隣住民からの苦情に対し，当事者支援が
福祉担当課の主たる業務と理解を求める

関係機関・職種で状況把握，支援方向の合意をしてから当事者に参画してもらう
【保健師2】
サービスを検討する前に，支援が必要な状況に至った理由と，申請に至るまでの
経緯について，家族の介護力も含めて把握する【保健師3】
障害者施設入所希望するが入所待機が長期間となるため，介護保険施設入所を想
定し介護保険申請をする（自立支援のサービスと介護保険サービスの併用を検討
する）【保健師5】

⑰支援担当者間の検討は，当事者・家族の
ニーズ・思いに沿いながら進める

乳児期は保健師が，幼児期以降は家庭相談員が担当する【保健師1】
福祉用具レンタル業者の能力や提供方法の質に差がある【保健師3】
入所施設の障害者自立支援能力について把握する【保健師5】
他事例で連携支援した社会福祉協議会担当者，就労ワーカーは任せられる【保健
師6】

⑱福祉サービス提供機関職員の支援姿勢・
能力にみあった役割分担で連携する

健診情報等，母子保健部門での支援の状況を整理・共有して，問題がなかったこ
とを確認する【保健師1】
母子保健担当保健師・その他の職員と共に組織的な対応ができるようにする【保
健師2】
病棟看護師に，日常生活に配慮してもらえるようにする【保健師4】
話し合いを重ねることで，業務分担・分散配置による保健師間の距離を縮めてい
く．支援実績をコアにして，保健分野担当保健師との連携体制を創る【保健師5】
障害者でも保健担当部署が継続してみていくが，複雑・困難になると障害福祉課
に依頼される【保健師6】

⑲支援事例を通して，保健部門担当保健師
との連携体制を創る

7）関係職種との連
携（67件）

当事者・家族の情報を児童福祉部署内で共有し，部署としての支援体制を整える
【保健師1】
関係職種との援助の方向性が共有できるようにする．関係機関・職種で合意のも
と，協働支援体制のなかで保健師としての役割が果たせるようにする【保健師2】
福祉用具の専門相談員と互いの知恵を出し合えるようにする【保健師3】
多職種から本人の生活状況を把握する【保健師4】
他職種とサービス調整の最終確認をし，本事例の今後起こりうることへの対策に
ついて支援者間で検討する【保健師5】
社会福祉協議会担当者と情報交換する【保健師6】

⑳当事者の日常生活の継続や就労支援で，
関係職種と合意・役割分担する

（　）内の数字は意図と行為の組み合わせ件数，【　】内は事例の保健師1～6．

（表2つづき）
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の分析の視点1）から順に結果について，以下に説明する．
事例ごとに分析の視点「1）看護援助を提供する者と

受ける者との相互作用」をあて，保健師の意図と行為の
組み合わせ24件を概観して取り出した記述内容をさら
に概観し，類似性をみて「①当事者・家族との人間関係
をつくり，支援者として受け入れてもらえるようにする」
「②訪問目的を明確にし，伝える方法を検討する」とま
とめた．①の援助内容が取り出された保健師の意図と行
為の例を示す．保健師6の対象事例は，大声等の近隣迷
惑で孤立していた障害者であった．警察から通報を受け
た保健部門担当保健師が，保健師6に相談を持ち込んだ．
保健師6は「当事者は，市保健師が地域住民の言い分を
優先していると認識している可能性がある」「言い分・
困り事を聞かないとなにも始められない」と判断し，ま
ずは「障害福祉課の保健師を支援者として受け入れられ
る関係をつくり，言い分を話してもらえるようにする」
と意図していた．
事例ごとに分析の視点「2）家庭・地域生活を含めた
援助提供」をあて，保健師の意図と行為の組み合わせ
191件を概観して取り出した記述内容をさらに概観し，
類似性をみて「③当事者・家族が，安全に安心して生活
ができるようにする」等（③～⑥）とまとめた．
事例ごとに分析の視点「3）援助ニーズの優先度の判
断と援助提供方法の選択」をあて，保健師の意図と行為
の組み合わせ139件を概観して取り出した記述内容をさ
らに概観し，類似性をみて「⑦当事者・家族からの緊急
性の高い相談事に，迅速に受付・対応できる体制をつく
る」等（⑦～⑪）とまとめた．
事例ごとに分析の視点「4）支援対象者の過去の経験
に配慮した援助提供」をあて，保健師の意図と行為の組
み合わせ51件を概観して取り出した記述内容をさらに
概観し，類似性をみて「⑫過去に介入した経過・家族歴
から対象理解する」とまとめた．
事例ごとに分析の視点「5）保健事業や福祉サービス

への適用」をあて，保健師の意図と行為の組み合わせ
131件を概観して取り出した記述内容をさらに概観し，
類似性をみて「⑬施設入所等生活支援サービス利用の決
定に際し，当事者・家族自身で結論を出せるようにする」
等（⑬⑭）とまとめた．
事例ごとに分析の視点「6）看護援助の他事例や保健
事業・施策への反映」をあて，保健師の意図と行為の組
み合わせ97件を概観して取り出した記述内容をさらに
概観し，類似性をみて「⑮当事者・家族の要望と訴え・

クレームの傾向に併せて，課題解決に向けた対応を検討
する」等（⑮～⑲）とまとめた．
事例ごとに分析の視点「7）関係職種との連携」をあ
て，保健師の意図と行為の組み合わせ67件を概観して
取り出した記述内容をさらに概観し，類似性をみて「⑳
当事者の日常生活の継続や就労支援で，関係職種と合
意・役割分担する」とまとめた．
福祉部門保健師から今回得られた20の援助内容のな

かに，「①当事者・家族との人間関係をつくり，支援者
として受け入れてもらえるようにする」など，信頼関係
形成，緊急性を想定し見守り支援体制づくりに向けた援
助内容等があった．また「②訪問目的を明確にし，伝え
る方法を検討する」など福祉の支援が必要な当事者・家
族の特性に沿う内容があった．

Ⅳ．考　　察

福祉部門保健師による家庭訪問援助を分析の視点ごと
に20の援助内容にまとめ，福祉部門保健師から得られ
た家庭訪問援助の特徴と，福祉部門に配置されても志向
し，基盤となるものについて考察した．

1．福祉部門保健師による家庭訪問援助の特徴
20の援助内容のうち先行研究 6─9）の保健部門保健師の
援助内容では記述されなかったもので，「②訪問目的を
明確にし，伝える方法を検討する」「④当事者・家族の
理解力・読み書き生活能力に併せて，意向・プライドに
も配慮する」「⑮当事者・家族の要望と訴え・クレーム
の傾向に併せて，課題解決に向けた対応を検討する」か
ら，障害等支援の必要性のレベルに応じたアセスメント
と支援方法を検討するという支援の特徴があると考えら
れた．福祉部門保健師は訪問目的を伝えるだけにとどめ
ず，相手の理解力に併せて伝える方法も検討していた．
読み書き能力や生活の自立レベルにも配慮し，当事者・
家族の要望といやがることも「どのような価値観で聞い
ているか，語っているか」個々人の状況に併せた対応が
確認できた．福祉部門の保健師は支援対象者に対して，
障害による身体・精神的な影響と，生活の自立への影響，
それらにより生じる支援ニーズを併せ持つこと，理解
力・価値観にも必要な配慮がなされていたと考えられ
た．
また「③当事者・家族が，安全に安心して生活ができ
るようにする」「⑧住居内の整理整頓などで当事者・家
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族の方針を把握し，尊重してもよいか検討する」「⑩当
事者・家族の能力を見いだし，日常生活の継続や就労で
きるようにする」「⑳当事者の日常生活の継続や就労支
援で，関係職種と合意・役割分担する」から，住居内の
整理整頓を含めた安全に安心して生活，日常生活の継続
や就労支援などの，当事者・家族の生活基盤を確立させ
ようとする支援の特徴があると考えられた．さらに「⑪
一時保護や緊急入院など，支援する側からの強い介入の
必要性を想定しながら関わる」と，ときに強い介入の必
要性の判断を伴うものと考えられた．
「⑤親・兄弟・親戚が，当事者の支援者になりうるか
どうか判断する」「⑥相談を持ち込む近隣住民が，当事
者・家族の支援者になりうるかどうか検討する」「⑯近
隣住民からの苦情に対し，当事者支援が福祉担当課の主
たる業務と理解を求める」から，当事者の支援者になり
うるか判断し，福祉行政を担当する保健師として，当事
者・家族が近隣住民・関係機関職種に受け入れられるよ
う働きかけるものと考えられた．近隣住民が当事者を受
け入れ，住み続けることの理解を促すことは，精神障害
者への保健所保健師の援助 20, 21）でも示されている．福祉
施策は支援対象者の属性ごとの定めはあるが 22），地域で
生活する当事者・家族の存続を守る立場にある保健師の
積極的な働きであると考えられた．
以上により福祉部門保健師による援助内容には，ⓐ障
害による身体・精神的な影響と生活の自立への影響によ
り生じる支援ニーズに配慮した伝え方・支援方法，ⓑ生
活環境の安全，日常生活の継続や就労支援などの生活基
盤の確立，ⓒ地域で受け入れられ，当事者の支援者にな
りうる近隣住民・関係機関職種の確保の可能性の判断，
に特異性があると考えられた．

2．保健師が福祉部門に配置されても志向する基盤とな
る特徴

20の援助内容のうち「①当事者・家族との人間関係を
つくり，支援者として受け入れてもらえるようにする」
「⑨福祉担当者の支援で，親・兄弟・親戚・近隣住民と
の関係が希薄にならないようにする」「⑫過去に介入し
た経過・家族歴から対象理解する」は，乳幼児や脳卒中
後遺症者等，市町村保健師によるプライマリな支援対象
者への家庭訪問援助を対象にした先行研究 16, 17）でも確認
されている．
「⑦当事者・家族からの緊急性の高い相談事に，迅速
に受付・対応できる体制をつくる」は緊急性を想定した

支援であり，難病・精神障害者への保健所保健師の家庭
訪問援助 18）の「生活上の困難の可能性，再発の兆候・病
状悪化を視野に入れる」，発達障害を危惧した児と育児
者への家庭訪問援助 19）の「育児者の困難感がもたらす最
悪の事態も想定」に似た援助内容があった．保健師は，
支援対象者の状況の変化を見極め，早期に対応すべく連
絡・連携体制をつくる 18, 19）ようにしていた．
「⑭当事者・家族になにかあったとき，近隣住民・他
職種から連絡してもらえる体制をつくる」「⑱福祉サー
ビス提供機関職員の支援姿勢・能力にみあった役割分担
で連携する」「⑳当事者の日常生活の継続や就労支援で，
関係職種と合意・役割分担する」は，当事者・家族を取
り巻くケアチーム，支援体制づくりに向けた援助内容で
あり，保健師が所属行政組織内の支援関係と体制づくり
を志向する 23）ものと考えられた．そのなかで「⑬施設入
所等生活支援サービス利用の決定に際し，当事者・家族
自身で結論を出せるようにする」「⑰支援担当者間の検
討は，当事者・家族のニーズ・思いに沿いながら進める」
と，当事者・家族の意向に沿った対応策を講ずるものと
考えられた．家庭訪問援助において保健師が志向するケ
アチーム，支援体制づくりは，支援担当者会議で代弁す
るなど当事者・家族の意向を尊重し，自らできることを
増やし，その人らしい生活を実現させようとするもので
あると考えられた．
したがって，保健師がどの部門に配置されても志向し
基盤となる特徴に，ⓐ当事者・家族との信頼関係をつく
る，ⓑ当事者・家族の意向に沿った対応策で自立した地
域生活が営めようにする，ⓒ近隣住民も含めたケアチー
ムづくり・支援体制を整え見守り，緊急性の高い相談事
に対応する，があると考えられた．

3．福祉部門保健師による家庭訪問援助の方向性と今後
の課題
福祉部門でも保健師は，当事者・家族との信頼関係形
成，自立した地域生活の実現，近隣住民も含めたケアチー
ムづくり・支援体制整備と，保健師がどの部門に配置さ
れても志向される基本的で不変な援助を提供していた．
しかし，福祉部門ではさらに，生活の自立と身体・精神
的支援ニーズに配慮，安定した生活基盤の確立，近隣住
民・関係職種からの支援者確保を判断するところに特異
性があると考えられた．
行政の保健師活動を特徴づけるアプローチ方法の1つ
にアウトリーチがあり，これは問題が存在・予測される
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にもかかわらず支援を求めない場合や，支援に至らない
場合に，保健師側から積極的に援助の手を差し伸べるこ
とをいう 24）．保健師は，求められた福祉の支援と，そこ
に潜在する健康生活支援ニーズの存在を予測し，緊急性
の高い事態に備えるという，アウトリーチをより積極的
に機能させるものであった．
本研究は，実践活動を知る者のなかから筆者らが便宜
的に選定した研究協力者から，得られた援助内容である．
今後，これらの援助内容がより多くの福祉部門保健師の
実践を反映したものに洗練させるために，市町村人口規
模や業務内容，業務の兼務状況等を考慮に入れた体系的
な研究協力者を募る方法を検討したうえでデータを追加
する必要がある．また広く福祉部門保健師からの意見を
収集する必要がある．そのうえで家庭訪問援助を主軸に
置いた実践をどう展開するか，という観点で特徴として
明示できるようにし，あるべき姿と合意・共有できる指
針を探り，福祉部門保健師の家庭訪問援助の質向上に寄
与する必要がある．
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Aim: This study aimed to explore how nursing practices reflect the intentions and actions of public 
health nurses (PHNs) to clarify the characteristics of appropriate nursing practice for recipients of 
welfare services.
Method: Nursing practices of six PHNs for recipients of welfare services were examined. These PHNs 
were contacted and interviewed about their “intentions” and “actions” regarding their nursing practice 
and other health support activities. After documentation, individual interviews were conducted to 
identify their behavior and inner thoughts. Data were analyzed for seven themes and were extracted by 
comprehensively referring to the context and combined PHNs’ intentions and actions and identifying 
similarities. The study protocol was approved by the Institutional Review Board of the Medical Ethics 
Centre.
Results: The context and combined PHNs’ intentions and actions were recorded and integrated into 20 
items. There are some items of new nursing practice for various care recipients’ needs and values (e.g., 
identify the aim for visiting and consider how to communicate with them). There are also the same 
items as other nursing practice (e.g., establish and maintain relationships with care receivers and 
support systems).
Conclusion: It was found that PHNs assigned to board of welfare services specifically aimed to identify 
and consider various care recipients’ needs and values, lead independent lives to deal with crucial 
issues, and secure appropriate supports for recipients of welfare services from neighbours and care 
workers. Furthermore, PHNs universally aimed to establish relationships with recipients of welfare 
services, maintain their daily lives independently, and establish support systems including 
neighborhood residents.

Key words :  public health nurses (PHNs) on board of welfare services, nursing practice, nurse 
intentions, nurse actions, persons in need of welfare services
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Ⅰ．緒　　言

わが国では，少子高齢化が進むなか，地域医療構想や
地域包括ケアシステム構築の推進に向け，適切な在宅医
療提供体制の整備が早急に求められている渦中にあり，
2025年には在宅療養者を支える訪問看護師について約
15万人 1）を養成する必要性が見込まれている．これらの
時代の流れをうけ，看護基礎教育において，在宅看護論
は1997年にカリキュラムに科目として新設された後，
2009年には統合分野の一科目となった．さらには，
2022年のカリキュラム改定に向けた看護基礎教育検討

会報告書では，在宅看護論は専門分野に位置づけられた
うえで，地域・在宅看護論と名称が変わり，療養者を含
めた地域で暮らす人々と家族を理解し，地域での多様な
看護の基礎を学ぶ趣旨が明確にされた．また，多職種と
協働するなかで看護の役割を理解し，地域における多様
な場での実習や多職種連携に関する実習を行うことが推
奨されている 2）．
看護基礎教育における臨地実習は，看護の知識・技術
を統合し，実践に適応する力を育成する教育方法の1つ
である 3）．また，臨地実習は看護の対象である人間に看
護技術を実際に適用する教育であり 4），看護基礎教育で
はきわめて重要な位置づけにある．在宅看護実習に関し
ては2012年の看護系大学208校を対象とした調査の結
果，実習期間は3～21日と幅が広いこと，教育目標に

受付日：2020年5月20日／受理日：2021年3月30日
1）Chiaki Takeuchi：大阪保健福祉専門学校看護通信教育科
2）Ayumi Kono：大阪市立大学大学院看護学研究科在宅看護領域

■資　料■

看護基礎教育における在宅看護教育の特性と 

教員が期待する実習成果との関連

竹内千亜紀 1），河野あゆみ 2）

  抄　録  

　本研究の目的は，現状の在宅看護教育の特性を明らかにし，効果的な実習モデルを提示するために，看護
基礎教育における在宅看護教育の特性と教員が修得を期待する実習成果との関連を明らかにすることである．
　方法は，看護系大学247校の在宅看護担当教員を対象とした質問紙調査を実施した．分析対象は108校（有
効回答率43.7％）である．調査内容は，基本属性，在宅看護実習体制の特徴，教員が修得を期待する実習成
果には在宅看護実践行動と多職種連携行動に関するものとし，強制投入法による重回帰分析を行った．分析
の結果，在宅看護実践行動期待項目平均得点は95.2点（SD19.2），多職種連携行動期待項目の平均得点は
52.7点（SD11.8）であった．重回帰分析の結果，訪問看護実習日数割合が高い群は在宅看護実践行動期待項
目得点が高かった（β＝.187，p＝.047）．准教授以下の職位（β＝.231，p＝.019）や在宅看護教員経験年数が
10年以上（β＝.281，p＝.004）の教員，学年定員が80名未満（β＝－.237，p＝.012），在宅看護独立型（β＝
－.209，p＝.023）の大学は，多職種連携行動期待項目得点が高かった．
　本研究では，教員が修得を期待する実習成果を向上するために，訪問看護ステーションでの実習を保持す
ることおよび在宅看護教育体制を多面的に整える必要性が示唆された．

【キーワード】在宅看護実習，在宅看護実践行動，地域基盤型専門職連携行動
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応じた多様な実習方法が展開されていることが報告され
ている 5）．そのほかに，学生が在宅看護実習から得た学
びと実習目標の関連 6）や，実習指導者である訪問看護師
が学士課程卒業時の技術到達目標として期待しているこ
とは，コミュニケーション能力向上である 7）ことが報告
されている．
看護教員は教員自身の経験・課題をもとに 8）臨地実習
でしか体験できない具体的な内容を総合的にとらえ，立
案する教員の看護観や教育観を反映しながら 9）学生に期
待する実習成果を設定する．このようにして設計された
実習内容は教員が期待する成果を得ているか明らかにす
る必要があると考えた．また，在宅看護論は比較的新し
い科目であること，社会変動の影響を受けやすいことか
ら実習モデルを示すことが困難であることが推察され
る．今後，在宅看護教育を推進するためには，現状の在
宅看護教育の特性を明らかにし生活者としての療養者に
対する看護実践能力の修得が期待できる効果的な実習モ
デルを提示する必要がある．
本研究では，在宅看護教育の特性と教員が期待する実
習成果の関連を明らかにすることを目的とし，在宅看護
実習内容を検討する際の基礎資料とする．なお，教員が
期待する在宅看護実習の成果としては実習において修得
すべき実践能力である 10）在宅看護実践行動と，看護基
礎教育において修得が求められている 2）地域で行う多職
種連携行動に着目した．

Ⅱ．研究方法

1．対象者と調査方法
調査対象者は，2015年4月に学生が在籍する全国の

看護系大学247校 11）より，在宅看護教育にもっとも詳し
い看護担当教員1人を本研究の対象者とした．質問紙を
配布した247校（100.0％）のうち，質問紙回収数は110

校（44.5％）であり，有効回答数は108校（43.7％）であ
り，これを分析対象とした．

2．調査内容
１）在宅看護教育の特性
（1）対象者の基本属性
対象者の基本属性について把握するために教員の性
別，年齢，職位，保有資格，臨床経験年数，訪問看護実
務経験の有無，在宅看護教員経験年数を調査した．

（2）対象者の所属する教育機関
対象者が所属する教育機関について把握するために，
設置主体，学年定員を調査した．
（3）在宅看護実習体制
在宅看護論に関する科目配置について，専門領域科目
として単独で設けている「在宅看護独立型」か，他の専
門領域と組み合わせた「他領域包括型」5）か把握した．
在宅看護実習日数は5～7日，8～9日，10日以上に分
類して把握した．また，実習施設としては，訪問看護ス
テーションのほか，訪問介護事業所等11施設を挙げた．
これらの実習合計日数より，訪問看護ステーションでの
実習日数割合が70～100％未満を高い群（訪問看護実習
日数高群）と，10～70％未満の低い群（訪問看護実習日
数低群）を分類した．さらには在宅看護担当教員人数と，
在宅看護実習方法として，①情報収集，②アセスメント，
③看護問題の明確化，④目標の設定，⑤計画，⑥実施，
⑦評価を行う「看護過程展開型」12）と療養者に対する看
護計画立案や実践場面を見学する内容にとどまる場合は
「看護過程非展開型」に分類して把握した．また，看護
過程を教授する際の看護理論等のツールの活用の有無や
その内容を把握した．
２）教員が期待する在宅看護実習の成果
（1）在宅看護実践行動期待項目
在宅看護実践行動に関する成果は，在宅看護に携わる
看護職者の能力に向け看護実践を自己評価するために開
発された在宅における看護実践自己評価尺度 13）を参考
に調査項目を作成し測定した．本尺度では，①療養者・
家族との関係性を維持し発展させる行動，②問題を明確
化し療養者・家族との問題を共有する行動，③家族の問
題対処を補足し強化する行動，④療養者・家族のプライ
バシーを擁護しプライバシーへの過剰侵入を回避する行
動，⑤家族構成員間の関係性を維持し強化する行動，⑥
知識・技術を提供し他職種と協力して問題解決・回避を
する行動について6因子5項目ずつ，「貴校の在宅看護
実習体制は，在宅における看護実践に関する次の項目に
ついて，学生の学修成果を期待できますか」という問い
に対して「全く期待できない」を1点，「あまり期待でき
ない」を2点，「期待できる」を3点，「かなり期待でき
る」を4点，「十分に期待できる」を5点とした合計点
（得点範囲＝30～150点）を算出した．本研究での使用
にあたって，尺度開発者の許諾を得て原本の「クライエ
ント」を「療養者」に，また5段階の選択肢を上記の5段
階へ変更した．なお，本調査におけるCronbach’s α係
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数は，0.96であった．
（2）多職種連携行動期待項目
多職種連携行動に関する成果は，大学生における地域
基盤型専門職連携教育を自己評価するために開発された
地 域 基 盤 型 専 門 職 連 携 教 育（Interprofessional 

Education）自己評価尺度 14）（以下，地域基盤型 IPE尺
度）を参考に調査項目を作成し測定した．
本尺度では①チーム形成のための能力として6項目，
②療養者中心性として5項目，③メンバーの相互理解と
して3項目，④メンバーの尊重として2項目について，
「貴校の在宅看護実習体制は，在宅における看護実践に
関する次の項目について，学生の学修成果を期待できま
すか」という問いに対して「全く期待できない」を1点，
「あまり期待できない」を2点，「期待できる」を3点，
「かなり期待できる」を4点，「十分に期待できる」を5

点として合計点（得点範囲＝16～80点）を算出した．
使用にあたって，尺度開発者の許諾を得て，原本の4段
階の選択肢を変更した．なお，本調査における
Cronbach’s α係数は，0.96であった．

3．分析方法
対象者の基本属性・所属する教育機関および在宅看護
実習体制に関する回答内容について単純集計を行い，在
宅看護実習施設ごとに平均実習日数を算出した．
本研究では説明変数を在宅看護教育の特性，従属変数
は在宅看護実践行動と多職種連携行動に関する期待項目
による得点とし，強制投入法による重回帰分析によって，
教員が修得を期待する実習成果向上に影響する在宅看護
教育の特性を明らかにした．在宅看護教育の特性に関す
る変数と従属変数の各尺度得点間にて2変量分析を行
い，p値が10％未満であった変数をその後の重回帰分析
の説明変数として用いた．なお，在宅看護実践行動と多
職種連携行動に関する期待項目得点については，シャピ
ロ・ウィルク検定によりそれぞれ正規性を確認した．
統計学的分析には，SPSS Statistics Ver.24を使用し，
危険率が5％未満の場合を有意な差ありとし，危険率が
10％未満を傾向ありとした．

4．倫理的配慮
対象者には，研究主旨，研究参加の任意性，不参加に
よる不利益は生じないこと，質問紙を返送した後は研究
参加の同意を撤回できないこと，個人情報保護等を明記
した文章を質問紙とともに郵送し，質問紙の返送をもっ

て研究参加の同意を得られたものとした．
なお，本研究は，大阪市立大学大学院看護学研究科の
倫理審査委員会で承認（承認年月日：2019年8月19日，
承認番号：2019-3-5）を得た．

Ⅲ．研究結果

1．在宅看護教育の特性
１）対象者の基本属性
教員の属性・教育機関及び在宅看護実習体制の特徴に
ついての結果を在宅看護教育の特性として表1に示す．
対象者108人（100％）中，女性が99人（92.5％），年代
は50歳代が49人（46.7％）であった．教員について，
職位が教授であった者が53人（49.6％），保健師資格保
有者が66人（63.4％）であった．教員の臨床経験年数は
5～10年未満であった者は41人（38.3％），訪問看護従
事経験があった者は53人（50％），在宅看護教員経験年
数は10年未満であった者が61人（56.5％）であった．
２）対象者の所属する教育機関
教育機関の設置主体は私立大学が60校（55.6％），1

学年あたり学生定員が80人以上であった大学が79校
（73.2％）であった．
３）在宅看護実習体制
在宅看護実習日数については，10日以上の大学が76

校（70.4％）であり，在宅看護実習平均日数は9.3日（標
準偏差＝1.67）であった．訪問看護日数割合は低群が61

人（56.5％），在宅看護担当教員人数が3人以上の大学が
67校（62.7％），実習方法について，「看護過程展開型」
の大学は62校（58.0％）であった．看護過程を教授する
際にツールを活用していた大学が71校（66.4％）であ
り，独自のツールを使用していた大学が最多の25校
（23.4％），次いで国際生活機能分類（International 

Classification of Functioning, Disability and Health；
ICF）を使用していた大学は17校（15.9％）であった．

2．在宅看護実習体制の特徴
在宅看護実習体制の特徴を表2に示す．回答したすべ
ての大学において，訪問看護ステーションを実習施設と
しており，その実習日数の範囲は1～10日であり，訪
問看護ステーションでの平均実習日数は6.2日（SD＝
2.3）であった．
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3．在宅看護教育の特性による教員が期待する在宅看護
実習の成果

１）在宅看護実践行動期待項目

対象者全体の在宅看護実践行動期待項目の平均得点は
95.2点（SD＝19.2）であり，在宅看護教育の特性による
その比較について表3に示す．在宅看護実践行動期待項
目得点について，教員が教授以外の職位の者（μ＝99.1，
SD＝18.4）の方が教授である者（μ＝91.5，SD＝19.5）
に比べて，有意に高かった（p＝.039）．また，学年定員
が80人未満の大学（μ＝101，SD＝17.2）の方が80人以
上の大学（μ＝93.2，SD＝19.5）に比べて，得点が高い
傾向がみられた（p＝.056）．
同様に，訪問看護実習日数割合が高い大学（μ＝99.9

点，SD＝16.4）の方が低い大学（μ＝91.8，SD＝20.5）
に比べて，得点が有意に高く（p＝.029），在宅看護実習
方法が「看護過程展開型」の大学（μ＝99.1，SD＝17.6）
の方が「在宅看護過程非展開型」の大学（μ＝90.2，SD

＝20.6）に比べて，得点が有意に高かった（p＝.018）．
２）多職種連携行動期待項目
対象者全体の多職種連携行動期待項目の平均得点は

52.7点（SD＝11.8）であり，在宅看護教育の特性による
その比較について表4に示す．多職種連携行動期待項目
得点について，教員が教授以外の職位の者（μ＝54.8，
SD＝11.5）の方が教授である者（μ＝50.5，SD＝11.6）
に比べて，得点が高い傾向がみられた（p＝.055）．また，
教員が在宅看護を担当した経験年数が10年以上の者（μ
＝55.1，SD＝11.9）の方が10年未満である者（μ＝
50.9，SD＝11.8）に比べて，得点が高い傾向がみられ
た（p＝.060）．
同様に，学年定員が80人未満の大学（μ＝56.9，SD＝

11.3.）の方が80人以上の大学（μ＝51.2，SD＝11.6）に
比べて，得点が有意に高く（p＝.024），在宅看護論に関
する科目配置は，他領域包括型（μ＝48.8，SD＝10.9）
に比べて，在宅看護独立型（μ＝54.0，SD＝11.7）の方

表1　在宅看護教育の特性� n＝108

項　　目 n（%）

【対象者の基本属性】
性別
　男性  8（7.5）
　女性 99（92.5）
年代
　30～40歳代 33（31.4）
　50歳代 49（46.7）
　60歳以上 23（21.9）
職位
　教授 53（49.6）
　准教授・講師・助教・助手 54（50.4）
教員の保有資格
　保健師 66（63.4）
　看護師とその他の資格 38（35.8）
臨床経験年数
　5年未満 17（16.0）
　5～10年未満 41（38.3）
　10年以上 49（45.7）
訪問看護従事経験の有無
　訪問看護経験あり 53（50.0）
　訪問看護経験なし 53（50.0）
在宅看護教員経験年数
　10年未満 61（56.5）
　10年以上 47（43.5）

【対象者の所属する教育機関】
設置主体
　国公立大学 48（44.4）
　私立大学 60（55.6）
学年定員
　80人未満 29（26.8）
　80人以上 79（73.2）

【在宅看護実習体制】
在宅看護論に関する科目配置
　在宅看護独立型 82（76.0）
　他領域包括型 26（24.0）
在宅看護実習日数
　5～7日 13（12.0）
　8～9日 19（17.6）
　10日以上 76（70.4）
訪問看護実習日数割合
　高群（70～100％未満） 47（43.5）
　低群（10～70％未満） 61（56.5）
在宅看護担当教員人数
　1～2人 40（37.3）
　3人以上 67（62.7）
在宅看護実習方法
　看護過程展開型 62（58.0）
　看護過程非展開型 45（42.0）
ツール活用の有無
　活用あり 71（66.4）
　活用なし 36（33.6）

（　）内の％は欠損値は含まず

表2　実習施設ごとにみた平均実習日数
実習施設 大学数 平均実習日数（SD）範囲（最小─最大）

訪問看護ステーション 108 6.2（2.3） （1─10）
地域包括支援センター  24 2.2（1.4） （1─6）
居宅介護支援事業所  23 1.9（1.3） （1─7）
デイサービスセンター  20 2.0（1.5） （1─6）
デイケアセンター  14 2.2（1.5） （1─6）
入退院支援センター  10 1.8（1.0） （1─4）
訪問介護事業所   7 2.1（1.1） （1─4）
保健センター   3 3.7（1.9） （1─5）
介護老人福祉施設   3 3.3（3.3） （1─8）
介護老人保健施設   3 2.3（1.9） （1─5）
社会福祉協議会   2 3.0（1.0） （2─4）
訪問入浴サービス   2 1.0（─） （─）

SD：標準偏差，複数回答
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表３　�在宅看護教育の特性による教員が期待する在宅看護実
践行動期待項目の比較� n＝108

項　　目

在宅看護実践行動期待項目得点

n
平均値
（SD）

F値
または t値

p値

【対象者の基本属性】
性別
　男性  8 103.6（18.1） 1.26 .210

　女性 99  94.7（19.2）
年齢
　30～40歳代 33  98.4（17.9） .898 .411

　50歳代 49  92.9（17.1）
　60歳以上 23  97.1（25.3）
職位
　教授 53  91.5（19.5） －2.09 .039*
　准教授・講師・助教・助手 54  99.1（18.4）
教員の資格
　保健師 66  95.7（18.7） .133 .895

　看護師とその他の資格 40  95.2（20.6）
臨床経験年数
　5年未満 17  96.6（23.7） .581 .561

　5～10年未満 41  97.2（17.8）
　10年以上 49  93.1（18.9）
訪問看護従事経験の有無
　訪問看護経験あり 55  95.1（19.8） －.093 .926

　訪問看護経験なし 53  95.4（18.6）
在宅看護教員経験年数
　10年未満 61  94.1（20.3） －.712 .478

　10年以上 47  96.8（17.8）

【対象者の所属する教育機関】
設置主体
　国公立大学 48  96.6（17.3） .636 .526

　私立大学 60  94.2（20.7）
学年定員
　80人未満 29 101.1（17.2） 1.93 .056

　80人以上 79  93.2（19.5）

【在宅看護実習体制】
在宅看護論に関する科目配置
　在宅看護独立型 82  96.5（19.9） 1.25 .213

　他領域包括型 26  91.0（16.2）
在宅看護実習日数
　5～7日 13  94.5（15.6） .702 .498

　8～9日 18  90.6（18.6）
　10日以上 77  96.5（19.9）
訪問看護実習日数割合
　高群（70～100%未満） 47  99.9（16.4） －2.22 .029*
　低群（10～70%未満） 61  91.8（20.5）
在宅看護担当教員人数
　1～2人 40  93.4（18.5） －.888 .376

　3人以上 67  96.8（19.5）
在宅看護実習方法
　看護過程展開型 63  99.1（17.6） 2.41 .018*
　看護過程非展開型 44  90.2（20.6）
ツール活用の有無
　活用あり 71  96.2（19.9） .648 .519

　活用なし 36  93.6（18.0）

*：p＜.05，3集団以上は一元配置分散分析，2集団は t検定を実施した

表4　�在宅看護教育の特性による教員が期待する多職種連携行
動期待項目の比較� n＝108

項　　目

多職種連携行動期待項目

n 平均値（SD）
F値

または t値
p値

【対象者の基本属性】
性別
　男性  8 59.3（9.7） 1.64 .103

　女性 99 52.4（11.5）
年齢
　30～40歳代 33 53.3（12.0） .206 .814

　50歳代 49 51.9（10.7）
　60歳以上 23 53.6（14.1）
職位
　教授 53 50.5（11.6） －1.94 .055

　准教授・講師・助教・助手 54 54.8（11.5）
教員の資格
　保健師 66 52.5（12.5） －.306 .760

　看護師とその他の資格 40 53.2（10.8）
臨床経験年数
　5年未満 17 49.9（12.5） 1.13 .324

　5～10年未満 41 54.7（12.2）
　10年以上 49 51.9（11.1）
訪問看護従事経験の有無
　訪問看護経験あり 55 52.5（11.4） .539 .364

　訪問看護経験なし 53 52.9（12.4）
在宅看護教員経験年数
　10年未満 61 50.9（11.8） －1.90 .060

　10年以上 47 55.1（11.9）

【対象者の所属する教育機関】
設置主体
　国公立大学 48 53.0（11.6） .328 .744

　私立大学 60 52.4（11.8）
学年定員
　80人未満 29 56.9（11.3） 2.28 .024*
　80人以上 79 51.2（11.6）

【在宅看護実習体制】
在宅看護論に関する科目配置
　在宅看護独立型 82 54.0（11.7） 1.99 .049*
　他領域包括型 26 48.8（10.9）
在宅看護実習日数
　5～7日 13 50.9（6.7） .532 .589

　8～9日 18 50.8（13.7）
　10日以上 77 53.5（11.9）
訪問看護実習日数割合
　高群（70～100%未満） 47 54.2（10.4） －1.12 .265

　低群（10～70%未満） 61 51.6（12.6）
在宅看護担当教員人数
　1～2人 40 52.1（11.9） －.518 .605

　3人以上 67 53.3（11.7）
在宅看護実習方法
　看護過程展開型 63 54.1（11.3） 1.44 .153

　看護過程非展開型 44 50.8（12.3）
ツール活用の有無
　活用あり 71 52.6（11.6） －.036 .971

　活用なし 36 52.7（12.8）

*：p＜.05，3集団以上は一元配置分散分析，2集団は t検定を実施した
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が得点が有意に高かった（p＝.049）．

4．教員が期待する在宅看護実習の成果に影響する在宅
看護教育の特性

１）在宅看護実践行動
在宅看護実践行動の教員が修得を期待する実習成果に
影響する在宅看護教育の特性を明らかにするために，在
宅看護教育の特性と在宅看護実践行動期待項目得点の2

変量分析により，危険率が10％未満であった教員の職
位，学年定員，訪問看護実習日数割合，在宅看護実習方
法を説明変数として強制投入し，重回帰分析を行った
（表5）．
その結果，決定係数（R2値）は0.145であり，訪問看

護実習日数割合が高い群は低い群に比べて，在宅看護実
践行動評価項目の得点が有意に高かった（β＝.187，
p＝.047）．
２）多職種連携行動
多職種連携行動の教員が修得を期待する実習成果実習
成果に影響する在宅看護教育の特性を明らかにするため
に，在宅看護教育の特性と多職種連携行動期待項目得点
の2変量分析により，危険率が10％未満であった教員の
職位，在宅看護教員経験年数，学年定員，在宅看護論に
関する科目配置を説明変数として強制投入し，重回帰分
析を行った（表5）．その結果，決定係数（R2値）は0.184

であり，教員が教授以外の職位（准教授・講師・助教・
助手）の者の方が教授である者に比べて，得点が高く
（β＝.231，p＝.019），教員が在宅看護を担当した経験
年数が10年以上の者の方が10年未満である者に比べて，
得点が高かった（β＝.281，p＝.004）．また，学年定員
が80人未満の大学の方が80人以上の大学に比べて，得
点が有意に高く（β＝－ .237，p＝.012），在宅看護論に
関する科目配置は，他領域包括型に比べて，在宅看護独
立型の方が得点が高かった（β＝－ .209，p＝.023）．

Ⅳ．考　　察

本研究では，在宅看護教員に質問紙調査を行い，教員
が期待する在宅看護実習の成果に影響する在宅看護教育
の特性を明らかにした．以下に得られた知見について考
察する．

1．在宅看護教育の特性
本研究では，対象者の半数は訪問看護従事経験を有し
ていた．在宅看護教員の訪問看護従事経験については，
2004年の日本看護系大学協議会 15）の調査ではわずか
9％，2016年の専門学校教員を含む調査では39％であっ
た 16）が，在宅看護を担当する大学教員では訪問看護従
事経験者が増えてきていると考える．
在宅看護実習合計日数については平均9.3日であり，

10日以上の在宅看護実習を実施している大学が70.4％
と，もっとも多かった．この調査結果より，看護師養成
所の運営に関する指導要領 17）に示されているとおり，在
宅看護実習の取得単位を2単位とし，10日以上の実習日
を設けている大学が多いことが推測された．
本研究では，在宅看護過程を教授する際にツールを活
用している大学は66.4％（71校）であり，そのうち

表5　�教員が期待する在宅看護実習成果に影響する在宅看護
教育の特性� n＝108

在宅看護実践行動
期待項目得点

多職種連携行動
期待項目得点

平均95.4　SD19.2 平均52.7　SD11.8

在宅看護教育体制 R2＝.145 R2＝.184

職位 a） r .195 .186

SE 3.66 2.28

β .114 .231

p値 .233 .019*

在宅看護教員経験
年数 b）

r ─ .178

SE ─ 2.26

β ─ .281

p値 ─ .004**

学年定員 c） r －.18 －.22

SE 4.06 2.43

β －.183 －.237

p値 .055 .012*

在宅看護論に関す
る科目配置 d）

r ─ －.188

SE ─ 2.48

β ─ －.209

p値 ─ .023*

訪問看護実習日数
割合

r .253 ─
SE 3.78 ─
β .187 ─

p値 .047* ─

在宅看護実習方法 e） r －.232 ─
SE 3.78 ─
β －.181 ─

p値 .065 ─

*：p＜.05，**：p＜.001

強制投入法による重回帰分析を実施した，R2：決定係数，r：Pearson
の相関係数，SE：標準誤差，β：標準化偏回帰係数
a）職位：教授＝0　准教授・講師・助教・助手＝1，b）在宅看護教員経
験年数：10年未満＝0　10年以上＝1，c）学年定員：80名未満＝０　
80名以上＝1，d）在宅看護論に関する科目配置：在宅看護独立型＝0　
他領域包括型＝1，e）在宅看護実習方法：看護過程展開型＝0　看護過
程非展開型＝1
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40.3％（25校）の大学が独自のツールを用いていた．中
村らの報告 8）においても，在宅看護過程を教授する際，
独自の看護理論・モデルを74％が用いられていた．地
域社会固有の文化・生活背景をもつ療養者を対象とする
在宅看護では，欧米の看護理論等をそのまま用いること
は困難であるため 8），独自に作成したツールが教育現場
で使用されている可能性が考えられる．

2．教員が期待する在宅看護実習の成果に影響する在宅
看護教育の特性
本研究では，在宅看護実習日数において訪問看護ス
テーションでの実習日数の割合が高い大学ほど，教員は
在宅看護実践行動に関する実習成果を高く期待してい
た．実習日数が長いほど，実習指導者の学修成果に関す
る評価は高い傾向があり 18），達成できる技術項目数は増
え 19），その達成度が高くなること 20）が示されている．在
宅看護の基本といえる療養者や家族への看護支援に関す
る実習成果を学生に求めるためには，実習施設を適切に
確保し，訪問看護ステーションでの実習日数について一
定以上の割合を保持する必要があると考える．
多職種連携行動については，教員が准教授以下の職位
の者，教員が在宅看護を担当した経験年数が10年以上
の者が高く期待していた．在宅看護論は1997年に看護
基礎教育の授業科目となった 21）ため，基礎教育にて在
宅看護論を履修した経験のある教員数は9％16）であり，
看護系大学の急増により，実践経験が少なく，自信がな
いまま教育の場に立つ教員も多い 22）ことが予測される．
したがって，在宅看護教育人材の育成をさらに促進する
必要性を提案する．
また，学年定員が80人未満の大学の方が多職種連携

行動をとることを実習成果として高く期待していた．こ
れは，学生定員数が増える場合，教員が考える学生の達
成目標のきめ細やかさが低下する場合があり 23），多職種
連携行動といった新規性の高い実習成果に教員が配慮す
ることがむずかしいのかもしれない．
在宅看護論に関する科目配置は，在宅看護独立型の体
制をとっている大学の方が多職種連携行動に関する学修
成果を期待していた．今後，地域包括ケアシステムが進
むなか，医療と介護・福祉など他分野との協働するため
のスキルは必須である．したがって多職種連携教育 24）

や地域基盤型専門職連携教育（地域基盤型 IPE）を推進
し，在宅看護教育体制をより強化し，病院・大学・地域
の連携など 25）の工夫を講じることが看護師教育に必要

であると考えられた．

3．本研究の限界と今後の研究への課題
本研究の重回帰分析の決定係数は .145または .184で

ありその効果量は中程度であり 26），許容できる統計モデ
ルと考える．しかし，本研究の説明変数の選択方法は，
2変量分析により有意水準10％未満の変数を採択してい
ることから探索性の高い方法であることを考慮のうえ，
本研究の結果を解釈する必要性がある．看護教育の成果
は，在宅看護領域の講義・演習ならびに対象校のカリ
キュラム全体の要素を含めて評価する必要があり，モデ
ルを構築する変数については，理論的な裏付けをもって
選択することが今後必要である．
本調査の回収率は44.5％と低くはなかったが，各大
学から在宅看護分野の教員1人に対し期待する実習成果
について回答を求め，それを大学全体の意見ととらえ，
統計学的に解釈するためには，本研究デザインは適切で
あるとは断言できないことは本研究の限界と考える．ま
た，回答のなかった大学には在宅看護担当教員が在籍し
なかった可能性もあり，在宅看護教育体制が十分ではな
い大学の特徴は除外された結果である可能性は否定でき
ない．
さらには，本研究では教員が期待する実習成果に着目
した調査を実施したが，看護教育の学習成果を評価する
ためには，教育の受け手である学生の認識や知識・技術
の獲得状況等に着目した評価研究を行うことが今後の課
題である．
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Relationship between Characteristics of Home Health Nursing Education  
and the Expected Outcome of Home Health Nursing Practice  

in a Bachelor of Nursing Curriculum

Chiaki Takeuchi1), Ayumi Kono2)

1) Osaka College of Health Welfare Nursing Correspondence Course
2) Osaka City University Graduate School of Nursing Community＆Home Health Nursing

 This study clarifies the characteristics of the current home health nursing education as well as their 
relationship with the expected learning outcomes for home health nursing practice in a bachelor of 
nursing curriculum.
 　We conducted a questionnaire survey of home nursing faculty members at 247 nursing universities. 
The analysis targets 108 universities. The survey gathered data regarding the basic attributes, the 
characteristics of the home nursing practice system, and the results of the expected outcomes. The 
average score of the home health nursing behavior expectation scale was 95.2 points (SD = 19.2), and 
the average score of the interprofessional behavior expectation scale was 52.7 points (SD = 11.8).  A 
multiple regression analysis demonstrated that the group with a higher ratio of visiting nurse practical 
training days had higher evaluation scores for home health nursing behavior (p<0.05). Fewer than 80 
associates (p<0.05), teachers with more than 10 years of home health nursing experience (p<0.05), 
fewer than 80 students (p<0.05), and universities with independent home health nursing education 
(p<0.05) all scored higher on interprofessional behavior expectation scale.
 　The results suggested that maintaining practice at visit nursing agencies and organizing a 
multifaceted education system could improve the expected outcome of home health nursing practice.

Key words :  bachelor of nursing curriculum, home health nursing practice, home health nursing 
behavior, interprofessional behavior
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Ⅰ．緒　　言

わが国では，結核はかつて「亡国病」といわれるほど
大流行し死因の第1位であった．その背景には貧困や不
衛生な生活環境などの社会的要因が大きく関連し 1,2），
結核のまん延防止は公衆衛生上の最大の課題であった．
1951年に結核予防法が大改正され，全年齢対象の健康
診断やBCGの全額公費など強力な結核対策を講じたこ

とにより罹患率，死亡率は大きく改善した 3）．しかし，
その後急速な高齢化によって戦前に感染した者が発病す
る既感染発病者が増えるなど，1970年代から罹患率の
減少スピードは鈍化するようになった．DOTS（Directly 

Observed Treat ment, Short-cours；直接監視下短期化
学療法）4）による結核対策の強化が図られたが，2018年
の結核罹患率は12.3（人口10万対）5）で，欧米先進諸国
と比較すると高く，いまだ「中まん延国」に位置してい
る．
結核の治療は多剤併用療法が標準治療方法 6）とされ，

肺結核の初回治療の場合は，2～4剤の抗結核薬を6か月

受付日：2019年9月20日／受理日：2021年5月6日
1）Risa Yasumoto：大阪府立大学大学院看護学研究科
2）Masae Ueno，Satoko Okawa：関西医科大学看護学部

■資　料■

結核という病の受け止め過程
──回復者の結核の認識と治療に関連する行動に着目して──

安本理抄 1），上野昌江 2），大川聡子 2）

  抄　録  

目的：結核をもち生活している人々を支援していくためには彼らの状況を理解し，1人ひとりの状況に合わ
せた支援を展開していくことが求められている．本研究の目的は，結核回復者の結核の認識と結核治療に関
連する行動に着目し，結核という病の受け止め過程を明らかにすることである．
方法：治療終了後6か月以上経過した結核回復者5人を対象に半構成的面接を行い，データを質的に分析し
た．
結果：結核の認識として6つのカテゴリーが抽出された．【予想外の診断への困惑】【診断への怒り】【服薬へ
の期待】【治療が思うように進まない焦り】【結核を抱えた生活への緊張】【周囲との関係性が崩れることへの
不安】が示された．結核治療に関連する行動は，【生活の段取りをつける】【結核発病の引き金を振り返る】【隔
離中の時間が有効になるようにする】【お互いに励まし合う】【保健師を社会との仲立ちにする】【生活習慣の
改善に努める】ことが抽出された．
考察：結核回復者は結核診断に戸惑い，その診断に怒りを感じ，葛藤しながら入院の指示に従っていた．入
院中は，発病までの生活を振り返り，副作用への不安をもちつつも治ることを信じて日常を取り戻すために
服薬を継続していた．退院後は服薬が完了しても再発を恐れ，結核に罹患した事実に対峙しながらいまの生
活を送っていることが示された．個々の人々の生活状況や結核という病の受け止め過程に応じた支援が求め
られる．

【キーワード】結核回復者，病の受け止め，結核治療の認識，行動，保健師

日本地域看護学会誌，24（2）：59–66，2021
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または9か月間服用する．「日本版21世紀型DOTS戦
略」7）のもと年齢や家族形態，治療歴や合併症，経済状
況など，身体的，社会的状況から服薬中断リスクを判定
し服薬支援が行われている．独居やアルコール依存症な
どの服薬中断リスクが高い者には毎日訪問するなど，服
薬中断リスクの程度に応じて服薬確認頻度や方法を選択
する．DOTSによる服薬支援は治療の中断や脱落を防
ぎ 8─11），個別対応により治療成功に導くとされる 12─14）．
しかし，2018年の治療成功率は65.6％で大きな改善は
みられない 15）．
これまでの研究では，発症前の結核に関する知識や経
験，結核への偏見 16），診断や治療に関する不信感 14），診
断時に関わった医療関係者の影響 17）など，結核という
病へのあやまった認識が治療の受け入れを妨げることが
報告されている．また，仕事や経済的な問題 14），先行き
の不安 18）など，治療中の生活が服薬中断につながる 19,20）

といわれている．生活状況や服薬支援を拒否する否定的
な態度が治療に影響をおよぼすことは明らかになってい
る．さらに，結核という病の認識と治療中の生活の様相
について診断から治療終了後までの体験を明らかにして
いくことが求められている．結核がまん延した時代を経
験した者が高齢化する現在，今後の服薬支援を充実させ
ていくためには，彼らが結核という病をどのように受け
止め，服薬を継続しながら生活し治療を終了するに至っ
たか，結核をもつ人の治療体験を明らかにすることが必
要である．その過程を明らかにすることは，服薬中断や
再発に影響する要因を検討する手がかりとなると考え
る．そこで本研究では，結核回復者の結核の認識と結核
治療に関連する行動に着目し，結核という病の受け止め
過程を明らかにすることを目的とし，それをもとに保健
師の支援方法を考察する．

Ⅱ．研究方法

1．用語の定義
結核回復者：感染症法施行規則第27条の7に基づく

結核医療を必要としないと認められてから2年以内の者
で管理検診の対象者とする．

2．研究デザイン
本研究は，質的記述研究を実施した．質的記述研究は，
明らかにしようとしている現象がほとんどわかっていな
いときに用いてその現象が意味することを理解すること

を目的とするため 21），結核回復者（以下，回復者）が結
核という病をどのように受け止め，治療に関連しどう行
動したのかを理解し，看護の示唆を得るためにもっとも
適切であると考え，本研究デザインを用いた．

3．研究協力者
研究協力者は，結核診断時に排菌し入院治療を受け，
自己中断することなく服薬を継続し，治療終了後6か月
以上経過した回復者5人程度とした．対象を治療終了後
6か月以上経過した者とした理由は，再発率，再排菌率
が高い期間を経過していること，また，治療終了後6か
月というのが診断から現在（データ収集時）までの経過
について振り返り，十分に語ってもらえるためである．
便宜的に抽出した2か所の都道府県保健所長と保健師長
に研究の趣旨について文書を用いて説明し，調査の承諾
を得た．そのうえで感染症チームリーダー保健師に研究
の趣旨および選定基準について説明し調査の承諾を得て
研究協力者を紹介してもらった．研究協力者に依頼書を
用いて口頭で説明し研究参加の同意を得た．

4．データ収集期間と場所
データ収集期間は，2016年1～11月である．面接は，
研究協力者の都合のよい日時と場所を設定しプライバ
シーが確保できる部屋で行った．

5．データ収集方法
インタビューガイドに基づき，「基本属性」「自覚した
症状やきっかけ」「医師からの説明や対応の内容」「入院
中および退院後の生活で困ったことや不安」「家族や友
人とのつきあい方」などについて半構成的面接を実施し
た．面接時間は，研究協力者1人あたり1回約60分とし
た．研究協力者の語りは許可を得て，ICレコーダーに
録音した．

6．データ分析方法
分析は録音した面接内容を逐語録にしたものをデータ
とし，彼らが結核という病をどのように受け止め服薬を
していたか，結核の認識と結核治療に関連する行動につ
いて語られている部分をデータとして抽出してコード化
した．
次に，他の事例や異なる状況との類別を繰り返し行い，
コードの特性を明らかにしてサブカテゴリーを抽出し
た．診断時，入院中，退院後の時期に分け，さらに抽象
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度を上げ，結核の認識および結核治療に関連する行動を
表すカテゴリーにまとめた．また，診断から治療終了後
の流れに沿ってカテゴリーを図示した．分析の全過程に
おいて質的研究に熟練している研究者2人の指導を繰り
返し受け，カテゴリーを精錬するとともに，研究協力者
に結果を提示し，内容の解釈に齟齬がないか確認を行っ
た．

7．倫理的配慮
研究協力者には研究の趣旨および内容を説明し，研究
の参加協力は自由意思であり，研究協力を途中で辞退す
ることが可能であること，プライバシーの保護を確約す
ること等について説明し，書面にて同意を得た．本研究
は，大阪府立大学大学院看護学研究科研究倫理委員会の
承認を得て実施した（承認年月日：2016年1月13日，
承認番号：27-59）．

Ⅲ．結　　果

1．研究協力者の概要
研究協力者の概要を表1に示す．研究協力者は男性4

人，女性1人で，平均年齢68.0歳であった．面接時間は
1人あたり37～77分で，平均60.1分であった．結核が
発見される契機は，健診受診が2人，その他の3人は他
疾患の治療のための医療機関受診であった．うち2人は
自覚症状があった．結核診断時に職業ありは2人で，家
族などの結核罹患歴ありは2人であった．

2．結核の認識と結核治療に関連する行動について
結核の認識として6カテゴリー，23サブカテゴリーが
抽出された．結核治療に関連する行動として6カテゴ
リー，27サブカテゴリーが抽出された．以下，カテゴリー

を【 】，サブカテゴリーを《 》，語りを「 」で示す．
結核の認識は，診断時に【予想外の診断への困惑】【診
断への怒り】を覚え，入院し治療が始まると【服薬への
期待】と【治療が思うように進まない焦り】を感じ，退
院後は【結核を抱えた生活への緊張】をもっていた．ま
た，診断時から治療が終了した後も【周囲との関係性が
崩れることの不安】を抱え続けていた．
結核治療に関連する行動は，診断時は【生活の段取り
をつける】ことを行い，入院後に【結核発病の引き金を
振り返る】ことをしていた．また【隔離中の時間が有効
になるようにする】【お互いに励まし合う】【保健師を社会
との仲立ちにする】ことを行い退院後の生活の準備をし
ていた．退院後は，これまでの【生活習慣の改善に努める】
ことをしていた．それぞれのカテゴリー，サブカテゴリー
の一覧を表2，3に示す．また，結核の認識と結核治療
に関連する行動のカテゴリーの構造を図1に示す．
１）結核の認識
（1）【予想外の診断への困惑】
咳が出る，だるいなどの自覚症状があっても暑さや季
節によって現れるものとして《日常的な症状と想定す
る》《症状を軽くとらえる》ためすぐには受診をしていな
かった．「結核って大昔の病気でいまもあるっていうの
も全然知らなかったんで，（診断されて）「え？」と思っ
て」の語りから診断されるまで重大な病気であることを
想定しておらず，《診断名に違和感を抱く》《入院指示に
気が動転する》のサブカテゴリーが示された．
（2）【診断への怒り】
入院先は医師が指示する結核指定医療機関である．「遠
いですからね．こんなひょろひょろしてる人間をね（そ
の病院まで行けっていうから），そこでもう堪忍袋の緒
が切れました」の語りから，《医師の指示に従うしかな
い》立場の弱さと《感染源と決めつけられ悔しさを覚え

表1　研究協力者の概要

年代 性別 発見方法 家族・親類の結核罹患歴 職業 結核のイメージ

50歳代 男性 職場健診 あり あり 昔の病気だけどいまもある，治療がうまくいかなかった人が長期
入院している，大抵の人は治る

50歳代 女性 医療機関受診
（他疾患）

不明 あり 昔の病気

60歳代 男性 結核健診 あり なし 病院の薄暗く狭いところに入院をする， 
暗いイメージ

70歳代 男性 医療機関受診
（他疾患）

不明 なし 不治の病，人がいやがる病気

80歳代 男性 医療機関受診
（他疾患）

不明 なし 怖い病気ではない，薬で治る
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る》《頭ごなしの対応に腹を立てる》などの彼らの言い分
を聞き入れてもらえない不満を感じていた．
（3）【服薬への期待】
治療が始まると，「がんじゃなくてよかったなとつく
づく思いました」「薬を飲まない限り身体が悪くなる一
方だと認識した」の語りから《治る病気であることに安
堵する》《すべてが服薬次第であることに気づく》のサブ

カテゴリーが抽出された．また，「他の人に拡げないた
めに（薬を）がんばって飲む」「家族に迷惑をかけたから
（家族のために飲む）」の語りから《服薬することを意味
づける》のサブカテゴリーが抽出された．
（4）【治療が思うように進まない焦り】
「薬飲むのが仕事なのに（副作用で）飲めないからこん
な辛いことない」「要するに肝臓なんですよ．数値が上

表2　結核の認識

カテゴリー サブカテゴリー

予想外の診断への困惑 日常的な症状と想定する
症状を軽くとらえる
診断名に違和感を抱く
入院指示に気が動転する

診断への怒り 医師の指示に従うしかない
感染源と決めつけられ悔しさを覚える
頭ごなしの対応に腹を立てる

服薬への期待 治る病気であることに安堵する
すべてが服薬次第であることに気づく
服薬することを意味づける 

治療が思うように進ま
ない焦り

薬合わせと副作用にいらだつ
血液検査結果に一喜一憂する
退院できる日を指折り数える
服薬がすべての毎日に気が遠くなる
隔離入院で身体が衰える

結核を抱えた生活への
緊張

職場の雰囲気が気になる
近所の噂に過敏になる
体調管理に神経質になる
再発を恐れる

周囲との関係性が崩れ
ることへの不安

だれかにうつしていないか気になる
感染させていないことに胸をなでおろす
職場の上司・同僚の受け止め方が気になる
友人・親戚に嘘をついてでも隠したい

表3　結核治療に関連する行動

カテゴリー サブカテゴリー

生活の段取りをつける 即入院できない事情を主治医に伝える
仕事を割り振る
代わりの介護者を見つける
できる範囲のことを必死に済ませる

結核発病の引き金を振り
返る

感染の機会を思い出す
接触者を洗い出す
肺炎の罹患をたどる
喫煙との関係を疑う
体力の衰えを認める

隔離中の時間が有効にな
るようにする

暇を持て余す
血液検査データと服薬との関係を分析する
病院食を記録する
服薬した空殻を紙に貼る
ベッドサイドで運動をする
電話で仕事をする

お互いに励まし合う 治療状況を披露する
愚痴を言い合う

保健師を社会との仲立ち
にする

保健師に家族の健診結果を聞く
保健師に周囲の受け止め方を聞く
保健師に交渉してもらう
保健師に打ち明け気分を晴らす

生活習慣の改善に努める 入院中の生活リズムを継続する
食事記録をつける
飲酒を控える
体重を毎日測る
独自の飲み忘れない工夫を編み出す
仕事量を調整する

結
核
の
認
識

結
核
治
療
に
関
連
す
る
行
動

治療終了後治療中

生活の段取りをつける

管理
検診退院入院診断

登録
登録
削除

はカテゴリーを表す．

保健師を社会との仲立ちにする

お 互 い に 励 ま し 合 う

隔離中の時間が有効になるようにする

結 核 発 病 の 引 き 金 を 振 り 返 る

服 薬 へ の 期 待

治療が思うように進まない焦り診 断 へ の 怒 り

予想外の診断への困惑

周 囲 と の 関 係 性 が 崩 れ る こ と へ の 不 安

生活習慣の改善に努める

結核を抱えた生活への緊張

図1　結核回復者の結核という病の受け止め過程
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がったら（入院期間が）長くなる」の語りから《薬合わせ
と副作用にいらだつ》《血液検査結果に一喜一憂する》
《退院できる日を指折り数える》《服薬がすべての毎日に
気が遠くなる》のサブカテゴリーが抽出された．また，
《隔離入院により身体が衰える》ことを感じていた．
（5）【結核を抱えた生活への緊張】
治療をしながらの生活をイメージし《職場の雰囲気が
気になる》ことや《近所の噂に過敏になる》など結核に
罹患することによる偏見や差別を心配していた．また，
「×日が肺のCT結果発表なんです．また結核っていわ
れたらどうしようと思って」「風邪をひくと心配になり
ます」の語りがあり，《体調管理に神経質になる》《再発
を恐れる》など再発への不安を抱えていることが示され
た．
（6）【周囲との関係性が崩れることへの不安】
《だれかにうつしていないか気になる》《感染させてい
ないことに胸をなでおろす》など家族や同僚に結核を拡
げていないかを心配していた．また，「うわべでは“よ
かったね”とかいってくれるけど，“こいつのせいでこ
うなったじゃないか”と，その辺がどれだけあるか（気
になる）」「人がいやがる病気です．いまでも．私なんか
の年代でしたら，あいつは肺病だったという人がほとん
どです」の語りから，《職場の上司・同僚の受け止め方
が気になる》《友人・親戚に嘘をついてでも隠したい》の
サブカテゴリーが抽出された．
２）結核治療に関連する行動
（1）【生活の段取りをつける】
入院の指示に従うために，「（介護が必要な）手のかか
る家族がいるけどどうしましょう」といった語りがあ
り，《即入院できない事情を主治医に伝える》ことをし
ていた．また《仕事を割り振る》《代わりの介護者を見つ
ける》《できる範囲のことを必死に済ませる》などをして
いた．
（2）【結核発病の引き金を振り返る】
入院後は保健師の積極的疫学調査に協力し，「どう
やって（結核が）出たかが自分ではわかってない」の語
りから《感染の機会を思い出す》《接触者を洗い出す》
《肺炎の罹患をたどる》《喫煙との関係を疑う》《体力の衰
えを認める》などが抽出された．
（3）【隔離中の時間が有効になるようにする】
また，咳などの症状が落ち着き始めると《暇を持て余
す》ようになり，「暇つぶしに表をつくった．ここで（数
値が）どんと上がっているから中止」と述べているよう

に《血液検査データと服薬との関係を分析する》ことや
《病院食を記録する》《服薬した空殻を紙に貼る》など，
治療の進み具合を確認しながら入院生活を送っていた．
また，《ベッドサイドで運動をする》《電話で仕事をする》
など許される範囲内でこれまでの日常を続けていた．
（4）【お互いに励まし合う】
入院中は結核専門病棟で複数の結核治療を受ける者と
出会っていた．「痰に菌がどれぐらいいてるとかが話題
になる．これだったらもうすぐ退院できるかも，とかお
互いにいろいろ情報を持ち寄ってね」の語りのように
《治療状況を披露する》《愚痴を言い合う》ことで治療に
前向きになっていた．
（5）【保健師を社会との仲立ちにする】
入院期間中に保健師が訪問した際には，「保健師さん
から家族の健診結果がどうだったか教えてもらえるとあ
りがたい」のように《保健師に家族の健診結果を聞く》
《保健師に周囲の受け止め方を聞く》ことで病院外の様
子を知り，《保健師に交渉してもらう》《保健師に打ち明
け気分を晴らす》など保健師を活用していた．
（6）【生活習慣の改善に努める】
退院後は，「なにを食べたかとか，寝る前には体重測っ
て」の語りのように《入院中の生活リズムを継続する》
《食事記録をつける》《飲酒を控える》《体重を毎日測る》
ことや《独自の飲み忘れない工夫を編み出す》《仕事量を
調整する》など入院生活に倣った生活様式を選んでい
た．

Ⅳ．考　　察

調査結果から，回復者は突然の結核診断に【予想外の
診断への困惑】【診断への怒り】を抱きながらもわずかの
時間で【生活の段取りをつけ（る）】て入院の指示に従っ
ていた．治療中は，【結核発病の引き金を振り返る】【隔
離中の時間が有効になるようにする】【お互いに励まし
合う】ことで結核である自分を受け止め【治療が思うよ
うに進まない焦り】を感じながらも【服薬への期待】を
もち，治ることを信じて日常を取り戻すために服薬を継
続していた．また，【保健師を社会との仲立ちにする】
ことで病院外のことを把握していた．退院後は，規則正
しく服薬し治療が完了しても再発しないように【結核を
抱えた生活への緊張】をもち【生活習慣の改善に努める】
ようにしていた．また，彼らは結核になったことで【周
囲との関係性が崩れることへの不安】を抱き，その不安
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は治療が終了した後も続いていることが示された．以下
では，診断時，入院中，退院後の状況において，結核の
認識と結核治療に関連する行動から，結核という診断が
彼らにどのような意味をもっていたのかを考察し，それ
に基づき保健師の支援について考える．

1．診 断 時
結核診断時【予想外の診断への困惑】があることが示
された．山路ら 20）は，昔の結核のイメージが入院拒否
につながるため保健師は結核という疾病文化を理解した
関わりが必要であると述べており，彼らにとって結核は
過去の病気であり結核に似た自覚症状があってもその症
状で結核を考えることがむずかしいことが示された．ま
た，【診断への怒り】が示され，法律で決められている
こととして従うしかないという立場の弱さのなかで医療
者の事情を組み入れない対応に腹を立て，一見すると素
直に入院の指示に応じているようにみえる行動も困惑と
怒りに揺れ動いていることがわかった．桑原 22）が報告
しているように，家族の介護を代われる家族がいない，
仕事を代われるスタッフがいないなど彼らに詳しく聞か
ないと知り得ない事情があり，今回の結果でも入院をす
るために《代わりの介護者を見つける》《仕事を割り振
る》などをしていた．浅岡ら 23）によると入院により家族
や社会での役割が担えなくなる葛藤が生じるとされ，彼
らが担っている役割をサポートする者を見つけることが
必要であることがわかった．このことから，彼らにはこ
れまで生きてきた生活があることを念頭におき【生活の
段取りをつける】など生活者として彼らの背景を理解し
て支援することが重要である．介護や仕事で多忙のため
発病するまで自身の健康に目を向けられなかったこと，
核家族のため入院すると家族の生活が維持できないこ
と，家族が移動手段をもたないため彼らが書類の手続き
や入院の段取りをしなければならないことなど，入院を
決断できない状況への支援が必要である．保健師は届出
を受理すると即座に彼らの生活事情を把握し，その情報
をもって支援にあたることが求められる．

2．入 院 中
治療開始後は，病棟看護師の目の前で薬を飲み服薬を
確認されることや保健師の面接で診断までの行動につい
て事細かに聞かれることで，人に感染させてしまう病気
に罹患したことを認識し始めていた．そのなかで【周囲
との関係性が崩れることへの不安】について，山路ら 19）

は積極的疫学調査時に発症を隠したいという思いをもつ
とし，山口ら 24）は，退院直後から社会復帰前の不安が
あることを明らかにしている．今回の結果では，入院か
ら退院までの間の認識に，《職場の上司・同僚の受け止
めが気になる》《友人・親戚に嘘をついてでも隠したい》
ことが述べられていた．また，《保健師に家族の健診結
果を聞く》《保健師に周囲の受け止めを聞く》ことを行
い，【保健師を社会との仲立ちにする】ことが示された．
島村ら 25）は，隔離された環境で外部との接点には限り
があるため病棟外の話題を運ぶ必要があるとしている．
隔離された環境は心理的・社会的ストレスとなり入院生
活が困難になるため 26），入院中はできる限り病院訪問を
頻回に行い彼らに寄り添う支援が重要であると考える．
また，【お互いに励まし合う】ことで先に入院している
者から情報を得て《治る病気であることに安堵（する）》
し【隔離中の時間が有効になるようにする】ことを行っ
ていた．この結果から他者の治療経過を知ることは服薬
継続の重要性の理解につながると考える．
また，結核に罹患することは悲劇的，絶望的な認識を
もつ 27）とされるが，《血液検査データと服薬の関係を分
析する》ことを行っていることから彼らにとって服薬に
よる副作用は保健師が想像する以上に脅威になっていた
と考えられる．そのため，これまでの支援に加え副作用
の内容や機序，対処方法を具体的に説明するなど副作用
を意識したていねいな対応を行うことが重要である．保
健師は彼らの生活背景を把握し，治療開始から関わるか
らこそ【治療が思うように進まない焦り】を理解した支
援ができると考える．

3．退 院 後
退院後は，結核の回復には《入院中の生活リズムを継
続する》ことが必要であると感じ，《仕事量を調節する》
など時間のゆとりをつくり，《食事記録をつける》《飲酒
を控える》など，自ら【生活習慣の改善に努める】こと
を行っていた．さらに，《再発を恐れる》《近所の噂に過
敏になる》など【結核を抱えた生活への緊張】をしてい
た．そのため，結核を発症したことで周囲に迷惑をかけ
た自責の念から自分への戒めとして《体調管理に神経質
になる》行動をしていたと考える．また，結核に罹患す
ることは治療終了後の生活にも影響を与え，彼らにとっ
て結核診断は消えるものではなかった．ちょっとした症
状にも過敏になり，《体重を毎日測る》行動などに結核
菌が再び活動し始めるのではないかという気持ちが表れ
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ており，保健師が想像する以上に《再発を恐れる》こと
が示された．舟迫ら 16）の調査では，潜在性結核感染症
患者の場合は診断をきっかけに【生活習慣の改善に努め
る】ことは行っていないことからも，治療のため入院を
経験することが，再発に関する認識の変化に影響してい
たと考える．そのため，治療終了後に行う管理検診で経
過や生活の変化を確認することに加え，再発の兆候や他
の疾患の病状を確認することが重要である．また，住民
健診や職場健診などの問診時の伝え方や健診結果の解釈
について説明をしておくことで不要な検査をしなくても
すみ，不安の軽減につながると考える．偏見に対する不
安は治療終了後も続くことから管理検診で結核の再発を
確認するだけでなく 28），周囲との関係が回復しているか
についての情報を確認する支援が必要である．
回復者は治療終了後も結核に罹患した事実に対峙しな
がらいまの生活を送っていることが示された．保健師は，
入退院の基準や接触者の健診の実施など感染症法に定め
られる一律の対応 29）と同時に個別の対象者の生活状況
や結核の受け止め過程に応じた支援を行うことが求めら
れていると考える．

4．研究の限界と今後の課題
本研究は，回顧的に語られた内容であること，研究協
力者は標準治療期間で服薬が終了しており治療意識が高
い者に限定されること，地域が限られるため医療機関の
地理的条件が限定され結果にかたよりが生じている可能
性がある．しかし，細やかな回復者の揺れ動く気持ちを
示すことができ対象者を理解した支援の重要性の一助が
得られたことは意義が大きい．今回の研究協力者は無職
や男性にかたよっており就学や就労，女性に関連した内
容については十分に聞き取ることができなかった．今後
さらに対象を広げ，結核に罹患するということの意味を
深めていきたいと考える．
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Ⅰ．緒　　言

生活習慣病予防や特定保健指導対象者の減少のために
は20～30歳代からの生活習慣改善が有効である 1）．し
かし，40歳未満の労働者に行う保健指導は企業におい
ては努力義務であり保健指導の機会は非常に少なく 1），
支援が十分であるとはいいがたい．さらに，40歳未満
の労働者のような若い世代では，主観的健康感が高く疾
病の理解や自覚症状への認識が乏しくなる傾向があり，
生活習慣への関心を高めることがむずかしい 2）．企業に

とって若年労働者は貴重な人的財産で，その健康問題は
経営に直結し，国の産業の発展にも影響を及ぼしかねな
い重要な課題である．このように，産業保健分野におけ
る労働者の健康管理において40歳未満の労働者への保
健指導は一次予防のうえで特に重要である．さらに，昨
今，わが国では会社への帰属意識の低下と個人の生活や
楽しさを優先させるという若年労働者の就業意識から，
高い離職率や無業者の増加という社会的課題に直面して
おり 3），貴重な働き手である若年労働者が長く仕事に従
事できることが望まれている．
健康の増進と生産性の向上を両立させる鍵概念として

「ワーク・エンゲイジメント（Work Engagement；以
下，WE）」が重視されている．WEは「仕事に関連する

受付日：2020年9月19日／受理日：2021年5月25日
1）Ayako Naka：旭化成株式会社大阪健康経営支援センター
2）Emiko Kusano：大阪医科薬科大学看護学部

■資　料■

既存データを活用した40歳未満の労働者における

生活習慣とワーク・エンゲイジメントの関連についての検討

仲　文子 1），草野恵美子 2）

  抄　録  

目的：40歳未満の労働者の生活習慣とワーク・エンゲイジメント（以下，WE）との関連についての既存デー
タを活用した検討を行うことを目的とする．
方法：A社の40歳未満の社員を対象として，既存データである健康診断結果を用いた．WE測定尺度は新職
業性ストレス簡易調査票（以下，NewBJSQ），生活習慣項目は標準的な質問票から抽出した．交絡因子とし
てNewBJSQと同質問票から，基本属性および病歴・既往歴，業務の状況に関する情報を把握した．WEと
生活習慣の関連を調べるため，男女別にχ2検定を実施し，有意差および有意な傾向がみられた生活習慣項目
と交絡因子を独立変数とし，WEを従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を実施した．
結果：男性で「睡眠で休養が十分にとれている」でオッズ比が1.496（95％信頼区間1.047─2.137，p＝0.027），
女性で「1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2回，1年以上している」でオッズ比が3.547（95％信頼区間
1.509─8.338，p＝0.004）と高いWEとの有意な関連がみられた．
考察：40歳未満においてWEに関連する生活習慣は，男性は睡眠，女性は運動であり，40歳未満の労働者の
WEを考慮した保健指導では，これらの点に留意する必要性が示唆されるとともに，既存データを活用した
産業保健分野での検討に関する基礎資料となった．

【キーワード】40歳未満，若年労働者，ワーク・エンゲイジメント，生活習慣

日本地域看護学会誌，24（2）：67–75，2021
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ポジティブで充実した心理状態」4）と定義され，労働者
の強みや作業効率の高さなどの労働者のポジティブな側
面に着目した概念である 5）．WEは年齢が上がるにつれ
て高くなっていく傾向にあるとの報告があり，その背景
としては仕事への自信や仕事を通じた成長実感が高まる
ことに加えて，仕事にコントロールが効きやすくなる可
能性が指摘されている 6）ことから，若年労働者において
はWEの向上支援も重要であると考えられる．WEに関
連する要因には，年齢 7─10），性別 7,8,10），職業階級 8,10），配
偶者の有無 8,10），労働時間や仕事の要求 9,10），作業負荷等
の労働条件 9,10）などの基本属性および病歴・既往歴，業
務の状況に加えて生活習慣との関連も指摘されてい
る 7─9）．
若年労働者へのWEの向上を視野にいれた保健指導を
目指すうえで，まずは生活習慣とWEに言及のある研究
を検証したところ，これらの研究対象者はほぼ40歳以
上であり，40歳未満の労働者の生活習慣とWEに関す
る具体的な研究は見当たらず新たな検討が必要であると
考えられた．さらに産業保健の現場では，健康診断結果
等の身体，生活習慣，心理面等の多様なデータを有して
おり，これらのデータを個人への保健指導にとどまらず
産業保健活動の向上のために活用することの重要性が高
まっている．
以上より，本研究では40歳未満の労働者における生
活習慣とWEとの関連について，既存データを活用した
検討を行うことを目的とした．

Ⅱ．研究方法

1．用語の定義
WE：新職業性ストレス簡易調査票（New Brief Job 

Stress Questionnaire；以下，NewBJSQ）に基づき「熱
意」「活力」とした．本調査票はストレスチェック制度に
より多くの企業で用いられている．なお「没頭」は没頭
しすぎる状態への危惧，「活力」がWEの中核概念とい
う指摘があり，本調査票開発時に「没頭」は除外されて
いる．

2．研究対象者
総合化学メーカー A社の専門職を除く40歳未満のA

社の男女1,682人を研究対象とした．対象者の特徴は，
夜勤がなく，業務内容は主に営業職が多く占める外勤を
伴う業務と，その他の内勤業務に分けられた．

3．研究方法
本研究では，産業保健現場が一般的に保有している定
期健康診断のデータを活用した．生活習慣とWEおよび，
先行研究の検討から得られたWEに関連する因子として
の基本属性および病歴・既往歴，業務の状況に関する情
報について，以下のとおり，既存データからこれらに適
する項目を抽出して使用した．
１）使用データ

2017年1～3月に実施した定期健康診断で全対象者に
用いた特定健康診査の問診票とNewBJSQの結果を活
用した．NewBJSQは任意回答のためA社ではストレス
チェック制度の意義等について実施期間中に3回の情報
提供を行って回答が促された．特定健康診査の問診票の
半分以上とNewBJSQでWEに関する項目が未回答のも
のは除外して，全対象件数1,682件中1,076人分が分析
対象となり，有効回答率は64.0％であった．
２）解析項目
（1）生活習慣

Breslowら 11）の7つの健康習慣を参考にして，特定健
康診査の問診票より生活習慣に関連している20設問を
抽出した．BMIは「適正体重の維持」の指標として日本
肥満学会の判定基準を用いて解析項目に取り入れた．
（2）WE

NewBJSQのWE測定項目（「仕事をしていると，活
力がみなぎるように感じる（活力）」「自分の仕事に誇り
を感じる（熱意）」）を使用した．
（3）基本属性および病歴・既往歴，業務の状況に関す

る情報
WEに関連する生活習慣以外のものは，先行研究にお
いて基本属性および病歴・既往歴，業務の状況であった．
本研究では基本属性として年齢，性別，配偶者の有無，
職種，役職，勤続年数を使用した．病歴・既往歴は厚生
労働省「標準的な質問票」から抽出した．労働時間につ
いては労働者の申告による正確な把握がむずかしく今回
は使用を断念した．業務の状況を把握するために
NewBJSQからWEの先行要因である仕事の負担や仕事
の資源に関する因子 5）のうち，先行研究における検討で
WEと関連があるとされた因子 9,10）に近い項目として
「仕事の量的負担」「仕事の質的負担」「身体的負担度」
「仕事のコントロール」「技能の活用」「職場での対人関
係」「職場環境」「仕事の適正」「上司の支援」「同僚の支
援」「家族・友人の支援」の11種類の尺度とそれらの25

設問の合計27設問を業務の状況として用いることとし
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た．これらは同じ質問票の項目だが，WE尺度とは別の
尺度とされているため交絡因子として用いた．
３）分析方法
（1）WEおよびNewBJSQ各設問の得点計算方法および

データの加工について
NewBJSQの各設問は「そうだ」「まあそうだ」「やや

ちがう」「ちがう」の4件法で高得点が望ましい状態とな
るように設定されている．各尺度は規定の得点計算式に
基づいて設問の合計を設問数で除して算出した．WEは
「活力」と「熱意」の2設問で逆転項目のため，値を逆転
させたうえで合計を2で除して得点を算出した（範囲1

～4点）．WEを含むNewBJSQから得た各得点は「高群
（＝1）」「低群（＝0）」に2値化した．2値化にあたっては
外れ値の影響やShapiro-Wilk検定の結果で正規性が認
められなかったことを考慮して中央値以上を高群とし
た．その他の変数に関しては2群に分け，選択肢が3群
以上のものはダミー変数を作成した．
（2）生活習慣とWEとの関連
まず，生活習慣および基本属性等の交絡因子を単純集
計するとともに，WEとの関連をχ2検定により確認した．
有意差（p＜0.05）および有意な傾向（p＜0.1）がみられ
た項目を独立変数としWEを従属変数とした多重ロジス
ティック回帰分析を行った．これらの独立変数のうち，
運動に関する項目「日常生活において歩行または同等の
身体活動を1日1時間以上している」と「ほぼ同じ年齢
の同姓と比較して歩く速度が速い」に関して多重共線性
の検討を行い，相関係数が0.19であること等から両方
投入した．本研究ではWEに性差がみられたため男女別
に分析した．統計学的分析には IBM SPSS Statistics 

ver.25 for Windowsを用い，有意水準を5％とした．

4．倫理的配慮
本研究は大阪医科大学倫理審査委員会の承認を得たう
えで（承認年月日：2019年1月11日，承認番号：
看119），A社の承認を得た．対象者へはオプトアウト
の手法を用いて社内ホームページで研究の目的，方法，
不利益と利益，個人情報の保護，データの保管および取
り扱い，結果の公表等について説明した．研究への参加
を拒否したい場合には申し出ることを記載したが，拒否
の表明はなかった．

Ⅲ．研究結果

1．分析対象者の概要（表1）
対象者の内訳は男性828人（77.0％），女性248人

（23.0％）であった．受診時年齢の平均±標準偏差は男
性32.0±4.24歳，女性31.7±4.97歳であった．その他
は表1に示すとおりである．

2．WEの状況
WEの平均値は男性が2.68±0.64，女性が2.59±0.67

であった． 中央値は男性が3.00，女性が2.50（範囲は
いずれも1.00～4.00）であり，WEの高群は男性で447

人（54.0％），女性で110人（44.4％）と有意に男性で高
く，女性で低い結果であった（p＜0.01）．

3．男女別の生活習慣とWEとの関連（表2）
男性の生活習慣では，非喫煙，運動1日1時間以上，

睡眠が十分な者において有意にWEが高く，女性では運
動週2日以上，睡眠が十分な者においてWEが有意に高
かった．

4．男女別の基本属性，病歴・既往歴，業務の状況と
WEの関連（表3）

WEの高群と有意な関連がみられた基本属性は男性で

表１　男女別の基本属性� n（％）

項　　目 男　N＝828 女　N＝248

健診時年齢
　25歳未満  36  4.3  21  8.5

　25歳以上30歳未満 212 25.6  70 28.2

　30歳以上35歳未満 312 37.7  72 29.0

　35歳以上40歳未満 268 32.4  85 34.3

健診時勤続年数
　平均値±標準偏差 6.81±4.03 5.76±4.01

　5年未満 243 29.3 112 45.2

　5年以上10年未満 381 46.0  87 35.1

　10年以上 204 24.6  49 19.8

配偶者の有無
　なし 213 25.7 125 50.4

　あり 615 74.3 123 49.6

役職の有無
　なし 796 96.1 246 99.2

　あり  32  3.9   2  0.8

雇用形態
　非正規社員   6  0.7  43 17.3

　正社員 822 99.3 205 82.7

職種
　営業 577 69.7 119 48.0

　非営業 251 30.3 129 52.0
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表２　男女別の生活習慣とWEとの関連� n（％）

カテゴリー 項　　　目 人数

男　N＝828

WEの高低 人数

女　N＝248

WEの高低

低群 高群 p値 低群 高群 p値

喫煙
現在タバコを習慣的に吸っている
　はい 208 108（51.9） 100（48.1）

0.048
  3   2（66.7）   1（33.3）

0.699
　いいえ 620 273（44.0） 347（56.0） 245 136（55.5） 109（44.5）

運動

習慣

1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2日以
上，1年以上している
　いいえ 661 311（47.0） 350（53.0）

0.234
208 122（58.7）  86（41.3）

0.030
　はい 167  70（41.9）  97（58.1）  40  16（40.0）  24（60.0）

時間

日常生活において歩行または同等の身体活動を
1日1時間以上している
　いいえ 422 210（49.8） 212（50.2）

0.027
147  88（59.9）  59（40.1）

0.107
　はい 406 171（42.1） 235（57.9） 101  50（49.5）  51（50.5）

強度
ほぼ同じ年齢の同姓と比較して歩く速度が速い
　いいえ 312 156（50.0） 156（50.0）

0.074
126  74（58.7）  52（41.3）

0.320
　はい 516 225（43.6） 291（56.4） 122  64（52.5）  58（47.5）

飲酒機会

お酒を飲む頻度
　ほとんど飲まない（飲めない） 119  54（45.4）  65（54.6）

0.974

 63  37（58.7）  26（41.3）
0.334　ときどき 516 239（46.3） 277（53.7） 158  83（52.5）  75（47.5）

　毎日 193  88（45.6） 105（54.4）  27  18（66.7）   9（33.3）

睡眠

睡眠で休養が十分とれている
　いいえ 254 145（57.1） 109（42.9）

0.000
 77  51（66.2）  26（33.8）

0.024
　はい 572 236（41.3） 336（58.7） 171  87（50.9）  84（49.1）
　無回答   2   0

体重に関す
ること

20歳から10 kg以上体重が増加している
　はい 243 107（44.0） 136（56.0）

0.461
 17  12（70.6）   5（29.4）

0.199
　いいえ 585 274（46.8） 311（53.2） 231 126（54.5） 105（45.5）

この1年で体重の増減が3 kg以上あった
　はい 331 154（46.5） 177（53.5）

0.832
 76  44（57.9）  32（42.1）

0.655
　いいえ 485 222（45.8） 263（54.2） 166  91（54.8）  75（45.2）
　無回答  12   6

肥満度（BMI）
　やせ（18.5未満）  23  12（52.2）  11（47.8）

0.587

 51  26（51.0）  25（49.0）
0.753　標準（18.5以上25.0未満） 611 275（45.0） 336（55.0） 183 104（56.8）  79（43.2）

　肥満（25以上） 194  94（48.5） 100（51.5）  14   8（57.1）   6（42.9）

食事に関す
ること

人と比べて食べる速度が速い
　ふつう 392 175（44.6） 217（55.4）

0.714

134  71（53.0）  63（47.0）
0.184　速い 350 164（46.9） 186（53.1）  82  52（63.4）  30（36.6）

　遅い  86  42（48.8）  44（51.2）  32  15（46.9）  17（53.1）

就寝2時間以内に夕食をとることが週に3回以
上ある
　はい 421 181（43.0） 240（57.0）

0.082
109  62（56.9）  47（43.1）

0.729
　いいえ 406 199（49.0） 207（51.0） 139  76（54.7）  63（45.3）
　無回答   1   0

夕食後に間食をとることが週3回以上ある
　はい 113  56（49.6）  57（50.4）

0.424
 49  31（63.3）  18（36.7）

0.238
　いいえ 703 320（45.5） 383（54.5） 193 104（53.9）  89（46.1）
　無回答  12   6

朝食を抜くことが週に3回以上ある
　はい 302 139（46.0） 163（54.0）

0.996
 75  44（58.7）  31（41.3）

0.528
　いいえ 526 242（46.0） 284（54.0） 173  94（54.3）  79（45.7）

・無回答は分析から除外した
・WE高低は男性中央値3.0以上で高群（＝1）未満（＝0），女性中央値2.5以上で高群（＝1）未満（＝0）とした
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役職のあることであり，女性には有意差がみられた項目
はなかった．また，男女ともに病歴・既往歴は該当者が
極端に少なかったため分析から除外した．WEの高群と
有意な関連がみられた業務の状況には，男女ともに「仕
事のコントロール」「技能の活用」「仕事の適性」「上司の
支援」「同僚の支援」「家族・友人の支援」があり，男性
にのみ「職場環境」がみられた．

5．男女別の生活習慣とWEの関連における多重ロジス
ティック回帰分析の結果（表4）
生活習慣とWEの関係では，男性で「睡眠で休養が十

分にとれている」（OR＝1.496，95％CI：1.047～2.137），
女性では「1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2日以
上，1年以上している」（OR＝3.547，95％CI：1.509～
8.338）で有意差を認めた．

Ⅳ．考　　察

1．分析対象者について
本研究対象者のWEについては男女差がみられ，男性
のほうが高い割合が多かった．先行研究による全国調査
では，男性が2.45±0.77，女性が2.58±0.76であり 12），
本研究では男性においてWEは全国調査よりやや高い集
団で，女性ではほぼ平均であった．

2．有意差のみられた生活習慣項目とWEの関係について
１）睡眠とWE

男性では睡眠による休養が十分である者が十分でない
者に比べてWEが有意に高かった40歳以上での先行研
究では十分な睡眠 7─9）はWEへの高い関連性を認めてい
る．睡眠不足は日中の機能低下につながり，さらに30

～45％の労働者の睡眠の質が不良であるという日勤労
働者が対象の大規模調査の実態 13）や，不十分な睡眠に

表３　男女別の基本属性・業務の状況とWEの関連� n（％）

項　　　目 中央値

男　N＝828

WEの高低 中央値

女　N＝248

WEの高低

低群 高群 p値 低群 高群 p値

役職の有無
　なし 375（47.1） 421（52.9） 　0.002 137（55.7） 109（44.3） 　0.872

　あり   6（18.8）  26（81.3）   1（50.0）   1（50.0）
仕事のコントロール
　低群 2.67 163（67.6）  78（32.4） ＜0.001 3.00  65（72.2）  25（27.8） ＜0.001

　高群 218（37.1） 369（62.9）  73（46.2）  85（53.8）
技能の活用
　低群 3.00 119（61.3）  75（38.7） ＜0.001 3.00  40（66.7）  20（33.3） 　0.048

　高群 262（41.3） 372（58.7）  98（52.1）  90（47.9）
職場環境
　低群 3.00  59（56.7）  45（43.3） 　0.019 3.00  25（65.8）  13（34.2） 　0.171

　高群 322（44.5） 402（55.5） 113（53.8）  97（46.2）
職場での対人関係
　低群 3.00 313（46.7） 357（53.3） 　0.404 2.67 111（58.7）  78（41.3） 　0.080

　高群  68（43.0）  90（57.0）  27（45.8）  32（54.2）
仕事の適性
　低群 3.00 138（82.6）  29（17.4） ＜0.001 3.00  62（84.9）  11（15.1） ＜0.001

　高群 243（36.8） 418（63.2）  76（43.4）  99（56.6）
上司の支援
　低群 3.00 221（66.0） 114（34.0） ＜0.001 2.67  98（69.5）  43（30.5） ＜0.001

　高群 160（32.5） 333（67.5）  40（37.4）  67（62.6）
同僚の支援
　低群 3.33 201（64.8） 109（35.2） ＜0.001 3.00  82（70.1）  35（29.9） ＜0.001

　高群 180（34.7） 338（65.3）  56（42.7）  75（57.3）
家族・友人の支援
　低群 3.00 231（60.3） 152（38.7） ＜0.001 3.33  76（69.1）  34（30.9） ＜0.001

　高群 150（33.7） 295（66.3）  62（44.9）  76（55.1）
・各項目は中央値以上を高群（＝1），中央値未満を低群（＝0）とした
・有意差のあった項目のみ記載
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よる労働者の健康リスクに代表されるような生活習慣病
と抑うつとの関連 14）などの報告がある．睡眠で休養が
十分にとれていない者の割合は，全国の年齢階級別にお
いて20歳代が23.2％，30歳代が27.6％で40歳代男女
が30.9％ともっとも多い 15）が，本研究ではそれよりも
多い44.5％であった．これらから，若いときは睡眠不
足の自覚があっても体力で対応できるが，十分な睡眠の
自覚はWE向上の可能性のうえで大切であり労働者自ら
が睡眠を確保する行動が重要であると考えられる．気が
つかないうちに睡眠の妨げとなっている要因の1つであ
るスマートフォン等の利用は，10～20歳代の利用時間
が突出して長く，全年齢でも継続的に増加している 16）．
入眠直前まで利用できるために就寝時間が遅くなり結果
として睡眠時間の不足につながるため注意が必要であ
る．睡眠に関わる行動習慣や対処方法は個人差が大きい
ため，保健指導でていねいな生活の見直しや対処方法の
確認により，日々の疲労やストレスからの最適な回復の
方法を共に考える支援が重要といえる．
２）運動習慣とWE

女性では運動習慣がある者がない者に比べてWEが有
意に高かった．わが国の運動習慣の傾向は，年齢階級別
で男性は30歳代，女性では20歳代と働き盛りでもっと

も低い 17）．成人の運動習慣に男女差が生じる背景は青少
年期の運動実施環境，ブーム，種目の手軽さや気軽さな
どの要因 18）等が指摘されている．40歳以上を対象とし
た先行研究では，女性で1週間に150分以上の適度な運
動か75分以上の積極的な運動 7）をしていることや，1時
間かそれ以上の定期的な運動 8）でWEがまさに有意で
あった．運動には指導者や仲間が関わることによる運動
後のメンタルヘルスの改善効果 19）や，職場での運動が
WEと関連する 20）という報告もあり，運動を媒介として
よい社会関係を構築できた場合にはWEへもよい影響を
もたらす可能性があると考えられた．若年男性労働者の
運動習慣を阻害する理由に仕事や家庭の都合で時間を捻
出できない，休日は体を休めたい 21）という報告がある
が，女性についての検討は見当たらない．女性において
生活習慣のなかでも運動習慣がWEと関連する可能性が
示されたことから，女性の運動習慣を阻害する要因につ
いても今後，検討が必要である．
３）業務の状況とWE

「仕事のコントロール」「仕事の適性」「上司の支援」
「同僚の支援」「家族・友人の支援」の仕事の資源でWE

との有意な関連がみられ，なかでも「仕事の適性」は男
女ともにオッズ比が高くなっていた．一般企業に勤める

表４　男女別の生活習慣とＷＥの関連における多重ロジスティック回帰分析の結果

項　　　目

男性　N＝828 女性　N＝248

標準
誤差

有意
確率

オッズ
比

95% 信頼区間 標準
誤差

有意
確率

オッズ
比

95% 信頼区間

下限 上限 下限 上限

生
活
習
慣

現在タバコを習慣的に吸っている 0.192 0.294 1.223 0.839 1.782 ─ ─ ─ ─ ─
1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2日以上，

1年以上している
─ ─ ─ ─ ─ 0.436 　0.004 3.547 1.509 8.338

日常生活において歩行または同等の身体活動を1

日1時間以上している
0.169 　0.253 1.213 0.871 1.689 ─ ─ ─ ─ ─

ほぼ同じ年齢の同姓と比較して歩く速度が速い 0.172 　0.474 1.131 0.807 1.585 ─ ─ ─ ─ ─
就寝2時間以内に夕食をとることが週に3回以上
ある

0.168 　0.088 0.750 0.540 1.043 ─ ─ ─ ─ ─

睡眠で休養が十分とれている 0.182 　0.027 1.496 1.047 2.137 0.343 　0.466 1.284 0.655 2.518

交
絡
因
子

役職の有無 0.490 　0.016 3.261 1.248 8.524 ─ ─ ─ ─ ─
仕事のコントロール 0.190 ＜0.001 2.126 1.464 3.087 0.346 　0.117 1.720 0.873 3.388

技能の活用 0.204 　0.431 1.174 0.787 1.751 0.365 　0.083 1.885 0.921 3.859

職場環境 0.253 　0.830 1.056 0.643 1.733 ─ ─ ─ ─ ─
職場での対人関係 ─ ─ ─ ─ ─ 0.353 　0.458 1.299 0.651 2.593

仕事の適性 0.243 ＜0.001 5.728 3.559 9.218 0.387 ＜0.001 4.934 2.313 10.527

上司の支援 0.198 　0.002 1.869 1.268 2.753 0.369 　0.015 2.453 1.191 5.051

同僚の支援 0.212 　0.031 1.579 1.043 2.392 0.385 　0.477 1.315 0.619 2.796

家族・友人の支援 0.182 ＜0.001 1.807 1.266 2.580 0.341 　0.367 1.361 0.697 2.656

・参照カテゴリー
【生活習慣】 現在タバコを習慣的に吸っている（0＝はい），1回30分以上の軽く汗のかく運動を週2日以上，1年以上している（0＝いいえ），日常生

活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上している（0＝いいえ），ほぼ同じ年齢の同姓と比較して歩く速度が速い（0＝いい
え），就寝2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある（0＝はい），睡眠で休養が十分とれている（0＝いいえ）

【交絡因子】 役職の有無（0＝なし），その他の交絡因子（0＝中央値未満）
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男女（平均年齢36.3±11.1歳）を対象とした検討では，
「仕事の満足度」に関連する要因として男性では「仕事の
意義」に次いで「仕事の適性」が，女性では「仕事の適性」
がもっとも説明量が多くなっていた 22）．さらに，若年労
働者の早期離職の視点において女性の保健師の検討（平
均年齢41.0±9.8歳）では，「仕事の適性」はWEを高め
る主な影響因子となり，これにより離職意図を低くする
との報告がなされていた 23）．平成30年版子供・若者白
書（内閣府）によると 24），16～29歳を対象とした調査に
おいて約6割強が「自分の能力や適性に合わない職場な
らば転職する方がよい，やむを得ない」と感じていると
されている．これらのことから，若年労働者のWEや仕
事への満足度を向上させて前向きではない離職を防ぐた
めに特に「仕事の適性」は重要であると考えられ，本研
究においても同様の結果が得られた．

3．既存データの活用について
本研究では既存データを用いて明らかにしたい事象に
ついて検討を行った．その結果，完全に理想的なデータ
収集とはいえない部分があるが，先行研究から必要デー
タの抽出を経て分析し，明らかにしたい事象に関する結
果を得ることができた．研究としての限界はあるものの，
社員に新たな負担をかけず，業務上得られた豊富な既存
データを活用して，現場における疑問について検証して
いく1つの例を提示できたのではないかと考える．

4．実践への示唆；40歳未満の労働者のWEの視点を
もった保健指導
本結果から，40歳未満の労働者において生活習慣の
なかでも睡眠や運動習慣とWEとの関連が示唆された．
また，生活習慣だけではなく特に仕事の適性といった業
務の状況も同時に配慮することの重要性も改めて示唆さ
れた．40歳ごろまでは，身体的には充実しているが仕
事や結婚など個人の社会的背景は可変要素が多く，変化
をしながら生活様式が安定していく時期である．また，
企業では勤続年数の短い労働者ほど，組織に適応する過
程で組織の指示を受け入れやすい 25）特徴もある．本研
究では，変化に適応しやすい若いうちからのWEを視野
に入れた保健指導を行う必要性や，WEの向上に向けた
企業と産業保健部門の連携の更なる重要性を示唆する基
礎資料を提示できたのではないかと考える．

5．研究の限界
本研究は横断研究であるため因果関係を示すことはで
きない．また，一企業における既存データを活用してお
り収集できたデータの種類と解析項目には限界があっ
た．今後は解析項目を見直すとともに，同じ種類のデー
タを用いて40歳以上との比較検証を含めた全年齢を対
象とする比較研究が望まれる．

Ⅴ．結　　語

40歳未満の労働者の生活習慣とWEの関連について
既存データを用いた検討を行ったところ，40歳未満の
労働者の生活習慣とWEとの関係において，男性では睡
眠で休養が十分にとれている者，女性では運動習慣のあ
る者においてWEが有意に高いことが明らかになった．
また，対象者に新たな負担をかけずに業務上得られた豊
富な既存データを活用して，産業保健現場における課題
について検証していく一例を提示できた．
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A Study Using Existing Data on the Relationship between Lifestyle  
and Work Engagement of Japanese Workers Under 40

Ayako Naka1), Emiko Kusano2)

1) Osaka Support Center for Health and Productivity Management, Asahi Kasei Corporation
2) Faculty of Nursing, Osaka Medical and Pharmaceutical University

Objective: This study aimed to clarify the relationship between work engagement (WE) and lifestyle in 
workers under 40 years of age using existing data.
Method: A cross-sectional study was conducted using the results of health examinations of employees 
under 40 years at Company A. The WE measurement scale was the New Brief of Job Stress 
Questionnaire (NewBJSQ) used in the stress check system in Japan. Lifestyle items were extracted 
from standardized questionnaires. We obtained information on basic attributes, medical history and 
history of illness, and work status from the questionnaire and NewBJSQ as confounding factors. Chi-
square tests were conducted for men and women to investigate the association between WE and 
lifestyle. Multiple logistic regression analysis was conducted with the lifestyle items and confounding 
factors that showed significant differences and trends as independent variables and WE as the 
dependent variable.
Results: The odds ratio was 1.496 (95%CI 1.047–2.137, p = 0.027) for men who had adequate sleep, 
and 3.547 (95%CI 1.509–8.338, p = 0.004) for women who had light exercise for 30 minutes or more 
twice a week for more than a year, indicating a significant relationship between these lifestyle habits 
and high WE.
Consideration: Among those under 40 years of age, the lifestyle habits associated with WE were sleep 
for men and exercise for women. There were some similarities and differences between these habits and 
those of previous studies on people aged 40 years or older. In addition, this report provides basic data 
for studies in the field of occupational health using existing data.

Key words :  under 40 years old, young workers, work engagement, lifestyle
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Ⅰ．はじめに

2020年 以 来 続 くCOVID-19（coronavirus disease- 

2019；新型コロナウイルス感染症）対応において，保健
師という職種の存在がこれまで以上に社会に浸透してき
ている．一方で，保健師とはいったいなにをする人なの
か，その専門性はどこにあるのかを簡潔明瞭に示すこと
は，保健師教育を担う立場の者にとってさえ容易でない．
また，保健師の専門能力を示す用語は，「施策化」「協働」
などのように抽象度が高く，保健師独自の表現ではない
場合も多い．そのことは，保健師が自身の専門性をあい
まいにしか理解できず，専門職としての成長を評価・実
感しきれないことにもつながっている．
そこで，本稿では保健師の専門性や求められている能
力について，一般化されている能力項目を基にして，そ
の概念を整理するとともに，専門能力を評価するための
指標を紹介し，専門能力の向上に資することを目指す．
なお，「専門性」とは，単なる特徴のみでなく，実践の
なかで培われたコミットメントとスキル，コンピテン
シーを含むものである 1）とされていることから，ここで
いう保健師の「専門能力」とは，保健師の実践のなかで
培われ実践に発揮される能力全般と定義する．

Ⅱ．保健師の専門能力の概念整理

保健師の専門能力の全容を列挙したもので，もっとも
一般に浸透し，共通理解されているのは，「保健師の実
践能力と卒業時の到達度」2）であろう．これは，保健師

基礎教育が6か月～1年へと延長された保健師助産師看
護師法の改正と，その後の保健師教育機関指定規則改正
の動きを受け，看護教育の内容と方法に関する検討会
（厚生労働省，2010）から報告されたものであり，基礎
教育の到達度評価項目として広く用いられている．ここ
に示された能力項目は，卒業時に習得しきるものではな
く卒業後を含めて研鑽・向上し続けるものであるととも
に，時代や場によって変容しない保健師活動の本質を示
している点が特徴である 3）．他に，保健師の専門能力を
示すものとして，地方行政機関の保健師人材育成に活用
されているのが，「自治体保健師の標準的なキャリアラ
ダー」である 4）．キャリアラダーとは，キャリアのはし
ごを意味しており，保健師としてのキャリア発達の様相
が，段階ごとに示されている．
本稿では，これら2つの資料に示された保健師の専門
能力を材料にし，能力項目に包含される概念について，
以下の手順で検討した．まず，「保健師の実践能力と卒
業時の到達度」に示された能力中項目が包含する概念
を，小項目の内容を基に読み取り，列挙して，表1のと
おり中項目ごとの対応を整理した．加えて，「自治体保
健師の標準的なキャリアラダー」に示された，保健師に
求められる能力項目について，その内容を基に包含する
概念を読み取り，同様に対応を表1に整理した．
結果から，保健師の専門能力は，17に及ぶ概念によっ

て構成されていた．以下，概念を〈　〉で示す。〈情報の
収集・管理〉〈アセスメント〉〈計画〉〈実行・即応〉〈支援・
教育〉〈評価・改善〉という看護実践の過程に加えて，〈組
織化・協働・体制構築〉〈倫理・配慮〉〈研究・探求〉な

■企画連載■ 地域看護に活用できるインデックス
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表1　保健師の専門能力とその構成概念

保健師の能力項目

情
報
の
収
集

・
管
理

理
解

ア
セ
ス
メ
ン
ト

選
択
・
判
断

計
画

活
用

実
行
・
即
応

支
援
・
教
育

組
織
化
・
協
働

・
体
制
構
築

調
整
・
交
渉

提
案
・
開
発

資
料
化
・
説

明
・
記
録

評
価
・
改
善

倫
理
・
配
慮

研
究
・
探
求

学
習
・
知
識

施
策
準
拠
・

法
令
遵
守

保健師の実践能力と卒業時の到達目標
【地域の7健康課題の明確化と計画・立案する能
力】
地域の人々の生活と健康を多角的・継続的に
アセスメントする

〇 〇

地域の顕在的，潜在的健康課題を見いだす 〇 〇
地域の健康課題に対する支援を計画・立案す
る

〇 〇

【地域の健康増進能力を高める個人・家族・集
団・組織への継活動を展開する続的支援と協
働・組織活動および評価する能力】
活動を展開する 〇 〇 〇 〇 〇 〇
地域の人々・関係者・機関と協働する 〇 〇
活動を評価・フォローアップする 〇

【地域の健康危機管理能力】
健康危機管理の体制を整え予防策を講じる 〇 〇 〇 〇 〇
健康危機の発生時に対応する 〇 〇 〇 〇
健康危機発生後からの回復期に対応する 〇 〇

【地域の健康水準を高める社会資源開発・シス
テム化・施策化する能力】
社会資源を開発する 〇 〇 〇
システム化する 〇 〇 〇 〇
施策化する 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
社会資源を管理・活用する 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【専門的自律と継続的な質の向上能力】
研究の成果を活用する 〇 〇 〇 〇
継続的に学ぶ 〇
保健師としての責任を果たす 〇 〇

自治体保健師の標準的なキャリアラダー
【対人支援活動】
医学や公衆衛生看護学等の専門知識に基づき
個人および家族の健康と生活に関するアセス
メントを行う能力

〇 〇

個人や家族の生活の多様性を踏まえ，あらゆ
る保健活動の場面を活用して個人および家族
の主体性を尊重し，課題解決のための支援お
よび予防的支援を行う能力

〇 〇 〇 〇 〇

必要な資源を導入および調整し，効果的かつ
効率的な個人および家族への支援を行う能力

〇 〇 〇

集団の特性を把握し，グループダイナミクス
を活用し，集団および地域の健康度を高める
能力

〇 〇 〇

【地域支援活動】
地域の健康課題や地域資源を明確化し，地域
組織や関係機関と協働して課題解決する能力

〇 〇 〇

地域の特性を理解し住民と協働して組織化・
ネットワーク化を促す能力

〇 〇

地域組織を育成し，ネットワーク化し協働す
る能力

〇

健康なまちづくりを推進するため保健，医療，
福祉，介護等の各種サービスの総合的な調整
を行う能力

〇
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ど，非常に広範な概念で構成されていることがわかる．
各能力項目は，複数の概念からなっており，特に施策化
の能力では〈情報の収集・管理〉〈理解〉〈計画〉〈組織化・
協働・体制構築〉〈調整・交渉〉〈資料化・説明・記録〉〈施
策準拠・法令遵守〉の7つの概念を含んでいた．保健師
の専門能力はこれらの能力をさらに統合したものであっ
た．保健師がジェネラルな専門職だといわれる所以は，
関与する健康課題や健康レベルの広さに加え，専門能力
の包含する範囲の広さが背景にあるといえる．
概念に表現しきれなかった内容を順にみていくと，〈情
報の収集・管理〉には，多角的で系統的・経時的な情報
の収集や，活動に関わる情報の管理があった．〈理解〉
では，支援対象となる人々の理解や，法・施策の理解，

地域特性の理解など，理解する対象はさまざまであった．
〈アセスメント〉には，潜在的な課題の予測や包括的な
思考が含まれていた．〈選択・判断〉には，課題の優先
順位の判断や効果的な支援方策の選択があった．〈活用〉
は社会資源やシステムの活用とともに研究成果の活用も
含んでいた．〈実行・即応〉は，健康危機への迅速な対
応や平時の活動の実施を含んでいた．〈支援・教育〉で
は，住民の主体性や予防的視点が重視されており，対象
は個人・家族に加え，後輩指導も含んでいた．〈評価・
改善〉には，事業・施策の評価だけでなく，システムや
保健師自身の質評価も含まれていた．〈組織化・協働・
体制構築〉や〈調整・交渉〉においては，住民との協働・
組織化や関係機関との調整など，調整の相手や範囲は多

保健師の能力項目

情
報
の
収
集

・
管
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理
解

ア
セ
ス
メ
ン
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選
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計
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記
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倫
理
・
配
慮

研
究
・
探
求

学
習
・
知
識

施
策
準
拠
・

法
令
遵
守

住民，学校，企業ほか，地域の関係機関と協
働し連携を図り，地域特性に応じたケアシス
テムを構築する能力

〇

【事業化・施策化のための活動】
保健医療福祉施策を理解し，事業を企画立案
し，予算を確保できる能力

〇 〇 〇 〇

地域の健康課題を解決するため，自組織のビ
ジョンを踏まえた保健医療福祉施策を提案す
る能力

〇 〇

【健康危機管理に関する活動】
平時において，地域の健康課題および関連法
規や自組織内の健康危機管理計画等に基づ
き，地域の健康危機の低減策を講じる能力

〇 〇

健康危機発生時に，組織内外の関係者と連携
し，住民の健康被害を回避し，必要な対応を
迅速に判断し実践する能力

〇 〇 〇

【管理的活動】
所属部署内外の関係者とともに，事業評価お
よび施策評価，保健活動の効果検証を行う能
力

〇

評価結果等の根拠に基づき事業および施策の
必要な見直しを行う能力

〇

組織内外の保健活動に係る情報を適切に保
管，開示，保護する能力

〇 〇 〇

組織の人材育成方針を理解し，保健師の人材
育成計画を作成する能力

〇 〇 〇

継続的に自己研鑽するとともに，後輩を指
導・育成する能力

〇 〇

【保健師の活動基盤】
根拠に基づいた保健師の活動を実践する能力 〇 〇
保健師の活動理念である社会的公正性・公共
性について理解し，活動を倫理的に判断する
能力

〇 〇

（表1つづき）
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様であった．〈倫理・配慮〉には，保健師として成長し
続ける責任や他者を尊重する姿勢などが含まれていた．
このように，保健師の専門能力の構成概念は，それその
ものは保健師に特異とはいいがたいが，各概念を修飾す
る言葉，すなわち「住民主体」「予防」などのような，概
念に内包された価値・視点や，概念の対象範囲・方向性
にこそ，保健師の特徴・専門性が表れていた．

Ⅲ．保健師の専門能力を評価する指標

保健師の専門能力は，広範で統合的なものであるうえ，
所属部署や役割によって必要とされる能力は異なってお
り，共通の指標によってその全容を評価することは容易
でない．また，保健師の専門能力は，具体的な行動レベ
ルでは評価しきれない点も多く，主観的な評価に依拠せ
ざるをえない．結果的に，保健師の専門能力を評価する
尺度は，その能力の一部を，保健師自身の主観によって
評価するものが主流である．
文献データベース医中誌Webにより，「保健師」「能力」

「尺度」を検索用語とし原著論文に絞って検索すると，
42件が該当した．また，「尺度」を「指標」に変えると，
21件が該当した．そのうち，能力尺度や指標の開発に
関する最近の研究を抽出し，どのような指標かを検討し
た．その結果，松坂らによる「行政保健師の家族支援実
践力尺度」5）や，岡本らによる「保健師の研究成果活用
力尺度」6），のように，保健師の専門能力の一部に焦点
を当て，評価する尺度が複数抽出された．また，麻原ら
による「保健師向け倫理的能力質問票」7）のように保健
師活動の基盤にある価値に焦点を当てた尺度も存在し
た．さらに，渡部らによる「行政中堅保健師実践能力尺
度」8）や，鳩野らの「市町村統括保健師の役割遂行尺度」9）

のように，立場・役割上で必要とされる能力を評価する
尺度も開発されていた．これらの尺度が保健師の能力を
一側面から評価するものであるのに対し，データベース
をPub Medに変えて検索した結果，日本の保健師の包
括的なキャリア発達を測定する尺度が，佐伯らによって
開発されていることがわかった 10）．
一方，これらはいずれも保健師の能力を定量化した評
価尺度であり，ルーブリックのように定性的に評価する
尺度開発の研究は，見当たらなかった．既存の定性評価
指標で有益なものとしては，前述した「自治体保健師の
標準的なキャリアラダー」4）がある．これは，所属組織
の役割，責任をもつ業務の範囲，専門技術の到達レベル

の側面からA1～A5のキャリアレベルを定義するとと
もに，6つの活動領域における自身のレベルに示された
能力や上位のレベルへ上がるために必要な能力を確認す
ることで，成長のための自己課題を明らかにするのに役
立つ．そのため，各地方自治体で策定されている保健師
の人材育成計画や，研修対象のレベル設定などにおいて，
活用されている例が多い．

Ⅳ．指標の適用範囲と限界

評価指標を実践や研究で活用するうえでは，各指標の
適用範囲と限界の理解が必要である．そこでここからは，
前述した保健師の能力評価指標のいくつかを紹介しなが
ら，それぞれの指標の特徴や適用範囲・限界について検
討する．まず，保健師の広範な能力を包括的に評価する
指標として，佐伯らによる「保健師の総合的なキャリア
発達尺度（Comprehensive Career Development Scale； 

CCD」（表2）を取り上げたい 10）．この指標はその名のと
おり，保健師のキャリア発達を総合的に自己評価するも
のであり，“保健師アイデンティティ”，“保健師として
の基盤”，“地域活動・施策管理”の3因子32項目からな
る．各項目について，どの程度あてはまるか／同意でき
るかを5段階のリッカート形式で問い，低いほうから順
に1～5点の配点がされる．日本の地方自治体で働く多
様な経験年数の保健師586人が参加した調査において，
その信頼性・妥当性が検証されている．保健師経験年数
群による有意差が認められており，保健師が前述した
キャリアラダーとともに年度末や研修受講前，または5

年程度の節目において，自身のキャリア発達の程度を評
価し，成長課題を明確化することに役立つ．指標の検証
は部署横断的な対象に実施されていることから，保健部
門に限らず多様な部署の保健師に適用可能である．一方
で，産業保健や学校保健など地方自治体以外の保健師は
キャリア発達の様相が異なることから，本指標をそのま
ま適用することはむずかしい．また，キャリア発達は短
期間で劇的に変化するものではないことから，研修プロ
グラムの前後評価などに用いる是非は不確実であり，本
指標の特性を生かした活用が望まれる．
もう1点，岡本らによる「保健師の研究成果活用力尺

度（Research Utilization Competency Scale；RUC）」
（表3）を取り上げる 6）．この指標は，根拠に基づく保健
師活動を進めるうえで，研究成果を活用する能力を定量
的に自己評価するものであり，Sackettらによるエビデ
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ンス活用の5つのステップが，項目設定の枠組みに用い
られている．調査地域は中国地方に限定されているもの
の，保健所・市町村の全行政機関に常勤する保健師を対
象とした調査によって，2因子10項目からなる当指標の
信頼性・妥当性が検証されている．保健師経験年数や学
歴が高いほど，得点が高いことが示されており，項目数
が少なく簡便であることから，大学院進学前後や保健師
経験の節目の年における自己評価に有用である．実践や
研究において，研究成果活用の能力だけを測定する場面
は少ないかもしれないが，新任保健師の大半が学士卒に
なった現在において，高めるべき実践能力の1つに位置
づける意味はある．岡本らはこれ以外にも，「保健活動
の必要性を見せる行動尺度」「保健活動の成果を見せる行
動尺度」など，保健師の広範な能力の主要なものを自己
評価する指標を複数開発・Web公表しており 11），他の
研究者も保健師の能力の一部に焦点を当てた評価指標を

開発していることから，本指標だけでなくいくつかの指
標を併用することで，測定したい能力の全体を測ること
が可能である．行政機関以外の保健師への適用について
は未検討であるが，行政に特化した評価項目は見当たら
ず，今後保健師外への適用・検証がなされることで，適
用対象の拡大が期待できる．
これら2つを含め保健師の専門能力を評価する指標

は，いずれも能力を定量化して測定するものである．定
量評価指標は，その開発の過程で量的な差が検出できな
かった項目や項目間相関の高い項目が除外されている．
結果として，開発者が当初重要であると考えていた項目
が消えてしまうことを，筆者自身も経験したことがある．
つまり，定量評価指標に示された項目は，測定しようと
する能力の全容を表現しているわけではなく，これを補
完する定性評価指標の開発が今後必要であるといえる．
また，能力を自己評価する指標は，安定性に課題が残る．

表2　保健師の総合的なキャリア発達尺度

あてはまらない
そう思わない

あてはまる
そう思う

保
健
師
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

1．私はこの保健師という仕事を全うしたい 1 2 3 4 5

2．私生活おけるすべての経験が私の保健師の実践に生きている 1 2 3 4 5

3．私は保健師という自分の仕事に誇りを持っている 1 2 3 4 5

4．私は保健師としての理想を持っている 1 2 3 4 5

5．私は保健師としての職業意識を持っている 1 2 3 4 5

6．私は保健師という仕事に生きがいを感じている 1 2 3 4 5

7．私にとって保健師の仕事は人生そのものであると感じている 1 2 3 4 5

8．私は定年後も保健師の経験を生かして地域に貢献していきたい 1 2 3 4 5

9．私は保健師としての仕事に満足している 1 2 3 4 5

保
健
師
と
し
て
の
基
盤

10．私は援助対象者および関係機関の人々と信頼関係を築くことができる 1 2 3 4 5

11．私は職場の風土に合わせて仕事ができる 1 2 3 4 5

12．私は保健師としての自分の業務を説明できる 1 2 3 4 5

13．私は自己の発展のために学習できる 1 2 3 4 5

14．私は所属機関の使命を説明できる　　　 1 2 3 4 5

15．私は事例援助や事業の実施において倫理的判断ができる 1 2 3 4 5

16．私は自己の身体的精神的健康をコントロールできる 1 2 3 4 5

17．私は地域の人と気軽に話すことができる 1 2 3 4 5

18．私は複雑困難な個人や家族の健康問題解決の支援ができる 1 2 3 4 5

地
域
活
動
・
施
策
・
管
理

19．私はグループに予防的な健康課題の支援ができる 1 2 3 4 5

20．私は疫学を活用して地域の健康課題を分析できる 1 2 3 4 5

21．私は地域の予防的健康課題を支援できる 1 2 3 4 5

22．私は地域の健康危機管理に対応できる 1 2 3 4 5

23．私はセルフヘルプグループや地域組織を支援できる 1 2 3 4 5

24．私は地域の健康資源や組織を開発・構築できる 1 2 3 4 5

25．私は地域のケアの質のモニタリングを行うことができる 1 2 3 4 5

26．私は事業実施に関する法律の解釈と運用ができる 1 2 3 4 5

27．私は新規事業の予算を獲得することができる 1 2 3 4 5

28．私は母子や高齢者などの施策を評価することができる 1 2 3 4 5

29．私は地域保健医療福祉の計画立案に参画して発言できる 1 2 3 4 5

30．私は研究的手法を活用して業務をすすめることができる 1 2 3 4 5

31．私は後輩の人材育成を行うことができる 1 2 3 4 5

32．私は組織の人事管理の一部を行うことができる 1 2 3 4 5
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今後，保健師が専門能力を妥当に査定し，向上させるた
めには，自己・他者の両側面から評価可能な指標の開発
が求められる．どのような評価指標も，活用されること
でその適用範囲と限界が明確になり，改訂がなされるこ
とにもつながる．本稿が，実践や研究における指標活用
と，さらに有用な指標開発の一助となれば，幸いである．

Ⅴ．結　　語

保健師の専門能力は，広範な概念によって構成されて
おり，その専門性は概念に内包された価値・視点・対象
範囲・方向性に表れている．保健師の専門能力を評価す
る既存の指標は，一部の能力や役割に焦点化したものが
多く，いずれも主観的・定量評価指標である．今後は，
客観的・定性的な指標の開発とともに，実践・研究にお

ける既存指標の活用による継続的な改訂が求められる．
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表3　保健師の研究成果活用力尺度（Research Utilization Competency Scale, Ver. 2017.3）

担当業務を実施する際，次の業務や行動について，どの程度あなたにあてはまりますか．各項目に
ついて最も該当する番号1つに〇をつけてください．なお，用語の定義を表の下に示しましたので，
ご確認をお願いします．

と
て
も
よ
く
あ
て
は
ま
る

あ
て
は
ま
る

少
し
あ
て
は
ま
る

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
な
ら
な
い

全
く
あ
て
は
な
ら
な
い

1． 問題解決のために研究成果を根拠として使う必要性を自覚している 6 5 4 3 2 1

2． 解決・改善を要する対象の問題を明確にしている 6 5 4 3 2 1

3． 学会参加や専門誌購読など最新の研究成果を知る機会を持っている 6 5 4 3 2 1

4． 問題解決に関連する文献をデータベースや専門家を通じて入手している 6 5 4 3 2 1

5． 入手した文献から問題解決に用いる研究成果を特定している 6 5 4 3 2 1

6． 研究成果が適切な手続きを経たものであることを確認している 6 5 4 3 2 1

7． 研究成果の適用による対象の利益・不利益を事前に検討している 6 5 4 3 2 1

8． 研究成果から考案した方法を対象に適用している 6 5 4 3 2 1

9． 研究成果の適用によって対象の問題が解決・改善したかを評価している 6 5 4 3 2 1

10． 評価結果を参考に活用した研究成果を他の対象にも適用することを検討している 6 5 4 3 2 1

【定義】研究：研究とは，科学的系統的手続きを経て，知識や技術を創出するもの
研究成果：研究成果とは，エビデンスのレベルに関わらず，先行研究で明らかにされている知見（知識や技術）をいう
研究成果活用力：研究成果を使って質の高い保健師実践・看護活動を行うための基礎となる能力である
対象： （質問紙を書くのが保健師の場合）保健師が働きかける対象は，個人と家族，および集団・組織・地域などのコミュニティを指す
対象の問題： （質問紙を書くのが保健師の場合）対象自身の健康問題に限らず，対象をとりまく事業・活動・社会資源・システムなど

の環境の問題を含む
文献：書籍あるいは研究論文を指す

【結果】：

（D1） 問題解決に向けた研究成果の探索─5項目（1～5） 点（5-30）

（D2） 研究成果の吟味・適用・評価─5項目（6～10） 点（5-30）

RUC合計 研究成果活用力　（D1）＋（D2）─  10項目 点（10-60）
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一般社団法人日本地域看護学会　2020年度事業報告書

Ⅰ．会員数
１. ブロック別会員数

2021年6月2日現在
ブロック 都道府県 会員数

北海道・東北 北海道，青森，秋田，宮城，山形，福島，岩手 121

関東 群馬，茨城，栃木，千葉，埼玉，神奈川 323

東京都 東京都 159

甲信越・中部 静岡，愛知，岐阜，三重，福井，富山，石川，長野，山梨，新潟 275

関西 滋賀，大阪，京都，奈良，兵庫，和歌山 253

中国・四国 岡山，広島，島根，鳥取，山口，高知，香川，徳島，愛媛 146

九州・沖縄 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，鹿児島，宮崎，沖縄 128

会員数合計 1,405

２. 経年会員数推移
総会報告時

年度 会員数 対前年度比 年度 会員数 対前年度比
1998   420 ─ 2010 1,360 107%

1999   569 135% 2011 1,286  94%

2000   695 122% 2012 1,298 100%

2001   794 114% 2013 1,312 101%

2002   918 115% 2014 1,339 102%

2003   935 101% 2015 1,417 105%

2004   976 104% 2016 1,404  99%

2005 1,068 109% 2017 1,441 102%

2006 1,128 105% 2018 1,438  99%

2007 1,172 103% 2019 1,424  99%

2008 1,241 105% 2020 1,413  99%

2009 1,265 101% 2021 1,405  99%

Ⅱ．事業報告
１. 理事会を3回開催した．

会議名 開催日・方法 主な議題
2020年度
第1回理事会

2020年5月29日
Zoomによるオンライン会議

2019年度事業報告，決算・監査報告，2020年度事業計画，予算，健康危機管理
支援システムの整備，第25回学術集会長の選出等

2020年度
第2回理事会

2020年11月8日
Zoomによるオンライン会議

第24回学術集会開催方法，健康危機管理支援システム整備，保健所への会員派遣，
賛助会員の入会等

2020年度
第3回理事会

2021年2月21日
Zoomによるオンライン会議

第24回学術集会理事会セミナー，2021年度社員総会，2020年度事業報告，中
間決算報告，2021,2022年度事業計画，予算，2020年度表彰論文等

※その他，監査および委員会における会議（詳細は各委員会の報告書を参照）を適宜開催した．
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２. メール審議を８回実施した

会議名 審議結果
報告日 議　題 結　果

第１回
メール審議

2020年
4月24日

①入会審査，②第23回学術集会の開催方法を誌上開
催とすること，③第23回学術集会が誌上開催の場合
の理事会セミナーの企画について

全て，全会一致で承認された

第２回
メール審議

2020年
7月17日

①新型コロナウイルス感染症の危機的な拡大を受けて
厚生労働省からの本会への保健所支援依頼の応諾につ
いて，②本学会の登録者名簿の作成方法について

全て，全会一致で承認された

第３回
メール審議

2020年
7月28日

①オンラインによる研究セミナーの実施について 賛成多数で承認された

第４回
メール審議

2020年
8月6日

①賛助会員の入会申請の申し合わせ案について，②学
会広告バナー掲載申し合わせ案について

学会ポリシーの確認など重要意見がだされた
ため継続審議となった

第５回
メール審議

2020年
8月20日

①賛助会員の入会申請の申し合わせ案について（継続
審議），②臨時社員総会の開催について

賛助会員の入会について回答留保が多く継続
審議となった．賛助会員に関連して臨時社員
総会の開催の動議が出されたが，対応を急ぐ
必要性はなく次期総会の審議となった

第６回
メール審議

2020年
9月4日

①学会ホームページへのバナー広告の掲載について，
②バナー広告掲載者の要件について，③賛助会員の会
費を社員総会で審議することについて

賛成票と反対票，保留と意見が割れ，理事会
で審議することとなった

第７回
メール審議

2020年
12月15日

①第24回学術集会理事会セミナーについて 賛成多数で承認となった

第８回
メール審議

2020年
1月26日

①感染症法改正案に対する日本看護系学会協議会の意
見表明についての回答，②日本地域看護学会としての
感染症法改正に対する意見表明について

全て，全会一致で承認となった

３. 社員総会を1回開催した．

会議名 開催日・方法 主な議題
2020年度
社員総会

2020年6月25日
書面にて実施

2019年度事業報告，決算・監査報告，2020年度事業計画，
予算，名誉会員等

４. 会員報告会の開催を第23回学術集会会期中に予定していたが，第23巻第2号「学会だより」にて報告した．
５.  第23回学術集会を開催した．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の予防および感染拡大防止のため，2020年8月29，30

日に大阪市にて予定していた対面による開催を取り止め，講演集による誌上発表へ変更し，一部プログラムは動画配信を行った．
テーマ：地域力の可視化とケアの変革
学術集会長：河野　あゆみ氏（大阪市立大学大学院看護学研究科在宅看護学領域）
HPへのアクセス数：1,715件（2020年8月25日～10月31日）

６.  理事会緊急セミナー「新型コロナウイルス感染症に対する自治体本庁への学会としての支援経験からの学び」を，第23回学術集
会講演集での誌上発表にて実施した．

１） テーマ：新型コロナウイルス感染症への対応における学会への期待
講　師：加藤　典子氏（厚生労働省健康局健康課保健指導室）

２） テーマ：新型コロナウイルス感染症への支援経験から得られた学会としての役割
講　師：春山　早苗氏（自治医科大学看護学部，日本地域看護学会災害支援のあり方検討委員会）

７.  日本地域看護学会誌第23巻第1号（2020年4月20日発行），第2号（2020年8月20日発行），第3号（2020年12月20日）を電子
体で発行した．また，2020年度から電子体のみでの発行となったため，会員へアンケート調査を実施した．その他，日本地域
看護学会誌投稿規程を改正し，英文投稿原稿に関する執筆要領を明記した．

８. 地域看護学に関する研究活動を推進し，委員会セミナーをオンライン開催にて実施した．
１） 第1回研究セミナー（オンライン開催）
  オンデマンド配信：2020年10月2～18日
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ライブ 配信：2020年10月10日
タイトル：健康で安全な地域社会の構築を目指す実践研究
　　　　　─実践者と研究者の協働手法CBPR─
テーマ・講師：①Community Based Participatory Researchとは
　　　　　　　　麻原きよみ氏（聖路加国際大学大学院看護学研究科）
　　　　　　　②Community Based Participatory Researchの実例
　　　　　　　　平原　優美氏（日本訪問看護財団あすか山訪問看護ステーション）
　　　　　　　　成瀬　　昂氏（東京大学大学院医学系研究科地域看護学分野）
　　　　　　　　小林　正幸氏（文京昭和高齢者在宅サービスセンター）
参加者：139名（会員：101名，大学院生：30名，非会員：8名）

２） 第2回研究セミナー（オンライン開催）
ライブ配信：2021年3月13日
オンデマンド配信：2021年3月14～21日
タイトル：マルチレベル分析の理論と実際 

テーマ・講師：①マルチレベル分析の理論と活用
　　　　　　　　山口　拓洋氏（東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野）

　　　　　　　　　②マルチレベル分析を用いた地域看護研究の実例
　　　　　　　　　　田口　敦子氏（慶應義塾大学看護医療学部）
参加者：210名（会員：182名，大学院生：21名，非会員：7名）

９. 広報活動の一環として，公立病院の地域連携室等への広報・調査を実施した．
10. 地域看護学に関する教育のあり方について検討した．
11. 地域看護学に関する国際的な交流を行い，News Letter No.20を発行した．
12. 日本地域看護学会表彰制度を運営し，規程に基づき表彰論文の決定と名誉会員候補者の検討を行った．
１） 優秀論文（1編）
タイトル：発達上気になる子どもの保護者支援に関する保健師　─保育士連携活動自己評価尺度の開発─（原著）
著　　者：大塚敏子・巽あさみ・坪見利香
巻　　号：第22巻第1号

２） 奨励論文（2編）
タイトル：アルコール依存症者が断酒と就業を両立するプロセス
著　　者：佐野雪子・巽あさみ
巻　　号：第22巻第2号
タイトル：中山間農村地域のひとり暮らし男性高齢者と地域との関係性における経験の意味
著　　者：細木千穂・白谷佳恵・田髙悦子・伊藤絵梨子・有本　梓
巻　　号：第22巻第2号

３） 名誉会員候補者
別所遊子氏（神奈川県立保健福祉大学名誉教授）を名誉会員候補者として決定した．別所氏は第10回学術集会，監事を歴任する
など，名誉会員の候補基準を満たしている．

13. 災害に対する支援のあり方を検討した．
14. 看護系学会・公衆衛生関連学協会との連携を進め，活動に参画した．
15. 選挙管理委員会を設置し，役員選挙を実施した．
16. 新型コロナウイルス感染症への対応
　新型コロナウイルス感染症の流行が危機的な拡大を見せ，2020年7月に厚生労働省から本学会に至急の協力要請があった．
本学会の「健康危機管理支援システム」に支援要員として既に登録している会員及びこれまで厚労省への応援を経験している会
員を対象に保健所支援への登録の協力依頼を行った．
　また，2019年度に学会ホームページに立ち上げた新型コロナウイルス関連情報特設サイトは，情報を定期的に更新し，継続
して情報発信に努めた．
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一般社団法人日本地域看護学会　2021年度事業計画書

１. 理事会を4回以上および監査会議を1回以上開催する．
２. 社員総会を1回開催する．
３. 会員報告会を1回開催する．
４. 第24回学術集会を開催する．
５. 第24回学術集会時に理事会セミナーを実施する．
６. 日本地域看護学会誌第24巻第1号，第2号，第3号を電子体で発行する．
７. 地域看護学に関する研究活動を推進する．
８. 地域看護学に関する広報活動を強化する．
９. 地域看護学に関する教育のあり方について検討する．
10. 地域看護学に関する国際的な交流を行い，News Letterを年1回発行する．
11. 日本地域看護学会表彰制度を運営する．
12. 災害に対する支援のあり方を検討する．
13. 看護系学会・公衆衛生関連学協会との連携を進め，活動に参画する．
14. その他必要な事業を行う．

一般社団法人日本地域看護学会　2022年度事業計画書

１. 理事会を4回以上および監査会議を1回以上開催する．
２. 社員総会を1回開催する．
３. 会員報告会を1回開催する．
４. 第25回学術集会を開催する．
５. 第25回学術集会時に理事会セミナーを実施する．
６. 日本地域看護学会誌第25巻第1号，第2号，第3号を電子体で発行する．
７. 地域看護学に関する研究活動を推進する．
８. 地域看護学に関する広報活動を強化する．
９. 地域看護学に関する教育のあり方について検討する．
10. 地域看護学に関する国際的な交流を行い，News Letterを年1回発行する．
11. 日本地域看護学会表彰制度を運営する．
12. 災害に対する支援のあり方を検討する．
13. 看護系学会・公衆衛生関連学協会との連携を進め，活動に参画する．
14. 代議員・役員選挙を行う．
15. その他必要な事業を行う．
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一般社団法人日本地域看護学会　2020年度貸借対照表
2021年3月31日現在

（単位：円）
科　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減

Ⅰ．資産の部
　流動資産
　　現金預金 7,952,851 19,688,133 △11,735,282
　　　普通預金（事務センター） 4,133,960 13,453,578 △9,319,618
　　　郵便振替（年会費等） 1,109,670 3,510,000 △2,400,330
　　　普通預金（第23回学術集会参加費等） 0 242,000 △242,000
　　　普通預金（研究セミナー） 237,099 0 237,099
　　　普通預金（学術集会） 1,769,564 1,780,003 △10,439
　　　普通預金（将来事業準備資金） 702,558 702,552 6
　　未収金 14,233,544 0 14,233,544
　　前払金 0 81,676 △81,676
　　前払金（第24回学術集会運転資金） 30,440 0 30,440
　　前払金（第25回学術集会運転資金） 1,239,680 0 1,239,680
　流動資産合計 23,456,515 19,769,809 3,686,706
　資産合計 23,456,515 19,769,809 3,686,706
Ⅱ．負債の部
　流動負債
　　未払金 68,400 55,000 13,400
　　前受金（年会費等） 1,109,670 3,510,000 △2,400,330
　　前受金（第23回学術集会参加費等） 0 242,000 △242,000
　　前受金（第23回学術集会運転資金） 0 780,003 △780,003
　　前受金（第24回学術集会運転資金） 800,004 0 800,004
　流動負債合計 1,978,074 4,587,003 △2,608,929
　負債合計 1,978,074 4,587,003 △2,608,929
Ⅲ．正味財産の部
　一般正味財産 21,478,441 15,182,806 6,295,635
　　正味財産合計 21,478,441 15,182,806 6,295,635
　　負債及び正味財産合計 23,456,515 19,769,809 3,686,706
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一般社団法人日本地域看護学会　2020年度収支計算書
自　2020年4月  1日 
至　2021年3月31日 

Ⅰ．一般会計
１．収　入 （単位：円）

項　目 2020年度
予　算

2020年度
決 算

差　異
（収入減　△） 備　考

1 年会費 13,800,000 14,100,000 300,000 10,000円×1,410件
2020年度：1,371／ 1,467人（入金率93.4％）
過年度：39件

2 入会金 600,000 535,000 △ 65,000 5,000円×107人
3 寄付金 0 0 0
4 第23回学術集会（誌上開催） 1,750,000 2,267,010 517,010 助成金（勇美記念財団：750,000円，大阪府福祉基金：

200,000円）を含む
5 委員会セミナー参加費 300,000 1,055,000 755,000 第1回：264,000円，第2回：791,000円
6 投稿料 250,000 210,000 △ 40,000 5,000円×42件
7 学会誌売上 0 0 0
8 将来事業準備資金取崩 0 0 0
9 雑収入 20,100 11,396 △ 8,704
（1）　利息 100 76 △ 24
（2）　著作権使用料 20,000 11,220 △ 8,780 医学中央雑誌刊行会
（3）　その他 0 100 100 抄録コピーサービス1部

（A）当期収入合計 16,720,100 18,178,406 1,458,306
前期繰越金 14,480,254 14,480,254 0

（B）　　　合　計 31,200,354 32,658,660 1,458,306

２．支　出 （単位：円）

項　目 2020年度
予　算

2020年度
決 算

差　異
（支出増　△） 備　考

事業費支出
1 第23回学術集会（誌上開催） 2,750,000 2,674,028 75,972
2 理事会セミナー 10,000 5,000 5,000
3 会員報告会 0 0 0
4 研究論文表彰費 150,000 124,850 25,150 論文賞副賞：110,000円，その他：14,850円
5 学会誌 4,050,000 2,775,300 1,274,700 第23巻第1号，第2号，第3号
（1）　製作費 3,900,000 2,687,300 1,212,700
（2）　発送費 0 0 0
（3）　J-STAGE搭載作業費 150,000 88,000 62,000 掲載論文20編

6 委員会活動費 3,260,000 2,149,390 1,110,610
（1）　編集委員会 1,000,000 413,082 586,918 委員会開催費（3回），拡大編集委員会開催費（1回）等
（2）　研究活動推進委員会 960,000 1,380,170 △ 420,170 委員会開催費（3回），セミナー開催費（2回）
（3）　広報委員会 300,000 204,338 95,662 委員会開催費（3回），委員会調査実施費用
（4）　教育委員会 500,000 0 500,000 委員会開催費（2回）　※Web会議のため支出なし
（5）　国際交流推進委員会 200,000 151,800 48,200 委員会開催費（1回），ニュースレター No.20作成費
（6）　表彰論文選考委員会 100,000 0 100,000 委員会開催費（1回）　※Web会議のため支出なし
（7）　災害支援のあり方検討委員会 200,000 0 200,000 委員会開催費（1回）　※Web会議のため支出なし

7 選挙運営費 300,000 243,540 56,460
（1）　選挙管理等受付管理費 220,000 220,000 0
（2）　代議員選挙運営費 0 0 0
（3）　役員選挙運営費 50,000 23,540 26,460 名簿作成費，印刷・発送費等
（4）　選挙管理委員会会議費 30,000 0 30,000 委員会開催費（2回）

8 諸会費 100,000 80,000 20,000
（1）　日本看護系学会協議会 80,000 80,000 0
（2）　全国公衆衛生関連学協会連絡協議会 20,000 0 20,000 2020年度会費の請求なし

9 雑費 10,000 5,214 4,786 新宿区支援業務用Wi-Fiレンタル代
事業費小計 10,630,000 8,057,322 2,572,678

管理費支出
1 会議費 450,000 112,580 337,420
（1）　理事会 300,000 22,110 277,890 理事会（3回），監査（2回），Web会議用Zoomアカウ

ント取得費用を含む
（2）　社員総会 150,000 90,470 59,530 社員総会（1回）

2 交通・宿泊費 1,000,000 0 1,000,000 理事会（3回），監査（2回），社員総会（1回）
3 印刷費 400,000 324,929 75,071 会議資料・封筒・年会費請求書等印刷費
4 発送費 400,000 258,406 141,594 年会費請求書・入会通知等発送費
5 ホームページ管理費 400,000 396,000 4,000
6 業務委託費 2,900,000 2,628,230 271,770
7 租税公課 70,000 70,000 0 法人税
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8 雑費 70,000 35,310 34,690
（1）　振込手数料 20,000 9,900 10,100
（2）　その他 50,000 25,410 24,590 振替通知書発行手数料（110円×231件）

管理費小計 5,690,000 3,825,455 1,864,545
資産積立支出

1 将来事業準備資金積立金 0 0 0
資産積立支出小計 0 0 0

（C）　当期支出合計 16,320,000 11,882,777 4,437,223
（A-C）　当期収支差額 400,100 6,295,629 △ 5,895,529
（B-C）　　次期繰越金 14,880,354 20,775,883 △ 5,895,529

Ⅱ．積立金
将来事業準備資金 （単位：円）

収　入 支　出 備　考
前期繰越金 702,552 取崩 0 
繰入 0 次期繰越金 702,558 
受取利息 6 

収入合計 702,558 支出合計 702,558 

一般社団法人日本地域看護学会　2020年度財産目録

2021年3月31日現在
（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　額
（流動資産）

普通預金（事務センター） 三菱UFJ銀行 一般会計／学会運転資金 4,133,960
郵便振替（年会費等） ゆうちょ銀行 一般会計／翌事業年度計上年会費等 1,109,670
普通預金（研究セミナー） 一般会計／研究活動推進委員会セミナー参加費 237,099
普通預金（学術集会） 三菱UFJ銀行 一般会計／第24回学術集会運転資金 1,769,564
普通預金（将来事業準備資金） 三菱UFJ銀行 積立金／将来事業準備資金 702,558
未収金 ゆうちょ銀行 一般会計／年会費 14,104,590
未収金 三菱UFJ銀行 一般会計／研究活動推進委員会セミナー参加費 128,954
前払金（第24回学術集会運転資金） 三菱UFJ銀行 一般会計／第24回学術集会経費 30,440
前払金（第25回学術集会運転資金） 三菱UFJ銀行 一般会計／第25回学術集会会場費 1,239,680

流動資産合計 23,456,515
資産合計 23,456,515

（流動負債）
未払金 三菱UFJ銀行 一般会計／研究活動推進委員会セミナー参加費返金 68,400
前受金（年会費等） ゆうちょ銀行 一般会計／翌事業年度計上年会費等 1,109,670
前受金（第24回学術集会運転資金） 三菱UFJ銀行 一般会計／第24回学術集会運転資金 800,004

流動負債合計 1,978,074
負債合計 1,978,074
正味財産 21,478,441

 日本地域看護学会誌　Vol.24 No.2, 2021 89



一般社団法人日本地域看護学会　2021年度収支予算書
自　2021年4月  1日 
至　2022年3月31日 

Ⅰ．一般会計
１．収　入 （単位：円）

項　目 2021年度
予　算

2020年度
予　算

2020年度
決　算 備　考

1 年会費 13,800,000 13,800,000 14,100,000 10,000円×1,380／ 1,470人（入金率94％程度）
2 入会金 500,000 600,000 535,000 5,000円×100人
3 寄付金 0 0 0
4 第24回学術集会 8,000,000 1,750,000 2,267,010
5 委員会セミナー参加費 300,000 300,000 1,055,000 研究活動推進委員会セミナー参加費
6 投稿料 200,000 250,000 210,000 5,000円×40件
7 将来事業準備資金取崩 0 0 0
8 雑収入 10,100 20,100 11,396
（1）　利息 100 100 76
（2）　著作権使用料 10,000 20,000 11,220 医学中央雑誌刊行会
（3）　その他 0 0 100

（A）　当期収入合計 22,810,100 16,720,100 18,178,406
前期繰越金 20,775,883 14,480,254 14,480,254

（B）　　　　合　計 43,585,983 31,200,354 32,658,660

２．支　出 （単位：円）

項　目 2021年度
予　算

2020年度
予　算

2020年度
決　算 備　考

事業費支出
1 第24回学術集会 9,000,000 2,750,000 2,674,028
2 理事会セミナー 50,000 10,000 5,000
3 会員報告会 50,000 0 0
4 研究論文表彰費 150,000 150,000 124,850 論文賞副賞：110,000円，その他：40,000円
5 学会誌 4,050,000 4,050,000 2,775,300 第24巻第1号，第2号，第3号
（1）　製作費 3,900,000 3,900,000 2,687,300
（2）　J-STAGE搭載作業費 150,000 150,000 88,000

6 委員会活動費 2,800,000 3,260,000 2,149,390
（1）　編集委員会 1,000,000 1,000,000 413,082 拡大編集委員会開催費（1回）を含む
（2）　研究活動推進委員会 500,000 960,000 1,380,170 セミナー開催費（1回）を含む
（3）　広報委員会 300,000 300,000 204,338
（4）　教育委員会 500,000 500,000 0
（5）　国際交流推進委員会 200,000 200,000 151,800 ニュースレター No.21作成費を含む
（6）　表彰論文選考委員会 100,000 100,000 0
（7）　災害支援のあり方検討委員会 200,000 200,000 0

7 選挙運営費 0 300,000 243,540
（1）　選挙管理等受付管理費 0 220,000 220,000
（2）　代議員選挙運営費 0 0 0
（3）　役員選挙運営費 0 50,000 23,540
（4）　選挙管理委員会会議費 0 30,000 0

8 諸会費 100,000 100,000 80,000
（1）　日本看護系学会協議会 80,000 80,000 80,000
（2）　全国公衆衛生関連学協会連絡協議会 20,000 20,000 0

9 雑費 50,000 10,000 5,214
事業費小計 16,250,000 10,630,000 8,057,322

管理費支出
1 会議費 250,000 450,000 112,580
（1）　理事会 200,000 300,000 22,110 理事会・懇談会・監査会議費，Web会議費用を含む
（2）　社員総会 50,000 150,000 90,470 Web会議費用を含む

2 交通・宿泊費 400,000 1,000,000 0
3 印刷費 400,000 400,000 324,929 封筒・請求書作成費等
4 発送費 400,000 400,000 258,406 年会費請求書等
5 ホームページ管理費 400,000 400,000 396,000
6 業務委託費 2,900,000 2,900,000 2,628,230
7 租税公課 70,000 70,000 70,000 法人税
8 雑費 120,000 70,000 35,310
（1）　振込手数料 40,000 20,000 9,900 振込手数料・振替通知書発行手数料
（2）　その他 80,000 50,000 25,410 登記変更費等

管理費小計 4,940,000 5,690,000 3,825,455
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資産積立支出
1 将来事業準備資金積立金 0 0 0

資産積立支出小計 0 0 0
（C）　当期支出合計 21,190,000 16,320,000 11,882,777

（A-C）　当期収支差額 1,620,100 400,100 6,295,629
（B-C）　　次期繰越金 22,395,983 14,880,354 20,775,883

Ⅱ．積立金
将来事業準備資金 （単位：円）

収　入 支　出 備　考
前年度繰越金 702,558 取崩 0 
繰入 0 次年度繰越金 702,558 
受取利息 0 

収入合計 702,558 支出合計 702,558 

 日本地域看護学会誌　Vol.24 No.2, 2021 91



一般社団法人日本地域看護学会　議事録

2020年度第1回理事会議事録
Ⅰ．日　時 2020年5月29日（金）17：00～19：00

Ⅱ．会　場 Zoomによるオンライン会議
Ⅲ．配信元 株式会社ワールドプランニング会議室（東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号）
Ⅳ．出席者 理 事 長　宮﨑美砂子
      副理事長　荒木田美香子，田髙　悦子
      理　　事　石橋みゆき，石丸　美奈，上野　昌江，大森　純子，岸　恵美子，北山三津子，河野あゆみ，小西かおる，
      　　　　　田村須賀子，永田　智子，春山　早苗
      監　　事 佐伯　和子，村嶋　幸代
      事 務 局 筒井　　愛，野田　智己 （＊印は欠席者）
　宮﨑理事長より，理事の過半数が出席していることから，定款第38条に則り，本理事会の成立が宣言された．
Ⅴ．議　事
報告事項
１．第23回学術集会について（河野理事）資料1

　第23回学術集会（2020年8月29～30日）は，新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大の予防と来場者の安全と健康を第
一に考え，現地開催を中止とし，誌上開催に変更した旨を報告した．参加費は返金対応とし，演題・ワークショップ登録者には登
録費として3,000円を徴収することとした．また，講演集は，冊子体では発行せず，学会HPと学術集会HP上でPDF形式にて会員・
非会員に関わらず公開することとした．
２．第24回学術集会について（岸理事）
　第24回学術集会（2021年9月11～12日）に向けて，運営体制，講師依頼，プログラムを検討中である旨を報告した．

３．会員数について（石丸理事）資料2

　5月22日時点での会員数は，1,515人である旨を報告した．
４．委員会報告について
１） 編集委員会（北山理事）
　第1回委員会を6月6日に開催予定である旨，また，2020年度活動計画を委員会内にて確認することを報告した．
２） 研究活動推進委員会（大森理事）
　第1回研究セミナー（3月8日開催）が，新型コロナウイルス拡大予防および拡散防止対策により延期したこと，参加者全員に連
絡を行い，HP上に案内文を掲載したこと，今後はWeb配信も含めて準備していくことが報告された．

３） 広報委員会（田村理事）資料3

　一般社団法人日本看護学校協議会会員校を対象に，学術集会の案内チラシ・質問紙を郵送した調査結果について，資料を基に報
告した．442校中，回答数は67件（回収率15.2％）であり，学会や学術集会等に対する期待や要望等や，事例を通して様々な見解
が討論される学会を希望しているなどの意見が寄せられたことが報告された．
４） 教育委員会（岸理事）
　地域看護学の到達目標の検討，地域看護学の教育内容・方法の検討について，委員会内で検討を行っていること，今後は他学会
との連携や意見交換なども行っていく旨が報告された．
５） 国際交流推進委員会（河野理事）
　第23巻第1号に英文ニュースレター No.19を掲載した旨を報告した．

６） 表彰論文選考委員会（上野理事）
　2019年度論文賞優秀賞1編，奨励賞2編を選定したこと，また，名誉会員に別所遊子氏が推薦されたことが報告された．
７） 災害支援のあり方検討委員会（春山理事）
　第22回学術集会時（2019年8月18日）に，ワークショップを開催し，48名の参加があったこと，栃木県より要請があり，台風
19号による被災市町村の保健活動に関する収集および振り返り支援を行った旨が報告された．また，第23回学術集会にてワーク
ショップを開催予定であったが，誌上開催に伴い，取り下げることとした．
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８） 地域看護学術検討ワーキンググループ（春山理事）
　第22回学術集会時（2019年8月18日）に，ワークショップを開催し，98名の参加があったこと，学会誌第23巻第1号に，「「地
域看護学」の再定義；これからの地域看護学の実践・教育・研究」の報告を掲載したこと，また，以上をもって，ワーキンググルー
プの活動が終了したことが報告された．
審議事項
１．2019年度第第5回理事会及びメール審議の議事録の承認について（宮﨑理事）資料4

　議事録の内容を確認し，一部を修正のうえ，これを承認した．
２．2020年度社員総会について（石丸理事）資料5

　2020年度社員総会は，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から対面での開催を中止し，書面にて決議を取る形式に開催に
変更することを決定した．議決権を有する社員に開催通知・議題・資料を送付し，メール・FAXにて回答を受け付け，後日，議
事録と学会HPにて審議結果を報告することとした．
３．2019年度事業報告について（宮﨑理事）資料6

　2019年度事業報告について，2019年度事業報告書（学会全体および委員会活動）を基に確認し，社員総会に諮ることとした．
４．2019年度決算案について（石橋理事）資料7

　2019年度決算について，貸借対照表，収支計算書，財産目録を基に確認し，社員総会に諮ることとした．
５．監査について（佐伯・村嶋監事）資料8

　5月22日に業務および会計に関する監査を行った旨を報告した．監事より，地域看護学の構築と拡大についての評価とともに，
会員数が横ばい状態であることから，今後，会員増に向けて当学会がどのような方向を目指していくかを明確にすべきである等の
監査報告がなされた．
６．2020年度事業計画ならびに2021年度事業計画案について（石丸理事）資料9

　2020年度事業計画書，2021年度事業計画書を基に確認し，2019年度社員総会に諮ることとした．
７．2020年度予算案について（石橋理事）資料10，補足資料
　2020年度予算について，2019年度予算書を基に確認し，2019年度社員総会に諮ることとした．また，研究活動推進委員会より，
延期となったセミナーをWeb配信を含めて再度調整を行うための予算が申請され，承認された．
　今年度は，コロナウイルスによる感染拡大の懸念があり，対面での会議の開催は困難であることから，ZoomなどのWeb会議ツー
ルのライセンス購入費が必要となるため，これらの予算も承認した．
８．健康危機管理支援システム（ブロック調節候補者）について（春山理事）資料11

　大規模災害等健康危機発生時において，厚生労働省，自治体，関係団体などから支援要請を受けた場合に，当学会として，速や
かに対応できる支援体制を構築する必要があることから，地域ごとに候補者案を選定したことが報告された．今後，システムの運
用や学会の後方支援などを含めて，引き続き検討することとなった．
９．2019年度会員報告会について
　2019年度会員報告会の開催については，学術集会が誌上開催になったことに伴い，学会HPにて公開することとした．

10．入退会者申請者について（石丸理事）資料12，入会申込書
　入会申請者4人，退会申請者56人（2018年度退会：53人，2019年度退会：3人）について，資料を基に確認し，これを承認した．
なお，入会申請者のうち推薦人がいない者については宮﨑理事長を推薦人とする旨，退会申請者のうち年会費に未納がある者は納
付をもって退会を認める旨を確認した．

11．第25回学術集会長について（宮﨑理事）
　2022年開催の第25回学術集会の学術集会長について，田村須賀子理事（富山大学）より，内諾を得られたことが報告された．

12．その他
１） 理事会の開催について
　例年，社員総会前に行われる第2回理事会については，今年度は開催を見送ること，審議事項がある際にはメール審議にて対応
することとした．また，それ以降の理事会については10月頃に，対面またはWeb会議にて開催予定とした．

以上
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2020年度第2回理事会議事録
Ⅰ．日　時 2020年 11月 8日（日）13：30 ～16：00

Ⅱ．会　場 Zoomによるオンライン会議
Ⅲ．配信元 株式会社ワールドプランニング会議室（東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号）
Ⅳ．出席者 理 事 長 宮﨑美砂子
      副理事長　荒木田美香子＊，田髙　悦子
      理　　事　石橋みゆき，石丸　美奈，上野　昌江，大森　純子，岸　恵美子，北山三津子，河野あゆみ，小西かおる，
      　　　　　田村須賀子，永田　智子，春山　早苗＊

      監　　事　佐伯　和子，村嶋　幸代
      事 務 局　筒井　　愛，野田　智己 （＊印は欠席者）
　宮﨑理事長より，理事の過半数が出席していることから，定款第38条に則り，本理事会の成立が宣言された．
Ⅴ．議　事
報告事項
１．第23回学術集会について（河野理事）資料1

　第23回学術集会は，2020年4月24日に開催方法を誌上発表へ変更し，学術集会長講演，公開講座の一部を動画配信とした旨を
報告した．一般演題には発表のクレジットを付与することとし，参加費は返金，演者より演題登録費を徴収した．プログラムに取
下げはほぼなく，一般演題166題，ワークショップ6題の申込があった．
　8月25日～10月31日までの期間におけるHPへのアクセス数は1,715件で，市民公開講座の動画再生回数は781回であった．
また，会計については，収入3,267,010円，支出2,674,028円で，592,982円が学会本体への戻し金となったこと，および，監事
による監査が完了したことについても併せて報告した．
２．第25回学術集会について（田村理事）資料2

　第25回学術集会は，2022年8月27～28日に，富山国際会議場（富山市）において対面での開催を目指すこととし，2021年1月
8日の企画委員会にて，運営体制，プログラム等を検討予定である旨を報告した．
　また，学会誌が電子化に移行したことに伴い，学術集会チラシ・開催案内等を会員へ郵送すること機会がなくなったことから，
第24回学術集会以降は学会負担で郵送することを決定した．併せて，企画委員会等で学会のZoomの IDを使用すること，もしく
は新たに作成することについても認めることとした．
３．会員数について（石丸理事）資料3

　10月30日時点での会員数は，1,448人である旨を報告した．
４．委員会報告について
１） 編集委員会（北山理事）資料4

　第2回委員会を10月3日に開催した旨を報告した．学会誌の冊子体を取りやめ，電子ジャーナル化して3冊を発行したことから，
会員へアンケート調査を行うこととなり，調査項目について内容を確認した．
　また，英文での投稿についての問い合わせがあり，投稿規程では英文での投稿を認めていること，また今後，海外への情報発信
も必要となることから，英文での投稿や査読体制などを整えていく旨を報告した．
２） 研究活動推進委員会（大森理事）資料5

　第1回研究セミナー（10月2～18日：オンデマンド配信／ 10月10日：LIVE配信）を開催し，参加者は139名（会員101名・非
会員8名・学生30名）であったこと，アンケート結果は概ね好評であった旨を報告した．また，2021年3月に第2回目のセミナー
をオンデマンド配信にて開催予定であること，セミナー終了後に過去2回分の会計報告を行うことを報告した．なお，オンライン
開催の経費についても見積もりを基に確認し，参加費については当初の金額とすることとした．
３） 広報委員会（田村理事）資料6

　7月27日に第1回委員会を開催し，昨年同様，広報のための質問紙アンケートハガキを作成し，学術集会の案内とともに公立病
院地域連携室へ郵送予定である旨を報告した．
　また，学会HPの確認については，月1回とし，閲覧者の視線に立ち，分かりやすいHPを目指すこととする．

４） 教育委員会（岸理事）資料7

　「日本地域看護学会が提案する地域看護学の卒業時到達目標と内容・方法」について，資料を基に報告した．委員会内でも引き
続き検討を行うほか，役員からも意見募集やメール審議を行い，2021年2月頃に学会HPにて公開を目指すこととする．
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５） 国際交流推進委員会（河野理事）資料8

　第24巻第1号に英文ニュースレター No.20を掲載予定であることを報告した．また，英文ニュースレターについては，今後も
学会誌の掲載記事の一部として取り扱うこととした．
　当初2月28・29日に開催を予定していた第6回世界看護科学学会学術集会が新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開
催中止となったことについて，11月5日にWANSの理事会が開催され，会場のキャンセル料の免除等があり約800万円の黒字計
上となった旨の報告があった．永田理事，村嶋監事より，該当収益はWANSとして有効活用していく方針である旨の補足説明が
なされた．
６） 表彰論文選考委員会（上野理事）
　2019年度表彰論文賞について，当初，第23回学術集会会期中の会員報告会での表彰を予定していたが，開催方法の変更に伴い，
優秀賞1編，奨励賞2編の表彰状を作成し郵送したこと，受賞者の声を講演集に掲載したことを報告した．
　また，2020年度表彰論文賞の選考を2021年1月に行う旨を併せて報告した．
５．その他
１） 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策保健所支援（積極的疫学調査）チームの派遣について（宮﨑理事）資料9

　厚生労働省の要望を受け，積極的疫学調査への会員の推薦を7月と10月の2回行ったことを報告した．立候補者は15名であり，
今後も引き続き活動を継続していくことした．
２） 全公連2020年度インターネット総会について（宮﨑理事）資料10

　全国公衆衛生関連学協会連絡協議会の2020年度総会がオンラインで開催されたことについて，資料を基に報告した．また，
2021年3月26日を候補日とし，延期していた第2期学術集会を開催予定である旨を報告した．
３）日本学術会議第25期について（宮﨑理事）資料11

　日本学術会議が推薦した105名の会員候補者のうち6名が任命されなかったことを受け，日本看護系学会協議会が内閣総理大臣
へ「日本学術会議会員任命に関する声明」を提出したことについて報告した．
審議事項
１．2020年度第1回理事会およびメール審議の議事録承認について（宮﨑理事）資料12

　議事録の内容を確認し，一部を修正のうえ，これを承認した．
２．入退会者申請者について（石丸理事）資料13，回覧資料
　入会申請者17人，退会申請者11人について，資料を基に確認し，これを承認した．なお，入会申請者のうち推薦人がいない者
3人については宮﨑理事長を推薦人とする旨，退会申請者のうち年会費に未納がある者は納付をもって退会を認める旨を確認した．
３．第24回学術集会の開催方法について（岸理事）資料14

　第24回学術集会の開催方法について検討し，新型コロナウイルス感染症の収束がみえないことから，オンライン開催とする旨
を決定した．オンライン開催にあたり，講演集は冊子体で作成する等の意見が出された．理事会セミナーについては，次回理事会
で審議することとした．
４．選挙管理委員会委員の選出について
　選挙管理委員会の永田委員長，田村副委員長より，陶山公子氏（富山大学），山本なつ紀氏（慶應義塾大学）が推薦され，これを
承認した．2021年1月の役員選挙に向けて，準備を進めている旨を報告した．
５．健康危機管理支援システム案について（宮﨑理事）資料15

　大規模災害等健康危機発生時において，厚生労働省，自治体，関係団体などから支援要請を受けた場合に，本学会として速やか
に対応できる支援体制として「日本地域看護学会健康危機管理支援システム」を構築し，今後，運用していくこととした．システ
ムに関する申し合わせ・フローチャート・申請書・活動日報・復命報告書等の内容について，資料を基に確認した．
６．賛助会員の入会申請・学会HPの企業広告について（宮﨑理事）資料16

　賛助会員の入会について，9月に実施したメール審議結果を報告した．企業が賛助会員として入会することについては概ね賛成
であったが，賛助会員として入会した企業の広報の一環で学会HPへの広告掲載等を認めるかに関しては意見がわかれ，社員総会
に諮ることとした．
　また，正会員を含めた会費に関する規程や申し合わせを作成してはどうかとの意見が出され，今後検討することとした．

7．その他
１） JANA役員選挙について
　日本看護系学会協議会より，役員選挙の開催に伴い，理事1名，監事1名の被選挙人推薦の依頼があり，候補者を検討した．他
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学会より推薦を受けていないことが条件となるため，当学会では監事の推薦は行わないこととし，他学会の推薦を受けていない場
合には，本学会より荒木田理事を理事として推薦することとした．

以上

2020年度第3回理事会議事録
Ⅰ．日　　時　2021年2月21日（日）13：30～16：00

Ⅱ．会議形態　Zoomによるオンライン会議
       配信元：株式会社ワールドプランニング会議室（東京都新宿区神楽坂4-1-1）
Ⅲ．出 席 者　理 事 長　宮﨑美砂子
       副理事長　荒木田美香子，田髙　悦子
       理　　事　石橋みゆき，石丸　美奈，上野　昌江，大森　純子，岸　恵美子，北山三津子，河野あゆみ，小西かおる，
       　　　　　田村須賀子，永田　智子＊，春山　早苗
       監　　事 佐伯　和子，村嶋　幸代
       事 務 局 筒井　　愛，野田　智己 （＊印は欠席者）
　宮﨑理事長より，理事の過半数が出席していることから，定款第38条に則り，本理事会の成立が宣言された．
Ⅳ．議　　事
報告事項
１．2020年度役員選挙の結果について（田村理事）資料1

　選挙管理委員会より，2020年度役員選挙の結果について報告した．2021年1月28日に開票が行われ，67人中55人から投票が
あり，投票率は82.0％であった旨，理事（当選理事）12人および監事2人が選出された旨を報告した．就任の諾否を確認後，メー
ルにて現役員に報告し，推薦理事を含めた役員の選任について2021年度社員総会に諮ることとした．また，会員には，社員総会
承認後，HPおよび学会だより等にて報告することとした．
２．第24回学術集会について（岸理事）資料2・別紙資料A

　第24回学術集会をWeb開催とすることについて，2021年8月27日～9月26日までオンデマンド配信を行い，9月11・12日は
ライブ配信を行うこととし，事前のオンライン配信を経て，ライブ配信時に質疑応答や意見交換ができるよう準備を進めている旨
を報告した．併せて，ライブ配信スケジュール案および予算案を確認した．また，当初，会場として予約をしていた一橋講堂のキャ
ンセル費用は，コロナ禍での特別対応として無料になったことも報告した．
３．第24回学術集会理事会セミナーについて（田髙理事）資料3

　第24回学術集会理事会セミナーは，乙部由子氏（元名古屋工業大学 特任准教授・NPO法人ウイメンズボイス 理事）に，
「“Society 5.0”の社会における人びとのライフスタイルの展望と新たな課題」をテーマにオンデマンド配信での講演を依頼するこ
ととした旨を報告した．
４．第25回学術集会について（田村理事）
　第25回学術集会（2022年8月27～28日，富山国際会議場（富山市））に向けて，1月8日に第1回企画委員会を開催し，運営体制，
プログラム等の検討を行った旨を報告した．また，委員会内で検討し，学術集会テーマを「地域生活者の健康と存在を護る地域看
護のプロフェッション －当事者・家族が普通に生活できる暮らしの場づくり－」と変更したこと，第23回学術集会と同様に演題
発表者は筆頭著者が会員であれば共著者は非会員でも可とすること，倫理的配慮がなされているのであれば所属先等の倫理審査機
関による審査を受けていなくても可とする旨も併せて報告した．
５．会員数について（石丸理事）資料4

　2月13日時点での会員数は，1,464人である旨を報告した．
６．委員会報告について
１） 編集委員会（北山理事）資料5-1・別紙資料B

　第3回委員会を2月6日に開催したこと，および，学会誌の電子化に伴い行ったアンケート調査（調査対象者：1,354人，回答者
数：168人，回答率：12.4％）の報告がなされた．調査結果より，多くの会員が学会誌の発行に気が付いていないことを受け，今
後は新刊を案内するメールマガジンは他の連絡項目と混合せず，単独で配信することとした．また，地域看護に活用できるインデッ
クスについては，学会HPのトップページにバナーを貼り，目に留まりやすくする工夫をした．
　また，本学会誌に掲載済の論文の著者より論文取り下げの依頼があり，申し出の理由ならびに著作権を持つ本学会としての対応

96



を慎重に検討した結果，当該論文に対し，論文の取り下げではなく，学会HPとJ-STAGEに掲載されている電子的公開のみを削
除し対応することを決定した．なお，本決定については，著者への配慮を行ったうえで，学会HPおよび学会誌第24巻第1号に掲
載することとした．
２） 研究活動推進委員会（大森理事）資料5-2

　第1回研究セミナー（3月14～21日：オンデマンド配信／ 3月13日：LIVE配信）について，本日時点での申込人数が182名で
ある旨を報告した．
　今後も，セミナーのオンライン化・オンデマンド配信化のニーズは高いことから，参加費の設定や学生の参加者を増やすこと，
経費などを検討していくこことした．
３） 広報委員会（田村理事）資料5-3

　昨年同様，広報のための質問紙アンケートハガキを作成し，学術集会の案内とともに，独立行政法人国立病院機構：140か所，
国立大学法人・私立学校法人附属病院：155か所，公的医療機関・社会保険関係団体（日本病院会会員）：796か所，計1,091か所
を対象に郵送予定である旨を報告した．
４） 教育委員会（岸理事）資料5-4・別紙資料C

　地域看護学の教育内容と方法を提案するにあたり，代議員への意見募集（回答数：2件），委員会での検討内容を反映した「日本
地域看護学会が提案する地域看護学の卒業時到達目標と内容・方法」を確認した．最終確認を行い，3月に学会HPにて公開する
こととした．
　また，『看護展望（メヂカルフレンド社／月刊誌）』より，5月号で地域・在宅看護論の授業づくりに関する特集を組むにあたり，
原稿執筆の依頼があり，宮崎理事長，岸理事，教育委員会委員を中心に引き受けることとした旨を報告した．
５） 国際交流推進委員会（河野理事）資料5-5

　第24巻第1号に英文ニュースレター No.20を掲載予定であることを報告した．
６） 表彰論文選考委員会（上野理事）資料5-6

　2020年度論文賞の選考に際し，役員・代議員による事前投票を実施した旨（投票人数：30名，投票率：44.7％），第1回委員会
を2月6日に開催し，論文賞ならびに名誉会員候補者の選考を行った旨を報告した．

７） 災害支援のあり方検討委員会（春山理事）資料5-7

　各委員によるCOVID-19関連の支援活動状況等の報告や情報共有がなされた．また，健康危機管理支援システムに関する委員
会活動ついての報告がなされた．
７．2020度中間決算について（石橋理事）資料6

　2月19日付の収支計算書を基に，2020年度中間決算について報告した．
８．その他
１） JANA役員選挙について（宮﨑理事）資料7

　JANA役員選挙に際して，本学会の会員である荒木田美香子氏と上野まり氏を理事，村嶋幸代氏を監事として選出し，投票した
ことを報告した．
審議事項
１．前回理事会議事録について（宮﨑理事）資料8

　2020年度第2回理事会議事録案の内容を確認し，これを承認した．
２．2021年度社員総会について（石丸理事）資料9

　2021年度社員総会について，6月27日（日）13：30～14：30，Zoomによるオンライン会議にて開催する旨を決定した．資料
などは昨年と同様に事前のメール配信を行うこととする．
３．2020年度事業報告案について（石丸理事）資料10

　2020年度事業報告案（学会全体および委員会活動）について，資料を基に確認した．メール審議を行った事案についても記載す
るほか，全体的に内容を点検したうえで次回理事会において再度確認し，2021年度社員総会に諮ることとした．
４．2021年度ならびに2022年度事業計画案について（石丸理事）資料11

　2021年度事業計画案ならびに2022年度事業計画案について，資料を基に確認し，これを承認した．次回理事会において再度確
認し，2021年度社員総会に諮ることとした．
５．2021年度予算案について（石橋理事）資料12

　2021年度予算案について，資料を基に確認した．委員会活動費およびオンデマンド配信などのWeb関連費，業務委託費等を見
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直したうえで，次回理事会において再度確認し，2021年度社員総会に諮ることとした．
６．2020年度表彰論文および名誉会員について（上野理事）資料13

　表彰論文選考委員会にて選考した，2020年度論文賞ならびに名誉会員候補者について，資料を基に検討した．論文賞は選考方
法も含め適切であったことを確認したうえで，以下のとおり優秀論文賞1編および奨励論文賞2編の選出を承認した．また，名誉
会員候補者1名，河野啓子氏を推挙し，2021年度社員総会にて承認を得ることとした．
　なお，第24回学術集会がWeb開催となったことから，授賞式についてもオンラインで執り行う旨を決定した．2020年度社員総
会にて名誉会員として承認された別所遊子氏の称号証の授与も併せて行うこととする．
優秀論文賞
タイトル：発達上気になる子どもの保護者支援に関する保健師－保育士連携活動自己評価尺度の開発（原著）
著　　者：大塚敏子・巽あさみ・坪見利香
巻　　号：第22巻第1号

奨励論文賞1

タイトル：アルコール依存症者が断酒と就業を両立するプロセス（原著）
著　　者：佐野雪子・巽あさみ
巻　　号：第22巻第2号
奨励論文賞2

タイトル：中山間農村地域のひとり暮らし男性高齢者と地域との関係性における経験の意味
著　　者：細木千穂・白谷佳恵・田髙悦子・伊藤絵梨子・有本　梓
巻　　号：第22巻第2号

７．投稿規程等・チェックリスト改定案について（北山理事）資料14

　会員より，英文での論文投稿時の執筆要領に関する問い合わせがあったことを受け，編集委員会にて，英文投稿用のWord数・
図表換算数を定めた投稿規程改定案およびチェックリスト修正案を作成した旨の報告があり，確認のうえ，本日付けでこれを承認
した．なお，査読体制については，投稿受付時に編集委員会にて随時対応することとした．
８．賛助会員の入会申請について（石丸理事）資料15

　前回理事会より継続して審議している，賛助会員の入会金と年会費について，資料を基に賛助会員（個人又は団体）の入会金
は10,000円，年会費は30,000円とすることが提案され，これを承認した．なお，賛助会員の特典として，賛助会員となる団体名（社
名）は学会HPに「賛助会員」として記されリンクがはられること，学術集会に，賛助会員の団体（社）のメンバー（社員）1名は無
料で参加できること，の2点を決定した．
９．学会HPの企業広告について（石丸理事）資料16

　広告掲載規程第3条「バナー広告の掲載場所，掲載料金および規格は別途定める」および第5条「バナー広告掲載を希望する広告
主は，別途定める申込書にて手続きをとるものとする」について，バナー広告掲載に係る申し合わせ案およびバナー広告申込書の
提案があり，内容を確認し，本日付けでこれを承認した．バナー広告の掲載申込ができる企業および団体は本学会の目的に賛同す
る者（賛助会員に限らない），掲載場所はHPトップページ，掲載料金は20千円／月（税別）とすることとした．

10. 入退会者申請者および年会費滞納者について（石丸理事）資料17・回覧資料
　入会申請者17人，退会申請者28人について，資料を基に確認し，これを承認した．なお，入会申請者のうち推薦人がいない者
については大森理事・宮﨑理事長を推薦人とする旨，退会申請者で未納の年会費がある者については納付をもって退会を認める旨
を確認した．
　また，会費滞納者について，2年滞納の25人は会員資格の継続を認め，引き続き年会費を請求し，3年滞納の17人は2月21日
付での退会手続きを取ることとし，これを承認した．

11. 第26回学術集会長について（宮﨑理事）
　2023年開催の第26回学術集会の学術集会長について検討し，荒木田美香子理事に就任を依頼することとした．

12.  その他
１） 次回理事会の日程について（宮﨑理事）
　2021年度第1回理事会について，5月1日（土）オンライン会議にて開催することとした．

以上
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2021年度第1回理事会議事録（案）
Ⅰ．日　　時　2021年5月 1日（土）13：30 ～16：00

Ⅱ．会議形態　Zoomによるオンライン会議
       配信元：株式会社ワールドプランニング会議室（東京都新宿区神楽坂4-1-1）
Ⅲ．出 席 者　理 事 長　宮﨑美砂子
       副理事長　荒木田美香子，田髙　悦子
       理　　事　石橋みゆき，石丸　美奈，上野　昌江，大森　純子，岸　恵美子，北山三津子，河野あゆみ，小西かおる，
       　　　　　田村須賀子，永田　智子，春山　早苗＊

       監　　事　佐伯　和子，村嶋　幸代
       事 務 局　筒井　　愛，野田　智己 （＊印は欠席者）
　宮﨑理事長より，理事の過半数が出席していることから，定款第38条に則り，本理事会の成立が宣言された．
Ⅳ．議　　事
審議事項
１．前回理事会議事録について（宮﨑理事）資料1

　2020年度第3回理事会議事録案の内容を確認し，これを承認した．
２．2021年度社員総会について（宮﨑・石丸理事）資料2-1, 2, 3, 4

　2021年度社員総会について，開催方法・スケジュール・議題などを確認した．社員には事前に開催案内とともに資料・議決権
行使書・オンライン会議への出欠確認書をメールで送付し，6月23日（水）に議決の集計・質問の取りまとめを行い，6月27日（日）
13：30～14：30よりZoomによるオンライン会議にて，議決結果の報告・意見交換を行うこととした．
　賛助会員の入会に関する議題について，正会員および賛助会員両方の入会金・年会費を定めた申し合わせを資料とすることとし
た．なお，2021年度社員総会にて承認されたのち，本申し合わせの変更を行う際には理事会審議，入会金・年会費の金額変更が
生じる際には，定款どおり社員総会での審議とすることを確認した．
３．2020年度事業報告について（石丸理事）資料3-1, 2

　2020年度事業報告について，2020年度事業報告書（案）（学会全体および委員会活動）を基に確認した．理事会とは別にメール
による審議が8回行われたことから，内容について記載するほか，第2回委員会セミナーの参加者を追記する等，全体を再度確認し，
2021年度社員総会に諮ることとした．
４．2020年度決算案について（石橋理事）資料4

　2020年度決算について，収支計算書（案）を基に確認した．監査完了後に理事会にて再度確認し，2021年度社員総会に諮るこ
ととした．
５．2020年度監査について（石橋理事）
　会計事務所による会計書類の提出を待ち，5月中に監査を実施する旨を報告した．
６．2021年度事業計画ならびに2022年度事業計画案について（石丸理事）資料5

　2021年度事業計画書（案），2022年度事業計画書（案）を基に確認し，2021年度社員総会に諮ることとした．
７．2021年度予算案について（石橋理事）資料6

　2021年度予算について，2021年度予算書（案）を基に確認し，2021年度社員総会に諮ることとした．
８．2021年度会員報告会について
　2021年度会員報告会は，第24回学術集会がWeb開催になったことに伴い，前年度と同様に学会誌に掲載する「学会だより」に
て報告することとした．
　なお，表彰式については，第24回学術集会の第1日目にオンラインにて執り行うこととし，石丸理事および表彰論文選考委員
会委員長の上野理事を中心に進めることとした．
９．入退会者申請者について（石丸理事）資料7，別紙資料
　入会申請者49人，退会申請者63人（2020年度退会：62人，2021年度退会：1人）について，資料を基に確認し，これを承認し
た．なお，入会申請者のうち推薦人がいない者については宮﨑理事長・上野理事を推薦人とする旨，退会申請者のうち年会費に未
納がある者は納付をもって退会を認める旨を確認した．
報告事項
１．第24回学術集会について（岸理事）当日資料
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　第24回学術集会の進捗について，資料を基に報告した．第4回企画委員会を4月29日に開催し，各プログラムの最終確認と座
長の検討，査読スケジュールおよび査読方法・内容の確認，優秀演題賞の検討を行ったこと，広報活動として，学術集会チラシ・
研究力向上セミナーチラシを看護系大学，関連団体等に発送したこと，第8 回日本CNS 看護学会，第63 回日本老年医学会学術集
会のホームページ上にバナー広告を掲載したことが報告された．当日は，東邦大学にて少人数の実行委員が運営にあたることとし，
ライブ配信は1日につき1本で行う．

２．第25回学術集会について（田村理事）資料8

　第25回学術集会の進捗について，資料を基に報告した．開催趣旨を「地域看護が時代の要請を捉え，人々の健康と安寧に，よ
り一層貢献するための方策を見出すことを目指す」「老人保健法施行以降の地域看護の実践を振り返り，ポストコロナ禍に向けて，
看護プロフェッションが果たすべき役割機能責務を追究する」としたこと，開催地である「富山県や北陸・近県での取り組みを取
り上げ発信する」としたことが報告された．
　また，学術集会チラシを作成し，富山県内の保健師に登録準備を進めてもらうことを目的に，県内に配布したことが併せて報告
された．
３．会員数について（石丸理事）資料4

　4月20日時点での会員数は，1,412人である旨を報告した．
４．委員会報告について
１） 編集委員会（北山理事）
　4月28日に学会誌第24巻第1号が公開となった旨を報告した．前回理事会にて審議を行った，過去の掲載論文の電子的公開の
削除を行った件については，学会HPと編集後記に通知文を掲載したことが報告された．また，学会誌の電子化に関するアンケー
トの結果を反映し，学会誌公開の案内時に，目次を記載したメールマガジンを配信した旨も併せて報告がなされた．
２） 研究活動推進委員会（大森理事）資料10

　第2回研究セミナー（3月14～21日：オンデマンド配信／ 3月13日：LIVE配信）について，申込人数が210名（会員182名，
非会員7名，学生21名）であった旨を報告した．
　今後も，オンラインによるセミナーの企画を継続して行うこと，会員からの要望を受けて，過去に開催したセミナーのアーカイ
ブ化についても，経費なども含めて検討していくこことした．
３） 広報委員会（田村理事）資料11

　公的病院等の地域連携担当部署に対して実施したアンケート調査の結果を，資料を基に報告した．調査期間は2021年2～3月，
対象者は1,091か所，回答数は154件（回収率14.1％）であった．年齢，所属学会，職種のほか，学術集会に期待するテーマとして，
医療連携，多職種連携，ACP看護倫理，看護界へのAIの導入と活用，高齢化社会と地域包括ケアや入退院支援など広い視野で看
護の知見を求めるとの意見があり，第24回学術集会に対してもWeb開催の学術集会は参加しやすいなどの意見が得られた．
４） 教育委員会（岸理事）
　「日本地域看護学会が提案する地域看護学の卒業時到達目標と内容・方法」を学会HP上にて公開したことを報告した．
　また，『看護展望』（メヂカルフレンド社／月刊誌）より地域看護学に関する執筆依頼を受けた件で，4月25日発行の5月号に，
特集「地域看護学の卒業時到達目標と内容・方法から考える；『地域・在宅看護論』の新たな授業づくり」として，以下の原稿が掲
載された旨を報告した．
・「看護基礎教育におけるこれからの地域・在宅看護論と授業づくり」宮﨑美砂子
・ 「看護学基礎教育で修得すべき地域看護の能力（コンピテンシー）と卒業時到達目標，および目標に到達するための教育内容と
方法（2020）を読み解く」岸恵美子
・「『地域・在宅看護論』の学習目標，順序性，教えるべき内容について」石橋みゆき
・「コロナ禍での効果的な教授法と臨地実習先との連携について」斉藤恵美子
・「看護師教育課程における『地域看護学』教育の新たな展開」赤星琴美ほか
・「保健師の家庭訪問援助事例を教材とした授業展開」佐藤紀子

５） 国際交流推進委員会（河野理事）
　第24巻第1号に英文ニュースレター No.20を掲載した旨を報告した．

６） 表彰論文選考委員会（上野理事）
　表彰論文の授賞式および名誉会員の称号賞授与式を第24回学術集会内で行う旨を報告した．
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７） 災害支援のあり方検討委員会（宮崎理事）
　災害対策に関わる情報や被災地の保健師活動についての情報を収集し，それに基づいて地域看護の実践・教育・研究のあり方を
考える機会を作る活動を今後も継続して行う旨を報告した．
５．その他
１） 次回理事会の日程について（宮﨑理事）
　2021年度第2回理事会について，7月末～8月上旬にオンラインにて開催することとした．

2021年度からの理事・監事候補者による懇談会議事録
Ⅰ．日　　時 2021年 5月 1日（土）16：00 ～17：00

Ⅱ．会議形態 Zoomによるオンライン会議
       配信元：株式会社ワールドプランニング会議室（東京都新宿区神楽坂4-1-1）
Ⅲ．出 席 者 理事候補者　荒木田美香子，大木　幸子，大森　純子，蔭山　正子，岸　恵美子，北山三津子，小西かおる，
       　　　　　　田髙　悦子，田村須賀子，永田　智子，春山　早苗＊，宮﨑美砂子
       監事候補者　佐伯　和子，村嶋　幸代
       事　務　局　筒井　　愛，野田　智己 （＊印は欠席者）
Ⅳ．議　事
１．2021～2022年度 理事・監事候補者について
　2021～2022年度の理事候補者12人および監事候補者2人について，資料を基に確認した．2021年度社員総会（2021年6月27

日開催）での承認を経て任期開始となる．
２．担当役員の選出について
１） 理事長
　宮﨑美砂子氏を選出した．
２） 副理事長
　荒木田美香子氏・田髙悦子氏の2人を選出した．
３） 推薦理事
　総務担当理事として石丸美奈氏（千葉大学大学院），会計担当理事として石橋みゆき氏（千葉大学大学院），また，実務等で看護
に携わっている秋山正子氏（株式会社ケアーズ白十字訪問看護ステーション）の3名を推薦理事として選出し，就任を打診するこ
ととした．
４） 総　　務
　石丸美奈氏に就任を打診することとした．
５） 会　　計
　石橋みゆき氏に就任を打診することとした．
３．委員会委員長の選出について
　委員会の委員長ならびに副委員長について検討し，以下のとおり選出した．なお，委員については，各委員長が検討し，社員総
会後に開催する理事会において承認することとした．
１） 編集委員会
　委員長：永田智子氏，副委員長：蔭山正子氏
２） 研究活動推進委員会
　委員長：大森純子氏
３） 広報委員会
　委員長：田村須賀子氏
４） 教育委員会
　委員長：岸恵美子氏，副委員長：大木幸子氏
５） 国際交流推進委員会
　委員長：小西かおる氏

 日本地域看護学会誌　Vol.24 No.2, 2021 101



６） 表彰論文選考委員会
　委員長：北山三津子氏，副委員長：永田智子氏
７） 災害支援のあり方検討委員会
　委員長：春山早苗氏
４．その他
　役員候補者より本学会のあり方について意見交換がなされた．
・ 学会としての位置づけを明確にする．
・ 近年，分野の重なる学会の設立もあり，本学会の会員数が横ばいであることから役員一丸となり，学会を盛り上げていく必要
がある．
・ 理事会としての会議のあり方を検討し，最も重要な議題に焦点を当てて議論する場とする．
・ 今期（2021～2022年度）をもって任期満了となる役員が多いことから，今後を見据えた運用が必要である．
・委員会委員には，代議員ならびに今後，代議員となるべき会員を積極的に登用する．

５．次回理事会について
　社員総会を経て，2021年度第2回理事会を7月下旬～8月に開催することとした．

以上

2021年度社員総会議事録
Ⅰ．日　　時 2021年6月 27日（日）13：30 ～14：30

Ⅱ．会議形態 Zoomによるオンライン会議
       配信元：株式会社ワールドプランニング会議室（東京都新宿区神楽坂4-1-1）
Ⅲ．社 員 数 議決権を有する社員数：64名
       議決権行使書：37名
       委任状：22名
       未回答：5名
　定款第19条「社員総会の決議は，総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し，出席社員の過半数をもって行う．」に則り，本
社員総会の成立が宣言された．
Ⅳ．議事録
１．議事録署名人の決定
　定款第24条に則り，宮﨑議長ならびに石橋理事および大森理事が務めることとした．
２． 決　議
１） 第1号議案：2020年度事業報告について   （賛成59票，反対0票）
２） 第2号議案：2020年度収支決算について   （賛成59票，反対0票）
３） 第3号議案：2020年度監査報告について   （賛成59票，反対0票）
４） 第4号議案：2021・2022年度事業計画について  （賛成59票，反対0票）
５） 第5号議案：2021年度収支予算について   （賛成59票，反対0票）
６） 第6号議案：賛助会員入会金と会費について   （賛成59票，反対0票）
７） 第7号議案：2021～2022年度理事・監事の選任について （賛成59票，反対0票）
８） 第8号議案：名誉会員の推薦について   （賛成59票，反対0票）
　第1～8号議案は，定款第19条に定める総社員の過半数の出席と，出席社員の過半数の同意の要件を満たし，【可決】された．

３．意見交換
　書面にて，社員1名より，1件の意見があった．
・ 会員数の減少が続いているので，学会の長期的ビジョンを明確にし，会員数が安定するような魅力のある学会を目指してほし
い．

　当日の意見交換では，社員4名より，4件の意見があった．
・ 日本地域看護学会は各委員会で色々な活動を行っており，会員・非会員に関わらず広く情報を公開しているという印象を持っ
ている．特に，広報委員会によるコロナ関連サイトは，情報公開が早く，活用させていただいた．今後の日本地域看護学会は，
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関連学会が多く立ち上がっているなか，保健師だけでなく，実践現場で活動している看護師や地域で活動している方とともに
活動していくことや参加しやすい学会を目指すべきだと思う．
・ 「在宅看護論」から「地域・在宅看護論」にカリキュラム変更になったことに伴い，相談支援の新しい形である開かれたまちの
保健室や，地域で活動している看護職が所属している現場への実習希望が多くなっているようである．日本地域看護学会とし
ては，学問の幅を広げ，教育現場の方を幅広く会員として取り込み，教育に反映していくことが必要である．
・ カリキュラム変更のタイミングを逃さず，地域包括支援センターなどに向けて，新しい指針を学会が示すことができれば，会
員増加へ繋がると思う．
・ 学生に論文投稿を勧めているが，日本地域看護学会の特徴として，大学教員が多いということもあり，ハードルが高い学会と
いう印象があるようである．今後は，本学会に興味を持っている若手研究者が，参加しやすいと感じるような取り組みが必要
だと思う．また，カリキュラム変更に伴い，新たなニーズとして求められている在宅看護関連の方も入会してもらうような取
り組みも必要だと思う．

　上記の意見に対して，会員数の増加に向けて，魅力ある学会づくりに対して理事会全体で取り組んでいくほか，学会員の潜在し
ているニーズをとらえ，計画性・戦略性をもって学会運営に臨む旨，理事長から回答があった．

以上
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本稿を執筆している8月初旬，東京オリンピックにおける日本選手の活躍と，新型コロナ
ウイルス感染症による医療崩壊が，同じニュースのなかで報じられています．今後への不安
を抱えつつ，その先の未来が少しでも明るいものになるよう進んでいくしかないと改めて考
える昨今です．会員のみなさまにおかれましても，最前線における感染症への対峙，あるい
はコロナ禍においても必要な保健医療活動や教育・研究活動を遂行するための尽力など，日
夜，奮闘なさっていることと存じます．会員のみなさまと周囲の方々の健康を心より祈念い
たします．
本号には原著1編，研究報告3編，資料4編が掲載され，特定保健指導に関する尺度開発，
地域包括ケアや発達障害児についての連携，家庭訪問などの支援方法や在宅看護教育に関す
る研究，早産児の母親や結核療養者に関する研究，労働者の生活習慣とワークエンゲイジメ
ントに関する研究など多彩なラインナップになっています．また，連載企画である地域看護
に活用できるインデックスも掲載されています．学会誌の電子化で，興味のある論文に直接
アクセスできるようになりましたが，お時間があるときには是非その他の論文にも目を向け，
地域看護学の広がりを実感していただければと思います．
末筆ながら，今期より編集委員長を拝命いたしました．学会誌の電子化などの大仕事に取
り組んでこられた北山前編集委員長をはじめ，昨期までの委員の方々に心より感謝申し上げ
ます．地域看護学が未来の社会に貢献できるよう発展するために，貴重な研究成果が広く共
有されることを目指し，新たな委員の方々とともに努めていきたい所存でございますので，
みなさまのご指導・ご協力をよろしくお願い申し上げます． （永田　智子）

「日本地域看護学会誌」投稿論文の締切について

投稿論文は随時受け付けますが，1月20日，5月20日，9月20日で締め切り，審査を行います．ご投稿
をお待ち申し上げております．
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